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Ⅰ 学部等の現況及び特徴 

 

１ 現況 

（１）大学名 静岡大学 

（２）所在地 静岡市駿河区大谷836 

（３）学部等の構成 

学部：教育学部 

研究科：教育学研究科 

附置研究所：なし 

関連施設：附属教育実践総合センター、自然観察実習

地、附属静岡小学校、附属浜松小学校、

附属静岡中学校、附属島田中学校、附属

浜松中学校、附属幼稚園、附属特別支援

学校 

（４）学生数及び教員数（平成30年5月1日現在） 

学生数：学部 1356 人 研究科 163 人 

教員数：109 人（教授56人、准教授41人、講師12人、

助教0人：教職大学院専任教員を除く） 

 

２ 特徴 

第二次世界大戦後の学制改革に基づく新制大学のひとつ

として、昭和24年（1949）5月31日に静岡大学が設立され、

それと同時に教育学部が設置された。設立当時、教育学部は

静岡本校以外にも浜松分校、島田分校、三島教場を設けてい

たが、その後漸次統合した。昭和26年（1951）に大岩地区に

移転し、さらに昭和45年（1970）に大谷地区へと移転し、現

在に至っている。 

この間、社会的な要請に応えて、平成元年（1989）に総

合教育課程を設置した。さらに、平成10年（1998）には、そ

れまでの小学校教員養成課程、中学校教員養成課程、養護学

校教員養成課程、幼稚園教員養成課程の４課程を学校教育教

員養成課程に統合するとともに、総合教育課程を生涯教育課

程、総合科学教育課程、芸術文化課程の３課程に改編した。

平成16年（2004）には国立大学法人となり、本学部も法人と

しての自主性を生かし、従来以上に学生の教育に力を注ぎつ

つ、幅広い研究を行ってきた。 

新しい体制のもとで本学部は、豊かな人間性と幅広い教

養を基礎とする実践的指導力を備えた教育従事者、社会教

育、企業内教育等の分野で活躍することのできる、広い視野

と多彩な能力・技術を有する人材、あるいは今日的かつ学際

的な専門性をもち、幅広い職種・分野の第一線で指導的役割

を果たしうる人材を育成することを目指してきた。 

学校教育教員養成課程では、幅広い教養を基礎とする実

践的な指導力を備えた教員の養成を図り、子どもたちの発達

過程を見通して、学ぶよろこびと生きる力を育てる実践的力

量を高めることを目標としている。 

生涯教育課程では、学校教育と社会教育の相互の関連を

意識した上で、生涯学習の実践的な指導者を育成する。 

総合科学教育課程では、総合的・統合的な方法での教育

を通して、日常生活に用いられる諸資材に対する科学的な理

解を深め、科学的成果を社会的貢献に結びつけて、専門外の

人々に平易に伝えるための人材を育成し、生活者優先社会に

適合した教育を行う。 

芸術文化課程では、音楽・美術・デザイン・書の分野に

おいて、創造的能力を発揮できる人材の育成を図る。 

さらに、評価対象期間中の平成28年（2016）からは、国

立教員養成大学・学部に関する国の政策方針に添って、生涯

教育課程、総合科学教育課程、芸術文化課程の３課程の学生

募集を停止して廃止、２つの新専攻を加えた学校教育教員養

成課程のみからなる学部構成として、学校教員の養成に使命

を限定した。 

学部教育で身につけた専門性をさらに高めたいと考える

学生や、実践に基づいた研究を展開したいと考える現職教員

等の要望に応えるため、昭和56年（1981）3月31日に教育専

攻科を廃止し、同年4月1日に静岡大学大学院教育学研究科

（修士課程）を発足した。 

教育学研究科の修士課程は、平成21年（2009）4月の改組

によって、学校教育研究専攻（修士課程）と教育実践高度化

専攻（教職大学院）の２専攻となった。学校教育研究専攻

（修士課程）は、教育実践上の課題や現代的課題に対応する

基本知識・技法を総合的に学びつつ、教科専門や教職専門に

関する研究力量（修士論文）を備えた教員養成を目的として

いる。教育実践高度化専攻（教職大学院）は、新しい学校づ

くりの有力な担い手となる新人教員及び地域や学校において

指導的・中核的な役割を果たす優れた実践的指導力を備えた

中核的中堅教員の養成を目的としている。 

教員養成を担う大学教員の養成を担うため、平成24年

（2012）に教育学研究科共同教科開発学専攻（後期３年のみ

の博士課程）を、愛知教育大学と全国で唯一の教育系共同大

学院として共同設置した。博士課程レベルの教員養成研究に

関する最新の研究成果を還元するなどにより、県下や中部

圏、全国の教員養成研究や現職教員研修に貢献している。 
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Ⅱ 目的 

 

１ 静岡大学教育学部の教育目的 

本学部は、「豊かな人間性と幅広い教養を基礎とする実践的指導力を備えた教育従事者、社会教育・企業内教育等の

分野で活躍することのできる広い視野と多彩な技能・技術を有する人材、今日的かつ学際的な専門性を持ち、幅広い職

種・分野の第一線で指導的役割を果たしうる人材を育成すること」を学部全体の教育目的として定めてきた。 

以上の教育目的に基づき、アドミッション・ポリシーの中では教育学部が育てる人間像として、「学校教育教員養成

課程では、子どものことをよく理解し、子どもの全人的成長を助け、わかりやすい授業のできる教員を育成します。生

涯教育課程、総合科学教育課程、芸術文化課程では、広い視野と多様な技能・技術を備え、広く社会における教育を担

うことのできる人材を育成します。」と掲げ、学生を受け入れてきた。 

本学部を構成する、学校教育教員養成課程、生涯教育課程、総合科学教育課程、芸術文化課程の４つの課程それぞれ

の教育目的は、以下のとおりである。（１）学校教育教員養成課程においては、豊かな人間性と幅広い教養を基礎とす

る現代的な専門的知識・技術を身につけ、子どもたちの発達過程を見通して、学ぶよろこびと生きる力を育てていける

実践的指導力を備えた教員を養成することを目的とする。（２）生涯教育課程においては、生涯学習社会への移行が急

速に進んでいく中、これを支える人材、また、これまでの教員養成に関する教育、研究の成果を踏まえて、新しい時代

の新しい教育に関与するすぐれた研究者、実践的な指導者を養成することを目的とする。（３）総合科学教育課程にお

いては、すぐれた科学技術の成果や問題点とその社会との関わりについての総合的な理解の上に立ち、科学技術の最先

端についての知識をユーザーや生活者に還元することのできる人材を養成することを目的とする。（４）芸術文化課程

においては、社会の急激な変化に伴い、芸術の世界も必然的に様相を変貌させ、多様化の方向に進んでいく中、このよ

うな状況にあって、パイオニアとして活躍できる人材、また、音楽・美術・デザイン・書の分野において創造的能力を

発揮できる人材を養成することを目的とする。 

さらに、評価対象期間中の平成28年（2016）からは、学校教育教員養成課程のみからなる学部構成として学校教員の

養成に使命を限定するのに伴い、学部全体で、「豊かな人間性と幅広く深い教養を基礎として、子どもをよく理解し、

教科指導等の分野において高い専門性と実践的な指導力を備えた教員、教育の現代的課題に対応することができる教

員、教職生活全般を通じて学び続けることができる教員の育成を目的とする」こととしている。 

 

２ 静岡大学大学院教育学研究科の教育目的 

本研究科は、「教育に関する高度な専門的力量と見識を備えた学校教員及び教育事業従事者の育成」を研究科全体の

教育目的として定めている（静岡大学大学院教育学研究科規則第１条の２）。 

以上の教育目的に基づき、アドミッション・ポリシーの中では教育学研究科が育てる人間像として、「教育に関する高

度な専門的力量と見識をそなえた学校教員をはじめ、教育関連分野で活躍する人材を育成します。」と掲げ、学生を受

け入れている。 

高度な専門的力量を持つ学校教員や教育事業従事者の育成を達成するために、本研究科は学校教育に関するすべての

学問分野を網羅できるように、３つの専攻を設けている。学校教育研究専攻（修士課程）に11の専修を、共同教科開発

学専攻（博士課程）には４つの分野を、教育実践高度化専攻では４つの領域を設けている。 

本研究科では、学校教育研究専攻においては、「教育に関する高度な専門的力量及び見識を備えた学校教員並びに教

育事業従事者の育成」を目的としている。また、共同教科開発学専攻においては、「教科開発学の究明を通じて、教科

内容の構成原理を明らかにし、教科教育の開発及び教育環境の創造、更に、高等教育機関において、高度な資質をもっ

た教員の養成をするために必要な能力の育成」を目的としている。さらに、教育実践高度化専攻においては、「総合的

な実践的指導力のある新人学校教員及び中核的中堅学校教員の養成」を目的としている。 
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Ⅲ 基準ごとの自己評価  

 

基準１ 組織の目的 

 

（１）観点ごとの分析  

 

観点1-1-①【学士課程】  学部等の目的（学科又は課程等の目的を含む。）が、学部規則

等に明確に定められ、その目的が、学校教育法第 83 条に規定された、大学一

般に求められる目的に適合しているか。  

 

【観点に係る状況】  

静岡大学（以下「本学」という。）では、静岡大学学則第１条に本学の目的、使命を定

め【資料1-1-1】、また、第三期中期目標・計画において、教育に関する基本的目標とし

て、「高度な専門性と国際性を有し、チャレンジ精神にあふれ、理工系イノベーションや

地域の諸課題に取り組むことができる人材を育成する」「文理融合を含む専門分野を越え

た教育、学生が主体的・能動的に学習する質の高い教育及び教育の国際化を推進する」こ

とを掲げている。この目標達成のため、具体的な教育目標として、学士課程では「社会的

ニーズに応える人材養成像を明確にし、それに適合した教  育課程の編成の下で、文理融

合を含む学際教育及び教育の国際化を  推進し、理工系人材、地域の求める人材、グロー

バル人材を育成する」と定めている。  

教育学部（以下「本学部」という。）では、以上の本学の基本的目標を踏まえ、教育学

部規則第1 条の２【資料1-1-2】に、「豊かな人間性と幅広い教養を基礎とする実践的指

導力を備えた教育従事者」「社会教育・企業内教育等の分野で活躍することのできる広い

視野と多彩な技能・技術を有する人材」「今日的かつ学際的な専門性を持ち、幅広い職

種・分野の第一線で指導的役割を果たしうる人材」の育成を目的として定めてきた。ま

た、平成28年度からは、学校教育教員養成（課程）のみに使命を限定するのに伴い、「豊

かな人間性と幅広く深い教養」を基礎とした「子どもをよく理解し、教科指導等の分野に

おいて高い専門性と実践的な指導力を備えた教員、教育の現代的課題に対応することがで

きる教員、教職生活全般を通じて学び続けることができる教員」の育成を目的として定め

るに至った。  

 

【資料1‐1‐1】 静岡大学学則に掲載された目的・使命の該当箇所（出典：学生便覧）  

国立大学法人静岡大学学則  

昭和 24 年 12 月 21 日   制定  

                     平成 29 年９月 22 日 最終改正  

（目的・使命）  

第１条  国立大学法人静岡大学（以下「本学」という。）は、学術・文化の研究並びに教

育の機関として広く一般的教養を授けるとともに深く学術・教育の理論及び応用を教授

研究し、平和的な国家及び社会における有為な人材を育成し、その教授研究の成果を広
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く社会に提供 するこ とにより、社 会の発 展に寄与する ことを 目的・使命と する。    

（以下省略）  

 

【資料 1‐1‐2】教育学部規則に掲載された人材の育成に関する目的の該当箇所（出典：

学生便覧）  

静岡大学教育学部規則  

平成 4 年 12 月 21 日 全部改正  

平成 30 年３月 1 日 最終改正  

（趣旨）  

第１条  この規則は、国立大学法人静岡大学学則（以下「学則」という。）に基づき、静

岡大学教育学部 (以下「本学部」という。 ) における教育その他必要事項を定める。  

（人材の育成に関する目的）  

第１条の２   本学部は、豊かな人間性と幅広く深い教養を基礎として、子どもをよく理

解し、教科指導等の分野において高い専門性と実践的な指導力を備えた教員、教育の

現代的課題に対応することができる教員、教職生活全般を通じて学び続けることがで

きる教員を育成することを目的とする。  

（以下省略）  

 

【分析結果とその根拠理由】  

本学は第三期中期目標・計画において、教育に関する基本的目標として「幅広く深い教

養と専門知識をもち、国際社会に通用し得る課題探究能力と問題解決能力、人間性豊かで

チャレンジ精神に満ちた人材の育成」を定めている。  

本学部では、それらの基本的目標を踏まえて、３方向の専門性や技能を備えた教育的・

指導的人材の育成を目的とし、また、平成28年度以降は、「豊かな人間性と幅広く深い教

養」を基礎とし３つの属性を具備した教員の養成に注力するに至っている。 

本学の目的と、教育指導者とりわけ学校教員の養成という独自の使命を帯びた本学部の

人材育成に関する目的は、学校教育法第 83 条に規定された「大学は、学術の中心とし

て、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用能

力を展開させることを目的とする」に対応するものである。 

 

 

観点1-1-②【大学院課程】  研究科等の目的（専攻等の目的を含む。）が、研究科規則等

に明確に定められ、その目的が、学校教育法第 99 条に規定された、大学院一

般に求められる目的に適合しているか。  

 

【観点に係る状況】  

本学大学院では、静岡大学大学院規則第１条に大学院の目的を定め【資料 1-1-3】、ま

た、第三期中期目標・計画において、教育に関する基本的目標として、「高度な専門性と
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国際性を有し、チャレンジ精神にあふれ、理工系イノベーションや地域の諸課題に取り組

むことができる人材を育成する」「文理融合を含む専門分野を越えた教育、学生が主体

的・能動的に学習する質の高い教育及び教育の国際化を推進する」ことを掲げている。  

この目標達成のため、具体的な教育目標として、大学院では「人材養成像を明確にし、

それぞれの目的に適合したコースワークを中核とする体系的な教育課程の編成の下で、文理

融合を含む専門  分野を越えた教育及び教育の国際化を推し進め、高度な専門性と社会性を備

えた理工系人材、地域の求める人材、グローバル人材」の育成を定めている。  

教育学研究科（以下「本研究科」という。）では、以上の本学大学院の基本的目標及び

目的を踏まえ、静岡大学大学院教育学研究科規則第２条【資料 1-1-4】に、学校教育研究

専攻においては、「教育に関する高度な専門的力量及び見識を備えた学校教員並びに教育

事業従事者の育成」を目的としている。また、共同教科開発学専攻においては、「教科開

発学の究明を通じて、教科内容の構成原理を明らかにし、教科教育の開発及び教育環境の

創造、更に、高等教育機関において、高度な資質をもった教員の養成をするために必要な

能力の育成」を目的とする。さらに、教育実践高度化専攻においては、「総合的な実践的

指導力のある新人学校教員及び中核的中堅学校教員の養成」を目的として定めている。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

本学は第三期中期目標・計画において、教育に関する基本的目標として「幅広く深い教

養と専門知識をもち、国際社会に通用し得る課題探究能力と問題解決能力、人間性豊かで

チャレンジ精神に満ちた人材の育成」を定めている。  

本研究科では、それらの基本的目標を踏まえて、修士課程、博士課程、専門職学位課程

ごとに目的を定めている。  

本学大学院の目的、使命及び本研究科の目的と理念は、学校教育法第 99 条に規定され

た「大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性

が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の発展に寄与する

ことを目的とする」に対応するものである。 

 

【資料1‐1‐3】 静岡大学大学院規則に掲載された目的の該当箇所（出典：学生便覧）  

 

静岡大学大学院規則  

昭和 39 年 4 月 27 日 制定  

平成 29 年 12 月 20 日   最終改正  

第１章  総則  

（大学院の目的）  

第１条  静岡大学大学院 (以下「大学院」という。)は、学術の理論及び応用を教授研究し、

その深奥を究めて、文化の進展に寄与することを目的とする。  

２  大学院は、研究科等又は専攻ごとに、人材の育成に関する目的その他の教育研究上

の目的を研究科規則等に定め、公表するものとする。  

（以下省略）  
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【資料1‐1‐4】 静岡大学大学院教育学研究科規則に掲載された研究科の目的の該当箇所  

（出典：学生便覧）  

 

（２）優れた点及び改善を要する点  

 

本学部は、「豊かな人間性と幅広い教養を基礎とする実践的指導力を備えた教育従事

者」「社会教育・企業内教育等の分野で活躍することのできる広い視野と多彩な技能・技

術を有する人材」「今日的かつ学際的な専門性を持ち、幅広い職種・分野の第一線で指導

的役割を果たしうる人材」の育成を目的としてきた。また、平成28年度からは、「豊かな

人間性と幅広く深い教養」を基礎とした「子どもをよく理解し、教科指導等の分野におい

て高い専門性と実践的な指導力を備えた教員、教育の現代的課題に対応することができる

教員、教職生活全般を通じて学び続けることができる教員」の育成を目的としている。 

また、本研究科の学校教育研究専攻においては、「教育に関する高度な専門的力量及び

見識を備えた学校教員並びに教育事業従事者の育成」を、共同教科開発学専攻において

は、「教科開発学の究明を通じて、教科内容の構成原理を明らかにし、教科教育の開発及

び教育環境の創造、更に、高等教育機関において、高度な資質をもった教員の養成をする

ために必要な能力の育成」を目的としている。さらに、教育実践高度化専攻においては、

「総合的な実践的指導力のある新人学校教員及び中核的中堅学校教員の養成」を目的とし

ている。  

このような本学部及び本研究科の目的（理念）に関して、教職員や学生、一般の方々の

認知状況を把握し、認知度が低い場合には周知に向けた対策を講ずる必要がある。  

 

静岡大学大学院教育学研究科規則  

昭和 56 年 4 月 15 日  制定  

平成 29 年 4 月 1 日  最終改正  

（趣旨）  

第１条  静岡大学大学院規則（以下「大学院規則」という。）第９条の４及び第 11 条第

３項の規定に基づく教育学研究科 (以下「研究科」という。 )に設ける各専攻の授業科

目、単位数及び履修方法等については、この規則の定めるところによる。  

〔中略〕  

(目的 ) 

第２条  学校教育研究専攻においては、教育に関する高度な専門的力量及び見識を備え

た学校教員並びに教育事業従事者の育成を目的とする。  

２  共同教科開発学専攻においては、教科開発学の究明を通じて、教科内容の構成原理

を明らかにし、教科教育の開発及び教育環境の創造、更に、高等教育機関において、

高度な資質をもった教員の養成をするために必要な能力の育成を目的とする。  

３  教育実践高度化専攻においては、総合的な実践的指導力のある新人学校教員及び中

核的中堅学校教員の養成を目的とする。  

（以下省略）  
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基準２ 組織構成 

 

（１）観点ごとの分析  

 

観点2-1-①【学士課程】  学科の構成（学科以外の基本的組織を設置している場合には、

その構成）が、学士課程における教育研究の目的を達成する上で適切なもの

となっているか。 

 

【観点に係る状況】  

本学部の組織は【資料 2-1-1】のとおりである。教育者としての知識と実践的指導力を

育成するために学校教育教員養成課程を置き、教育実習及び授業・生徒指導に関わる研鑽

の場としての７つの附属学校園、附属教育実践総合センター等との連携の下、学生指導に

当たっている。様々な分野で指導的役割を果たすことのできる人材を育成するため、教員

免許を卒業要件としない生涯教育課程、総合科学教育課程、芸術文化課程（これら３課程

を「新課程」と称す。）を設置し、多彩な人材育成を行ってきた。平成28年度には「新課

程」の学生募集を停止し、以後は学校教育教員養成課程のみの構成としている。  

 

【資料2-1-1】 教育学部の組織図(出典：総務係資料) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

教員免許状の取得を課す

教員免許状の取得を課さない

教
育
学
部

学校教育教員養成課程

発達教育学専攻(３専修)

特別支援専攻

教科教育学専攻（１０専修）

生涯教育課程
生涯スポーツ専攻

国際理解教育専攻

総合科学教育課程
総合科学専攻

消費生活科学専攻

芸術文化課程

音楽文化専攻

美術・デザイン専攻

書文化専攻

附属教育実践総合センター

附属学校園

特別支援学校

自然観察実習地

浜松小学校

島田中学校

幼稚園

静岡小学校

浜松小学校

静岡中学校

浜松中学校
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【分析結果とその根拠理由】  

本学部では、「豊かな人間性と幅広い教養を基礎とする実践的指導力を備えた教育従事

者」「社会教育・企業内教育等の分野で活躍することのできる広い視野と多彩な技能・技

術を有する人材」「今日的かつ学際的な専門性を持ち、幅広い職種・分野の第一線で指導

的役割を果たしうる人材」の育成を目的としている。教員養成課程に加えて３つのゼロ免

課程（生涯教育課程・総合科学教育課程・芸術文化課程）を設けることにより、これらの

人材育成に対応した組織を構成してきた。しかし、国立教員養成大学・学部に関する政策

に従い、平成 28年度からは、学校教育教員養成課程のみの構成とし、「豊かな人間性と幅

広く深い教養」を基礎とした「子どもをよく理解し、教科指導等の分野において高い専門

性と実践的な指導力を備えた教員、教育の現代的課題に対応することができる教員、教職

生活全般を通じて学び続けることができる教員」の育成に注力することとした。  

 

 

観点2-1-②【大学院課程】  専攻の構成（専攻以外の基本的組織を設置している場合に

は、その構成）が、大学院課程における教育研究の目的を達成する上で適切

なものとなっているか。  

 

【観点に係る状況】  

高度な専門的力量を持つ学校教員や教育事業従事者の育成を達成するために、本研究科

は学校教育に関するすべての学問分野を網羅できるように、３つの専攻を設けている【資

料2-1-2】。 

学校教育研究専攻（修士課程）に 11 の専修を、共同教科開発学専攻（博士課程）には

４つの分野を、教育実践高度化専攻（教職大学院）では４つの領域を設けている。  

さらに、授業や生徒指導に関わる研究の場として教育学部、附属教育実践総合センタ

ー、７つの附属学校園、自然観察実習地を擁している。教育学研究科と教育学部、附属学

校園との関係は【資料 2-1-3】のとおりである。  
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【資料 2-1-2】 教育学研究科に設置している専攻（出典：総務係資料）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】  

本研究科では、学校教育研究専攻においては、「教育に関する高度な専門的力量及び見

識を備えた学校教員並びに教育事業従事者の育成」を目的としている。また、共同教科開

発学専攻においては、「教科開発学の究明を通じて、教科内容の構成原理を明らかにし、

教科教育の開発及び教育環境の創造、更に、高等教育機関において、高度な資質をもった

教員の養成をするために必要な能力の育成」を目的としている。さらに、教育実践高度化

専攻においては、「総合的な実践的指導力のある新人学校教員及び中核的中堅学校教員の

養成」を目的としている。この目的に沿った各専攻の専修や分野、領域で構成されてお

り、さらに教育学部や附属教育実践総合センター、自然観察実習地と連携することによ

り、目的に掲げる人材の育成に対応した組織となっている。このほか、単独の施設や専任

教職員は置かないものの、教育学研究科における諸々の使命に応えるために、教員養成・

研修高度化推進センター、学習科学研究教育センター、教科学研究開発センターを設け

て、共同の事業や研究にあたっている。  

  

教
育
学
研
究
科

学校教育研究専攻（修士課程）

発達教育学専修

国語教育専修

社会科教育専修

数学教育専修

理科教育専修

音楽教育専修

美術教育専修

保健体育教育専修

技術教育専修

家政教育専修

教育方法開発領域

浜松小学校

学校組織開発領域

英語教育専修

教育環境学分野

人文社会系教科学分野

自然系教科学分野

創造系教科分野

共同教科開発学専攻

（後期３年のみの博士課程）

教育実践高度化専攻

（専門職学位課程）

特別支援教育領域

生徒指導支援領域
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【資料2-1-3】 教育学研究科と教育学部・附属学校園等との関係（出典：総務係資料）  

修士課程

学校教育研究専攻

専門職学位課程

教育実践高度化専攻

後期３年博士課程

共同教科開発学専攻

学校教育教員養成課程

生涯教育課程

総合科学教育課程

芸術文化課程

教育実践総合センター

自然観察実習地

附属静岡中学校

附属浜松中学校

附属島田中学校

附属特別支援学校

附属静岡小学校

附属浜松小学校

附属幼稚園

教育学研究科

教育学部

附属学校園

 

 

観点2-1-③【学士課程・大学院課程】  附属施設、センター等が、教育研究の目的を達成

する上で適切なものとなっているか。  

 

【観点に係る状況】  

附属教育実践総合センターは、本学部の地域連携を窓口として、教育現場との協働によ

る研究や研修、学校教職員向けの公開講座、県内連携協力校との関係の進展、教育委員会

との連携協力事業、学生アシスタント、ボランティアの学校派遣、実践参画的な学びの実

現などを行っている。７校園からなる附属学校園は、大学・教育学部及び地域の教育界・

産業界等と連携・協力し、先導的・実験的な教育研究に取り組むことを通して、より資質の

高い教員の養成に貢献するとともに、地域のニーズに基づく人材養成に取り組み、地域の教

育のモデル校としての役割を果たしている。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

教育実践総合センターは、教育関連諸機関と連携し、学習活動及び学校外活動を含む生

活行動の指導等の教育実践並びに教育相談に関する研究、教育及び研修に資することを目

的としている。センターは、２名の専任教員とセンター長、非常勤事務補佐員、客員教授

から成っており、各講座から選出された企画実施委員と協力して運営している。後述の基

準12 にあるように、教育現場との協働による研究や研修、地域連携、地域貢献など本学

部の教育研究を達成するうえで重要な役割を担っている。  
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観点2-2-①【学士課程・大学院課程】  教授会・学科会等が、教育活動に係る重要事項を

審議するための必要な活動を行っているか。また、教育課程や教育方法等を

検討する教務委員会等の組織が、適切に構成されており、必要な活動を行っ

ているか。 

 

【観点に係る状況】  

「教授会規則」【別添資料2-1】に則り、教育に関する事項、学生の支援及び身分に関

する事項、教員の人事に関する事項、その他の教育活動に関する必要事項等を審議する組

織として、教授会を設置している。教授会構成員は、本学部に所属する教授、准教授、講

師、助教である。教授会は、毎月（８月を除く）１～２回程度開催し、所要時間は２～３

時間程度である。審議内容は【別添資料 2-2】に例示したとおりである。  

教育課程や教育方法を検討する学部組織として、６名の委員で構成される教務・入試委

員会を設置している。委員会の中で、教務に関する事項を統括するのは、教授会選出の教

務委員長である。教育課程や教育方法に関する事項、学生の異動、単位認定、卒業認定、

非常勤講師採用計画、授業日程、時間割、シラバス等に関する検討を行った。  

「教育学研究科委員会規則」【別添資料 2-3】に則り、研究科における教育に関する事

項、学生の支援及び身分に関する事項、教員の人事に関する事項、その他の教育活動に関

する必要事項等を審議する組織として、教育学研究科委員会（以下「研究科委員会とい

う。」）を設置し運営してきた。研究科委員会の構成員は、本学部に所属する研究科担当

の教授及び准教授（さらには講師及び助教で研究科担当を認められた者）である。研究科

委員会は、本学部教授会に引き続いて開催し、所要時間は 30 分程度である。審議内容は

【別添資料2-4】に例示したとおりである。  

研究科における教育課程や教育方法等を検討する委員会として、教育学研究科小委員会

（以下「研究科小委員会」という。）を設置している。研究科小委員会は、委員長（研究

科長）、副委員長（研究科委員会選出）及び 11 名の委員（各専攻から選出）で構成し、

委員の中から数名を教務担当に当てている。教員人事、学生の異動、単位認定や修了認

定、規則改正、入試等に関する事項を検討している。 

なお、平成27年度からは、静岡大学学術院の発足に伴う教員所属組織（領域）と教育研

究組織（学部・研究科）との分離がなされ、上記の「教授会」は「（教育）学部教授

会」、「研究科委員会」は「（教育学）研究科教授会」に改められるとともに、専任教員

人事等を審議する「（教育学）領域会議」が新設された。通常は、８月を除く毎月の第２

木曜日午後に、「教育学領域会議」→「教育学部教授会」→「教育学研究科教授会」の順

で連続して開催されるようになり、現在に至っている。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

（学部）教授会は、教育活動に関わる重要事項を審議するために、必要な活動を行って

いる。教育に関する事項、学生の支援及び身分に関する事項、教員の人事に関する事項、

その他の教育活動に関する必要事項等を審議している。  

教務・入試委員会を設置して教務委員長を置くことで、本学部の教育課程や教育方法に

関する必要事項を検討するための適切な体制を整えている。教務・入試委員会は、教育課
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程や教育方法を検討する学部組織であり、委員会の中で教務に関する事項を統括するの

は、教授会選出の教務委員長である。教務・入試委員会では、教育課程や教育方法に関す

る事項、学生の異動、単位認定、卒業認定、非常勤講師採用計画、授業日程、時間割、シ

ラバス等に関する検討を行っている。  

研究科委員会（研究科教授会）は、本研究科の教育活動に関わる重要事項を審議するた

めに、必要な活動を行っている。  

研究科小委員会を置くことで、本研究科の教育課程や教育方法に関する必要事項を検討

するための適切な体制を整えている。  

 

（２）優れた点及び改善を要する点  

 

本学部は、小学校２校、中学校３校、特別支援学校１校、幼稚園１校からなる７つの附

属学校園と、附属教育実践総合センター及び自然観察実習地を擁しており、教員養成に関

わる実践的指導力を育成するための環境が十分に整っている。  

本研究科は、学校教育に関するすべての学問分野を網羅できるように、３つの専攻を設

置しており、教育に関する高度な専門的力量と見識を備えた学校教員及び教育事業従事者

を育成するための環境が十分に整っている。  

本学部に関しては改善を要する点は特にないが、本研究科については、国立教員養成学

部・大学院に関する政策の方針に応じながら、修士課程に分有されてきた教員養成機能を

教職大学院に集中させる等の課題が議論され、改組に向かっている。 

また、教育実践総合センターでは、これまで担ってきた任務を整理し直し、他の組織・

人員と連携・協働しながら複合的・重層的にミッションを実現していく学部全体の連携体

制を構築するとともに、他学部を含めた全学教職体制にも貢献するべく、組織体制の見直

しをいっそうすすめる必要がある。  
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基準３ 教員及び支援者等 

 

（１）観点ごとの分析  

 

観点3-1-①【学士課程・大学院課程】  教員の役割分担が明確化され、他組織等との組織

的な連携体制が整備され、教育研究に係る責任の所在が明確にされた教員組

織編制がなされているか。 

 

【観点に係る状況】  

学部（学士課程）の専任教員は、学校教育に関係する 11 の専門分野からなる講座又は

附属教育実践総合センターのいずれかに所属している。また、専任教員として大学院教育

学研究科の学校教育研究専攻、共同教科開発学専攻の教育研究に従事している。教育実践

高度化専攻については、独立した専攻として専任教員が所属し、教育や運営に携わってい

る。教員組織としての講座やセンター等とは別に、各専攻・専修ごとに「教室」を置き、

多様な授業科目の運営について明確な責任を負うことのできる体制をとっている。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

教員組織として、講座等の他に各専攻・専修に教室を置くことで、学生教育に対する責

任の所在を明確にしている。  

 

 

観点3-1-②【学士課程】  学士課程において、教育活動を展開するために必要な教員が確

保されているか。また、教育上主要と認める授業科目には、専任の教授又は

准教授を配置しているか。 

 

【観点に係る状況】  

本学部の教育活動（カリキュラム）は、教育目的を達成するために構成されている。教

員が担当する授業科目の大部分は、各自の研究内容に関係するものであり、教員の教育内

容と研究活動とは関連している。  

平成29 年５月１日現在、専任教員数は 111名（うち教授 59名、53.1％）であり、学生収

容定員（平成28年度から31年度にかけて、1,600 名から1,200名に向けて減員中）に対し

て適正な専任教員数を確保している。配置は【資料 3-1-1】のとおりである。また、教育

上主要となる科目は、専任の教授又は准教授が担当しており、専任教員が担当困難な一部

の科目について非常勤講師の協力を得ている。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

本学部の教員の研究活動と教育内容と密接に関連しており、それぞれが研究活動で得た

知識や知見を教育に反映させ、本学部の教育目的の達成に貢献し、教育活動の基盤となっ

ている。  

本学部の教育課程を遂行する上で必要な人員は確保されており、学生に対して十分な指
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導を行うことが可能である。各課程とも、大学設置基準に定める教員数及び教授数を適正

に満たしている。平成29年度における専任教員１名当たりの学生数は 12名弱である。  

また、大学設置基準等に準拠しながらも、効果的なカリキュラムを遂行するため、専任

教員に加えて客員教員や非常勤講師を任用することにより、必要な教員数を確保してい

る。教育上主要と認める授業科目には、専任の教授又は准教授、講師、助教を配置してい

る。 

全体として、教育活動を展開するための必要な教員が確保されていると言える。ただ

し、教員数の削減により、教員が定年退職したり他大学へ異動したりした際に、後任の教

員を速やかに補充できない事態が生じており、対策が必要である。  

 

【資料3-1-1】 専任教員の配置（平成29年5月1日現在・出典：総務係資料）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ）は内数で女性教員数、〔  〕は内数で外国人教員数  

  

講座  

職位  

計  

教授  准教授  講師  助教  

国語教育  5（2） 2（2） 1 0 8（4） 

社会科教育  5（3） 6 0 0 11（3） 

数学教育  4 2 1 0 7 

理科教育  8 3 2 0 13 

音楽教育  3 2 1（1） 1（1） 7（2） 

美術教育  4 2（1） 0 1 7（1） 

保健体育  8（1） 4（1） 3（1） 0 15（3） 

技術教育  3 3 1 0 7 

家政教育  5（4） 2（2） 0 0 7（6） 

英語教育  5（1） 3〔1〕 0 0 8（1）〔1〕 

学校教育  9（2） 10（4）〔1〕 0 0 19（6）〔1〕 

教育実践総合センター  0 2 0 0 2 

合計  59（13） 41（10）〔2〕 9（2） 2（1） 
111（26）

〔2〕 
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観点3-1-③【大学院課程】  大学院課程において、教育活動を展開するために必要な教員

が確保されているか。 

 

【観点に係る状況】  

教員は、大学院設置時の学校法人審議会による資格審査、又は学年進行による完成後の

研究科で行われた人事に関する審査を経て、研究科の教育指導を担当することができる。

平成29年５月１日現在の研究指導教員及び研究指導補助教員の人数は【資料 3-1-2】のと

おりである。  

本研究科の教育活動（カリキュラム）は、教育目的を達成するために構成されている。  

教員が担当する授業科目の大部分は、各自の研究内容に関係するものであり、教員の教

育内容と研究活動とは関連している。  

 

【資料3-1-2】 研究指導・研究指導補助教員数（平成 29 年5 月1 日現在）  

学校教育研究専攻（修士課程）  

共同教科開発学専攻（博士課程）  

 

学校教育研究専攻（修士課程）    

専修  研究指導教員数  研究指導補助教員数  

学校教育  １３ ５ 

国語教育  ８ ０ 

社会科教育  １０ １ 

数学教育  ５ ２ 

理科教育  １２ １ 

音楽教育  ６ １ 

美術教育  ７ ０ 

保健体育  １２ ３ 

技術教育  ６ １ 

家政教育  ６ １ 

英語教育  ７ １ 

合計  ９２ １６ 
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【分析結果とその根拠理由】  

本研究科の教員の研究活動と教育内容と密接に関連しており、それぞれが研究活動で得

た知識や知見を教育に反映させ、本研究科の教育目的の達成に貢献している。  

本研究科の教育課程を遂行する上で必要な教員は確保されており、学生に対して十分な

教育研究指導を行うことが可能である。  

全体として、適正な研究指導教員及び研究指導補充教員が確保されている。ただし、教

員数の削減により、教員が定年退職したり他大学へ異動したりした際に、後任の教員を速

やかに補充できない事態が生じており、対策が必要である。  

 

 

観点3-1-④【学士課程・大学院課程】  学部・研究科等の目的に応じて、教員組織の活動

をより活性化するための適切な措置が講じられているか。  

 

【観点に係る状況】  

本学部では、教育の目的に応じて教員組織の活動をより活発化するため、次の点に配慮

している。  

まず、本学部の特徴として、教育実践総合センターの教員に教育現場の第一線で活躍し

ている現職教員又は現場経験者１名を、大学教員として迎えている。現在、静岡県教育委

員会、静岡市教育委員会と人事交流協定を締結し、教育現場での豊かな指導経験をもつ教

員１名を３年任期で継続的に受け入れている。  

一方、本研究科は学部の本務教員が学内兼務している場合が大半であるため、教員組織

の活動を活性化するための措置については、学部と連動している。  

本学部では年齢構成も配慮しており、平成 29 年５月１日現在の専任教員の年齢構成を

【資料3-1-3】に、職位と男女構成比を【資料 3-1-4】に示してある。年齢層は 55～59歳が

最も多く、25～34歳が少ないが、30歳代後半以上の年齢構成のバランスは概ね保たれてい

る。准教授は 35～49 歳が多く、教授は45 歳以上に集中している。 

全教員に占める教授は 53.2％、准教授は36.9％、講師・助教は9.9％である。  

また、女性教員の比率は23.4％であり、５年前（19.5％）よりは向上したものの、高い

とは言えない【資料3-1-4】。 

同じく本研究科でも年齢構成も配慮しており、平成 29 年５月１日現在の専任教員の年

齢構成を【資料3-1-5】に、職位と男女構成比を【資料 3-1-6】に示してある。年齢層は 55

～59 歳が最も多く、25～34 歳が少ないが、30歳代後半以上の年齢構成のバランスは概ね

保たれている。  

全教員に占める女性教員の比率は 22.8％と低く、向上が課題となっている。 

本学部及び本研究科における教員の採用人事は、公募制を原則としている。  

共同教科開発学専攻（博士課程）  

研究指導教員

数  

研究指導補助教員

数  

１１ ７ 



  教育学部・教育学研究科 基準３ 

- 17 - 

 

 

【分析結果とその根拠理由】  

本学部の目的を達成するために必要な教員のバランスよい確保については、各講座の意

向を尊重した上で、組織審査委員会（平成27年度からは教員選考会議）及び領域会議の議

を経て決定しており、適切な任用がなされている。ただし、教員数の削減により、教員が

定年退職したり他大学へ異動したりした際に、後任の教員を速やかに補充できない事態が

生じており、対策が必要である。  

また、本研究科の目的を達成するために必要な教員のバランスよい確保については、各

専攻の意向を尊重した上で、組織審査委員会（平成27年度からは教員選考会議）及び領域

会議、研究科教授会の議を経て決定しており、適切な任用がなされている。  

 

【資料3－1－3】教育学部 専任教員の年齢分布（平成 29 年5 月1 日現在）  

年齢／職位  教授  准教授  講師・助教  教授分布  准教授分布  講師・助教分布  

25～29 歳  0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 

30～34 歳  0 1 6 0.0% 0.9% 5.4% 

35～39 歳  0 14 4 0.0% 12.6% 3.6% 

40～44 歳  0 11 0 0.0% 9.9% 0.0% 

45～49 歳  11 13 1 9.9% 11.7% 0.9% 

50～54 歳  14 2 0 12.6% 1.8% 0.0% 

55～59 歳  22 0 0 19.8% 0.0% 0.0% 

60～64 歳  12 0 0 10.8% 0.0% 0.0% 

合計  59 41 11 53.2% 36.9% 9.9% 

 

 

【資料3-1-4】 教育学部 専任教員の職位ごとの男女構成比（平成 29 年5 月1 日現在）  

 

職位／性別  男性  女性  男性比率  女性比率  

教授 (59) 46 13 41.4% 11.7% 

准教授 (41) 31 10 27.9% 9.0% 

講師・助教 (11) 8 3 7.2% 2.7% 

合計  85 26 76.6% 23.4% 
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【資料3-1-5】 教育学研究科 専任教員の年齢分布（平成 29 年5 月1 日現在）  

学校教育研究専攻（修士課程）  

共同教科開発学専攻（博士課程）  

 

学校教育研究専攻（修士課程）      

年齢／職位  教授  准教授  講師  教授分布  准教授分布  講師分布  

30～34 歳  0 1 4 0.0% 0.9% 3.6% 

35～39 歳  0 14 4 0.0% 12.9% 3.6% 

40～44 歳  0 11 0 0.0% 10.1% 0.9% 

45～49 歳  11 13 1 10.0% 12.0% 0.0% 

50～54 歳  14 2 0 12.9% 1.8% 0.0% 

55～59 歳  22 0 0 20.2% 0.0% 0.0% 

60～64 歳  12 0 0 11.1% 0.0% 0.0% 

合計  59 41 9 54.2% 37.7% 8.1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

共同教科開発学専攻（博士課程）  

年齢／職位  教授  分布率  

30～34 歳  0 0.0% 

35～39 歳  0 0.0% 

40～44 歳  0 0.0% 

45～49 歳  1 10.0% 

50～54 歳  0 0.0% 

55～59 歳  6 60.0% 

60～64 歳  3 30.0% 

合計  10 100.0% 
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【資料3-1-6】 教育学研究科 専任教員の職位ごとの男女構成比（平成 29 年5 月1 日現

在） 

学校教育研究専攻（修士課程）  

共同教科開発学専攻（博士課程）  

学校教育研究専攻（修士課程）     

職位／性別  男性  女性  男性比率  女性比率  

教授 (59) 46 13 42.3% 11.9% 

准教授 (41) 32 9 29.4% 8.2% 

講師 (9) 6 3 5.5% 2.7% 

合計  84 25 77.2% 22.8% 

 

共同教科開発学専攻（博士課程）     

職位／性別  男性  女性  男性比率  女性比率  

教授 (10) 9 1 90.0% 10.0% 

 

 

観点3-2-①【学士課程・大学院課程】  教員の採用基準や昇格基準等が明確に定められ、

適切に運用がなされているか。特に、学士課程においては、教育上の指導能

力の評価、また大学院課程においては、教育研究上の指導能力の評価が行わ

れているか。 

 

【観点に係る状況】  

教員採用及び昇格は、静岡大学教員資格審査基準【別添資料 3-1】に定められた基準に

基づいて行っている。採用に当たっては、書面による研究業績の提出に加えて、候補者に

対するヒアリングや模擬授業の実施等により、教育上の指導能力についても評価してい

る。 

 

【分析結果とその根拠理由】  

教員の採用や昇格に関する基準は明確に定められており、運用に当たっては、 11 の講

座を専門性から３群に分けた講座群資格審査委員会（あるいは附属教育実践総合センター

や研究科教育実践高度化専攻の各人事会：採用候補者資格審査・順位決定）、組織審査委

員会・教員選考会議（採用候補者決定）及び教授会・領域会議（採用承認）の議を経て行

っている。  

 

 

観点3-2-② 教員の教育及び研究活動等に関する評価が継続的に行われているか。また、
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その結果把握された事項に対して適切な取組がなされているか。  

 

【観点に係る状況】  

本学部に関しては、ファカルティ・ディベロップメント（ FD）委員会を設置し、大学教

育センターの「教育開発・評価（ FD）部門」と連携して、教育内容・方法の改善を推進す

る体制を整えている。委員長と委員１名は全学 FD 委員会委員も兼任している。全学 FD委

員会が所掌する授業アンケートを毎学期、実施している【別添資料 3-2】。アンケートの

統計処理結果である『授業カルテ』と学生の自由記述欄のコピーを教員に返却し、教員は

報告書（『アンケート結果に応えて』）を作成して、学生に回答する体制を取っている。  

本研究科に関しては、研究科小委員会委員の中から、評価担当委員２名を選出してい

る。うち１名を大学院 FD 担当として学部 FD委員兼任とし、学部FD委員会や大学教育セン

ターの「教育開発・評価（ FD）部門」と連携して、教育内容・方法の改善に向けた推進体

制を整えている。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

学部では、ホームページに「学生による授業評価アンケート結果に応えて」のページを

設けている。その報告内容からも、平均して、ある程度の満足度の高さが窺える。定期的

な授業評価の実施と、評価結果に基づく教員の授業改善努力により、平均値も高い水準を

保っている。 

 

 

観点3-3-①【学士課程・大学院課程】  教育活動を展開するために必要な事務職員、技術

職員等の教育支援者が適切に配置されているか。また、ＴＡ等の教育補助者

の活用が図られているか。 

 

【観点に係る状況】  

本学部の事務組織は【別添資料 3-3】、事務職員数は【資料3-3-1】のとおりである。教

育課程の展開を支援しているのは、主として学務係の事務職員である。履修関係、教育実

習関係、介護等体験関係、免許・資格関係、施設・設備関係、学生支援関係等の業務を、

常勤職員５名と非常勤 (パート )職員５名で分掌している。  

教務・技術職員数は【資料3-3-2】のとおりであり、理科や自然観察実習地等の実験・

実習科目などを支援している。  

平成29年度のティーチング・アシスタント（ TA）任用状況は【資料 3-3-3】のとおりで

ある。修士課程の学生が、主に実験・実習や演習の補助を行っており、任用数は 71名、授

業時間数は2,313時間である。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

事務職員や技術職員は限られた人数しか配置されていないが、非常勤 (パート)職員を採

用することにより、教育支援に関する業務に支障を来さないよう適切に措置している。 TA

を実験・実習や演習等に補助者として活用することにより、教育的効果をあげている。  
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【資料3-3-1】 事務職員・教育支援員数（平成 29 年5 月1 日現在：総務係資料）  

職種  人数  

事務職員  10 

教務職員・技術職員  1 

非常勤（パート）職員  18 

       （注 1）技術職員は技術部所属  

       （注 2）非常勤（パート）職員には再雇用職員を含む  

 

 

【資料3-3-2】 教務・技術職員の配置（平成 29 年5 月1 日現在：総務係資料） 

講座  分野  人数  

理科教育  

物理学  1 

地学  1 

生物  1 

理科教育  1 

化学  1 

美術教育  - 1 

技術教育  - 1 

家政教育  - 1 

（注1） 化学、美術教育、技術教育及び家政教育は非常勤  
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【資料3-3-3】 平成29 年度TA 候補者一覧（総務係資料）  

 

  



  教育学部・教育学研究科 基準３ 

- 23 - 

 

（２）優れた点及び改善を要する点  

 

本学部では、学部（学士課程）専任教員が所属する組織として講座及び附属教育実践総

合センターを設けているが、それとは別に各専攻・専修ごとに教室を置き、多様な授業科

目の運営について明確な責任を負うことのできる体制をとっている。教員は、それぞれが

研究活動で得た知識や知見を教育に反映させ、本学部の教育目的の達成に貢献している。  

また、全教員を対象として定期的な授業アンケートを実施し、授業改善に努めている。  

専任教員に占める女性教員の比率が 22～23％と低いため、教員採用に当たっては、女性

教員の採用に留意する必要がある。  
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基準４ 学生の受入れ 

 

（１）観点ごとの分析  

 

観点4-1-①【学士課程・大学院課程】入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が

明確に定められているか。またその方針が、学部・研究科等が掲げる教育の

目的と適合しているか。  

 

【観点に係る状況】  

本学部では、求める学生像として「１．子どもの成長と教育に関心をもち、コミュニケ

ーション能力にすぐれ、基礎的学力をもつ人、２．多様な価値観を認め、自分から積極的

に学ぶことのできる人」の２項目を入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）として

掲げている。  

また、本研究科学校教育研究専攻では、求める学生像として「１．教育と研究に関する

基礎的能力を持つ人、２．教科や発達・学習に関する諸問題を論理的に考察しようとする

人、３．教育経験を省察し、さらに高度な専門的能力、資質を探求しようとする人」の３

項目を入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）として掲げている。共同教科開発学

専攻では、求める学生像として「（本専攻が養成・育成を目指す能力を）習得する意欲が

あり、学位取得後、教科開発学の分野において自立して研究・実践でき、広く教育界に貢

献し、大学教員を志向する人材」を学生受入方針として掲げている。  

 

【資料4-1-1】静岡大学教育学部アドミッション・ポリシー  

育てる人間像  

豊かな人間性と幅広く深い教養を基礎として、子どもをよく理解し、各教科・領域にお

いてわかりやすい授業のできる教員、子どもの全人的成長を助けるために学び続ける教

員を育成します。   

目指す教育  

学校現場と連携しつつ、専門的な授業や体験活動などを通じて、教員としての品格・学

識・実践的な指導力を身につけることができる教育を行います。   

入学を期待する学生像  

教職への志を備え、子どもの成長と教育に高い関心をもち、コミュニケーション能力に

すぐれ、基礎的学力をもつ人の入学を期待します。   

大学入学までに身につけておくべき教科・科目等  

教育学部が行う入学者選抜試験は、受験者が上記の「入学を期待する学生像」を満たす

人であるかどうか、入学後に学習を進めていくために必要な能力を有するかどうかをは

かるものです。志願者は、志望する専攻・専修に課されている大学入試センター試験お

よび個別学力試験の科目について、幅広く学習を進めておく必要があります。科目別試

験ではなく面接試験等が課される場合においても、試験ではかられるのは論理的思考力

や基礎学力などであることから、志願者は幅広く学習を進めておくのがよいでしょう。
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さらに、高校までに学習する全ての教科・科目について、基礎知識を習得しておくこと

が望まれます。  

 

 

【資料4-1-2】静岡大学教育学研究科アドミッション・ポリシー  

○教育学研究科（修士課程：学校教育研究専攻）  

育てる人間像  

教育に関する高度な専門的力量と見識をそなえた学校教員をはじめ、教育関連分野で活

躍する人材を育成します。  

目指す教育  

教科、子ども・学校、又は発達・学習に関する専門的な知識・力量を高め、地域・学校

の教育課題に広い視野から実践的に対応できる人材を養成します。   

入学を期待する学生像  

学校教育研究専攻では，以下のような学生を求めています。   

・教科と研究に関する基礎的能力を持つ人   

・教科や発達・学習に関する諸問題を論理的に考察しようとする人   

・教育経験を省察し、さらに高度な専門的能力、資質を探求しようとする人   

入学に必要とされる資質・能力  

入学者の選抜は、受験者が社会における学校教育の理念や内容を理解しているか、また

効果的な教育実践を行うことが出来る専門的力量を有しているかを判断するために行わ

れます。  

一般入試及び外国人留学生入試では、各専攻分野に関する基礎知識と教育原理や教育心

理学の基礎的な理解および英文の読解力を判断する筆記試験に加え、学問・研究に対す

る態度を判断する口述試験を課しています。  

教員養成自己推薦型入試では、大学院修了後に学校教員となることを目指す優秀な学生

を選抜するもので、一般入試と同様の試験を課しますが、はじめに行う口述試験で、教

職意識の高さと学問・研究に対する態度を判断し、特に優秀と認められた学生は、筆記

試験を免除します。  

また、社会人入試では、各専攻分野に関する基礎知識と教育原理や教育心理学の基礎的

理解を判断する筆記試験に加え、学問・研究に対する態度を判断する口述試験を課して

います。  

教員特別入試では出願書類の審査による基本的資質・能力の判定や、教育原理や教育心

理学の基礎的理解を判断する筆記試験に加え、学問・研究に対する態度を判断する口述

試験を課しています  。   

○教育学研究科（共同教科開発学専攻）  

 共同教科開発学専攻は、愛知教育大学と静岡大学が共同して教育課程を構成している

後期３年のみの博士課程です。本共同専攻では、子どもたちを取り巻く環境を視野に入

れ、教科との関わりの中で学校教育が抱える複雑化、多様化した諸課題に対応した教育

及び研究を行っています。  
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  本共同専攻は、教科開発学について高度で専門的な教育及び研究を行うことで、次の

ような能力を持つ者の育成を目指しています。  

   ◎教育事象の因果関係を把握し、教科との関わりの中で学校教育が抱える諸問題  

    に対応した研究を自立して遂行できる能力  

◎学術的及び専門的知見を教科内容として構成し、教育論、教科内容の構成原理

や教育方法、教材を開発する能力  

◎学校教育の実践を理論化し、その理論を実践に活かす能力  

 本共同専攻では、大学院修士課程又は専門職学位課程や教育現場等で培った十分な学

力、研究力、実践力に加え、新たな学問分野に挑戦する意欲を有し、博士の学位取得

後、教科開発学の分野において自立して研究と実践を行い、大学教員をはじめとした研

究者として、広く教育界に貢献する意志がある者を求めています。   

 

【分析結果とその根拠理由】  

入学者受入方針については、 1-1-①で述べたように、本学部が掲げる目的と適合してい

る。入学者受入方針を学部案内や学生募集要項等の刊行物、さらにホームページ等にも掲

載している。また、1-1-②でも述べたように、本研究科が掲げる目的も適合しており、入

学者受入方針を研究科の学生募集要項やホームページ等に掲載している。  

 

 

観点4-1-②【学士課程・大学院課程】  入学者受入方針に沿って、適切な学生の受入方法

が採用されており、実質的に機能しているか。  

 

【観点に係る状況】  

本学部の入学者選抜では、【資料4-1-3】のとおり、一般入試（前期日程・後期日

程）、推薦入試を行っている。一般入試では、専攻・専修の特性を考慮して、試験科目等

を個別に設定したり、前期日程と後期日程でセンター試験と個別学力検査等の配点を変更

したりして、きめ細やかな対応を行っている。推薦入試では、高等学校から推薦された生

徒を対象として、センター試験と面接や実技、又はセンター試験を課さずに小論文や面接

による選抜を行っている。なお、学校教員になろうとする強い意欲を持つ学生を選抜する

ために、推薦入試で教員養成特別枠 10 名を設けている。  
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【資料4-1-3】学部一般入試・特別入試の学生募集・選抜状況（平成 30年度学生募集要項） 

 

一般入試              特別入試  
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研究科（学校教育研究専攻）では、志望者の多様なニーズに対応するため、【資料 4-1-

4】のとおり一般選抜、社会人入試、教員特別入試を年２回（第１次募集で定員が充足し

た専修等はその１回限り）実施している。また、愛知教育大学教育系共同大学院として共

同設置した共同教科開発学専攻（後期３年のみの博士課程）では、外国語（英語）、小論

文、口述試験の結果を総合し、入学者を選抜し受け入れている。【資料 4-1-5】 

 

【資料4-1-4】修士課程入学者選抜の種類と検査科目（出典：学生募集要項）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学校教育研究専攻

選抜の種類 受験者の区分 検査科目

一般選抜 一般受験生

学力検査として｢共通試験科目｣（①「英語」と｢②教育原理及び教
育心理学Ａ（あるいは小論文Ａ又は小論文Ｂ）｣、「専修に関する科
目」及び「口述試験」を課す。
ただし、理科教育専修総合環境科学分野及び技術教育専修情報
教育分野を志望する者は、「教育原理及び教育心理学A」に加え
て「小論文A」を受験する。
また、出願資格（３）に該当する者は、出願時に願い出ることにより
「小論文Ｂ」を受験することができる。

社会人入試
公務員、会社員、現職教員等の社会人で、２年以上の経
験をのある者（現職教員には保育所勤務の保育士を含
む。）

学力検査として「小論文Ｂ」、｢専修に関する科目」及び「口述試
験」を課す。

県教育委員会派遣現職教員等（注３）

学校の常勤職員として３年（非常勤の場合累積３年）以上
の教職経験がある者（現職、退職を問わない）（注１）（注
４）

（注２）　現職教員等
　　　　　現職教員であって教員特別入試に該当しない者は、原則として社会人入試によって受験する。ただし、一般入試によって
　　　　　受験することもできる。

教員特別入試

（注４）　学校の常勤職員
　　　　　ここでいう学校とは、学校教育法第１条に定める学校、すなわち、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、
　　　　　特別支援学校、大学及び高等専門学校をいう。

（注１）　経験年数
　　　　　経験年月数は、平成２５年４月１日現在で算出し、それ以前に退職する予定の教員は退職予定日とする。（経験年月数の
　　　　　端数が１ヶ月未満の場合は、１ヶ月に算入しない。）なお、休職期間は経験年月数に算入しない。

（注２）　県教育委員会派遣現職教員等
　　　　　現職教員及び教育関係諸機関に在籍している者で、都道府県教育委員会及び指定都市教育委員会から派遣された者。

学力検査として「小論文B」、「口述試験(教職実践・研究業績審査
を含む。)を課す。
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【資料4-1-5】博士課程入学者選抜方法を掲載した学生募集要項の該当箇所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】  

入学者受入方針に沿った学生を受け入れるため、各専攻・専修ごとに多様できめ細かな

選抜を実施しており、本学部が求める学生を見出す工夫を適切に講じている。  

また、研究科では、入学者受入方針に沿った学生を受け入れるため、受験者の区分に合

わせた検査科目を科して選抜を実施しており、本研究科が求める学生を見出す工夫を適切

に講じている。  

 

 

観点4-1-③【学士課程・大学院課程】  入学者選抜が適切な実施体制により、公正に実施

されているか。 

 

【観点に係る状況】  

本学部の入学者選抜は、教務・入試委員会の入試委員長・副委員長（教授会選出者）

と、他の委員４名の計６名を中心として実施している。準備段階では、出題委員や点検委

員が複数回の確認作業を行い、出題ミス等がないように十分チェックをしている。試験当

日の実施組織としては、試験実施本部を設置し、突発的な出来事にも対処できるような体

制を組んで臨んでいる。また、実施要領に従って試験監督者や要員を適切に配置し、公正

で静穏な試験環境の確保に留意している。面接や実技試験に関しては、予め採点基準等を

設定した上で、複数の委員で行っている。試験実施後は、複数の採点委員による採点、セ

ンター試験の得点の加算等を行い、入学者選考委員会の議を経て、合格者の決定を行って

いる。 
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研究科（学校教育研究専攻）の入学者選抜は、研究科入試実施委員会を中心として実施

している。準備段階では、出題委員と研究科入試実施委員会が確認作業を行い、出題ミス

等がないように十分チェックをしている。試験当日の実施組織としては、試験実施本部を

設置し、突発的な出来事にも対処できるような体制を組んで臨んでいる。また、実施要項

に従って試験監督者や要員を適切に配置し、公正で静穏な試験環境の確保に留意してい

る。面接や実技試験に際しては、予め採点基準等を設定した上で、複数の委員が行ってい

る。試験実施後は複数の採点委員による採点の後、面接点や実技点等を得点化したものを

加算し、各専攻・専修における判定をもとに、研究科委員会の議を経て合格者を決定して

いる。 

 

【分析結果とその根拠理由】  

本学部の入学者選抜は、準備段階、試験当日、合格発表まで、教務・入試委員会と各専

攻・専修が連携して取組み、公正に実施されていると判断できる。  

同様に本研究科の入学者選抜についても、準備段階、試験当日、合格発表まで、研究科

入試実施委員会と各専攻・専修が連携して取組み、公正に実施されていると判断できる。  

 

 

観点4-1-④【学士課程・大学院課程】  入学者受入方針に沿った学生の受入が実際に行わ

れているかどうかを検証するための取組が行われており、その結果を入学者

選抜の改善に役立てているか。  

 

【観点に係る状況】  

入学者受入方針のもと、入学者選抜方法の改善については、教務・入試委員会で検討

し、その結果を基にして各課程及び各専攻・専修ごとに改善策を協議し、次年度以降の入

学者選抜に反映するようにしている。また、入学者選抜方法研究部会委員が、幾つかの特

定テーマについて、入学者選抜から入学後の学業の状況までを見渡した中期的検証を行っ

ている｡一方、研究科の入学者選抜方法の改善については研究科小委員会で検討し、その

結果を基にして専攻ごとに改善策を協議し、次年度以降の入学者選抜に反映するようにし

ている。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

入学者受入方針に沿った学生の受入の検証は、本学部では教務・入試委員会と各専修・

専攻が連携して実施しており、適切に行われていると判断できる。  

本研究科における入学者受入方針に沿った学生の受入の検証は、研究科小委員会と各専

攻が連携して実施しており、適切に行われていると判断できる。  

 

 

観点4-2-①【学士課程・大学院課程】  実入学者数が、入学定員を大幅に超える、又は大

幅に下回る状況になっていないか。また、その場合には、これを改善するた

めの取組が行われるなど、入学定員と実入学者数との関係の適正化が図られ



  教育学部・教育学研究科 基準４ 

- 31 - 

 

ているか。 

 

【観点に係る状況】  

本学部の平成 26～30年度の入学者選抜における出願者、合格者、入学者の状況は【資料

4-2-1】のとおりである。過去５年間、４課程の入学定員に対する出願者数の割合（出願

倍率）は3.13倍程度であり、学部全体としては入学定員に対して十分に多くの出願者を確

保している。また、入学定員に対する入学者数の割合（入学定員充足率）は 100～107％の

間にあり、入学者数が入学定員を大幅に超える状況にはない。 

 

【資料4-2-1】 平均入学定員充足率（静岡大学教育学部）（出典：大学概要）  

教育学

部  

学科 /課程 /専攻

名等  
項目  

平成２６

年度  

平成２７

年度  

平成２８

年度  

平成２９

年度  

平成３０

年度  

学士課

程  

教育学

部  

学校教育教員養

成課程  

志願者数  972 926 1037 1248 1045 

合格者数  322 320 315 313 319 

入学者数  304 304 305 303 304 

入学定員  300 300 300 300 300 

入学定員充足率  1.01 1.01 1.02 1.01 1.01 

生涯教育課程  

志願者数  259 253    

合格者数  39 39    

入学者数  35 36    

入学定員  35 35    

入学定員充足率  1.00 1.03    

総合科学教育課

程  

志願者数  114 130    

合格者数  35 33    

入学者数  32 30    

入学定員  30 30    

入学定員充足率  1.07 1.00    

芸術文化課程  

志願者数  137 141    

合格者数  39 36    

入学者数  36 35    

入学定員  35 35    

入学定員充足率  1.03 1.00    

 

また、研究科において、平成 27～30年度の入学者選抜における出願者、合格者、入学者

の状況（１次試験と２次試験の総計）は【資料 4-2-2】のとおりである。過去５年間、募

集人員に対する実入学者数の割合（入学定員充足率）は 81～85％であり、100％を下回っ
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ている。志願者の少ない専修では、第２次募集を実施するなどの措置を講じている。  

 

【資料4-2-2】 平均入学定員充足率（静岡大学教育学研究科）  (出典：学務係資料）  

教育学研究

科  
専攻名  項目  

平成２６

年度  

平成２７

年度  

平成２８

年度  

平成２９

年度  

平成３０

年度  

修士課程  
学校教育研究専

攻  

志願者

数  
48 45 55 61 51 

入学者

数  
42 43 44 46 42 

入学定

員  
52 52 52 52 52 

入学定

員充足

率  

0.81 0.83 0.85 0.88 0.81 

 

【分析結果とその根拠理由】  

学部の入学者選抜においては、各専攻・専修とも入学辞退者を見込んで合格者を若干名

上乗せして発表しており、しかも辞退者が見込みより多い場合には追加合格によって入学

定員を満たすため、結果として入学定員充足率が 100％を超える状況となっている。しか

し、入学定員充足率は十分に 100％に近い。また、入学定員に対して十分に多くの出願者

を確保しており、入学者数が入学定員を下回る要素はない。したがって、入学定員と実入

学者数との関係の適正化は図られていると判断できる。しかし、たえざるカリキュラム改

革や志願者確保策の努力は必要である。  

研究科の学校教育研究専攻（修士課程）においては毎年、入学定員充足率が80％代とな

っており、志願者のニーズや社会的要請と突きつけ合わせたカリキュラム・組織体制の改

革努力が求められる。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点  

 

アドミッション・ポリシーを定めて、本学部が求める学生像を広く社会に公表し、それ

に沿って多様できめ細かな入学者選抜を実施し、適正数の学生を受け入れている。  

また、本研究科では、入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生を受

け入れるため、受験者の区分に合わせた検査科目を科して選抜を実施しており、本研究科

が求める学生を見出す工夫を講じている。  

研究科の学校教育研究専攻（修士課程）を見ると、入学定員充足率が 100％を割り込ん

でおり、志願者のニーズや社会的要請と突きつけ合わせたカリキュラム・組織体制の改革

努力が必要である。  
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基準５ 教育内容及び方法 

 

（１）観点ごとの分析  

 

観点5-1-①【学士課程】  教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）が明確

に定められているか。 

 

【観点に係る状況】  

本学の教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）は【資料 5-1-1】、ま

た、本学部の教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）は【資料 5-1-2】の

とおりである。これを本学のホームページ及び学部案内、学生募集要項等で明示、公表し

ている。  

 

【資料5-1-1】 静岡大学の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）  

 静岡大学は、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、下記の方針に従っ

て教育課程を編成し実施する。  

１  全学教育科目においては、基礎的な学習方法、外国語の運用能力、情報処理、キャ

リア形成等の基本的スキルを身につけるために「基軸教育科目」を、国際感覚と教養

を身につけるために「現代教養科目」を、理系の基礎的知識習得や教職等の資格取得

のために「理系基礎科目」及び「教職等資格科目」をおく。  

２  専門科目においては、各学部の学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、

それぞれの専門分野についての主体的な学びを促し、基本的知識・方法を身につける

ための系統的な授業配置を行う。  

３  自ら問題を発見し、その解決のために他者と協同して行動できるようにするため、

学生参加型授業、フィールドワーク、実験・実習等の授業を配置すると共に、地域社

会との交流や国際交流の機会を積極的に提供する。  

４  すべての授業について充分な学習時間を確保すると共に、客観的な評価基準に基づ

く成績評価を行う。  

 

【資料5-1-2】 教育学部の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）  

【資料 5-1-2】 教育学部の教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー） 

教育学部は、学位授与の方針 (ディプロマ・ポリシー )に基づき、下記の方針に従って教

育課程を編成し実施する。  

１  専門職としての教員に求められる公共的使命感、倫理観、教育観を育み社会の変化

に対応する幅広い視点を身につけるために、全学教育科目および教育学部の専門科目

をおく。  

２  専門科目においては、教育学部の学位授与の方針 (ディプロマ・ポリシー )に基づき、

各専攻・専修の専門分野についての主体的な学びを促し、基本的知識・方法を身につ

けるための系統的な授業配置を行う。  
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３  学習内容に関わる専門的知識や、論理的思考力、理論と実践の間をつなぐ深い省察

能力、常に学び続ける姿勢を身につけるために、実験、実習、演習、教育実習等の授

業を配置すると共に卒業研究等の探究的な課題をおく。  

４  他者と協働して教育活動をつくるコミュニケーション能力とリーダーシップを身に

つけるために、ボランティアや地域の教育活動等の参加を推奨すると共に、教育実践

活動を省察・評価するための講義や演習をおく。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

本学部のアドミッション・ポリシーは、静岡大学のビジョンや使命に基づいて、明確に

定めている。これを本学部ホームページ及び学部案内、学生募集要項等で明示、公表し、

学部説明会等においても紹介するなど、さまざまな媒体・機会を通じて周知を図ってい

る。これらのことから、本基準を十分に達成していると判断する。  

 

 

観点5-1-②【学士課程】  教育課程の編成・実施方針に基づいて、教育課程が体系的に編  

成されており、その内容、水準が授与される学位名において適切なものにな  

っているか。 

 

【観点に係る状況】  

教育課程の体系は【資料5-1-3】のとおりである。各課程とも１～３年次に教養科目を

履修して幅広い学問分野の基礎知識を学ぶとともに、専門科目の基礎を身に付けるための

科目を履修する。３年次以降は主に専門科目を履修するとともに、４年次の卒業研究に向

けた取組を開始する。４年次は、主として卒業研究に従事する。  

 

【資料5-1-3】 教育課程の体系  
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学校教育教員養成課程の卒業所要総単位数は 128 単位である。このうち、教養科目を23 

単位以上、専門科目を 90 単位以上履修する（教養科目および専門科目で各々の必要最低

単位数を超えた単位数は自由科目と見なしている）【資料5-1-4】。専門科目には、教育

実習に関連する７単位 (「教育実習」６単位・「事前事後指導」１単位 )が含まれる。これ

に加えて、学校教育教員養成課程においては定められた教員免許状資格【資料 5-1-5】を

取得する必要がある。  

 

【資料5-1-4】教育学部の卒業所要単位数（出典：平成29年度学生便覧）  

 

■学校教育教員養成課程 履修基準(1) 卒業所要単位数（第 14 条関係 別表Ⅰ－Ａ１）  

科目区分及び必修・選択の別 必修及び選択の単位数 備考 

教 

養 

科 

目 

必 
 
 
 

修 

基
軸
教
育
科
目 

英語 3   

初修外国語 1   

情報処理 2   

健康体育 2   

現
代
教
養
科
目 

個別分野科目 4   

学際科目 2   

資
格
科
目 

教職教養科目 6 
＊教育の原理 ＊発達と学習 ＊教

育と社会  ※1 

小  計 20   

選 
 
 

択 
基
軸
教
育
科
目  

英語 0 必要単位数を超えて修得した選択必

修科目の単位数を含む。 

学部指定履修科目は、※2参照。 

初修外国語 1 

新入生セミナー 2 

その他 0 

小  計 3 

合     計 23単位 

教養科目の必要単位数を超えて修得

した単位は、自由科目に算入され

る。 

専
門
科
目  

合      計 90単位 ※3 履修基準（別表Ⅰ－Ａ３）による。 

自
由
科
目 

教育学部の専門科目、及び教養科目で各々の

必要単位数を超えた単位数 
11単位 ※3   

合  計（卒業単位数） 124単位 
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【資料5-1-5】学校教育教員養成課程で定められた教員免許状資格（出典：学生便覧）  

 

卒業に必要な教員免許状資格（ 27年度）  （改組前）     

専   攻  専   修  取得しなければならない教員免許状資格   

 発達教育学専攻   教育実践学   小  学  校  一  種   又は  中  学  校  一  種   

   教育心理学   小  学  校  一  種   又は  中  学  校  一  種   

   幼児教育   幼  稚  園  一  種      

 特別支援教育専攻    特  別  支  援  と  小  学  校  二  種    

    学  校  一  種     

 教科教育学専攻  国語・社会科・数

学・  

 小  学  校  一  種   又は  中  学  校  一  種 (※ 1)  

  理科・音楽・美術・      

  保健体育・技術・      

  家庭科・英語      

 

卒業に必要な教員免許状資格（ 29 年度）  （改組後）     

専   攻  専   修  取得しなければならない教員免許状資格   

 発達教育学専攻  

 教育実践学   小  学  校  一  種        

 教育心理学   小  学  校  一  種        

 幼児教育   幼  稚  園  一  種        

 初等学習開発学専攻   小  学  校  一  種        

 養護教育専攻   養  護  一  種       

 特別支援教育専攻  
 特  別  支  援  

と  小  学  校  二  種   

 

 学  校  一  種   

 教科教育学専攻  

国語・社会科・数学・ 

 小  学  校  一  種   又は  
中  学  校  一  種 (※

1) 

 

理科・音楽・美術・   

保健体育・技術・   

家庭科・英語   

※ 1 教科教育学専攻の学生は所属する専修に応じた教科の中学校教員免許状の取得に必要な単位を修

得すること。  

(注  1) 本表は学校教育教員養成課程の各専攻専修に定められた卒業に必要な教員免許状資格の一覧で

ある。  

(注 2) 卒業に必要な教員免許状資格に係る教員免許状のことを「基幹免許状」と称し、基幹免許状以外

に取得希望の教員免許状のことを「発展免許状」と称する。  

(注  3) 教員免許状の要件については、別表Ⅰ−Ｆ「教員免許状取得のための必要単位表」を参照。  

(注 4) 小学校、中学校の教員免許状資格が卒業要件である場合、介護等体験も卒業にあたり必要とな

る。免除の特例に該当する学生は、担当窓口において所定の手続きを行うこと。  
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【分析結果とその根拠理由】  

学校教育教員養成課程は、実践的指導力を備えた教育従事者の育成を目的としているた

め、教育職員免許法に準拠してカリキュラムを構成している。新３課程は、社会教育・企

業内教育等の分野で活躍できる技能・技術を有する人材や、今日的かつ学際的な専門性を

持つ人材の育成を目的としているため、専攻科目や自由選択科目に重きを置いてカリキュ

ラムを構成してきた。いずれの課程とも、目的に沿った教育課程の体系性が保たれてお

り、必修科目と選択科目の配当も適切である。  

 

 

観点5-1-③【学士課程】  教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニ

ーズ、学術の発展動向、社会からの要請等に配慮しているか。  

 

【観点に係る状況】  

教養科目は、在学中や卒業後に必須となる基本的スキル・素養・実践力を身につけるた

めの基軸教育科目として「新入生セミナー」「情報処理」「英語」「初修外国語」「健康

体育」等を設けている。また、各専門分野と有機的に関連させて幅広い教養を習得するた

めの現代教養科目として「個別分野科目」「学際科目」を、留学生のための留学生科目と

して「日本語」「日本事情」を、そして、教員免許等の資格取得に必要な教職等資格科目

として「教職教養科目」を設けている【資料 5-1-4】。 

学校教育教員養成課程では、２種類の教員免許（小学校と中学校、幼稚園と小学校、特

別支援学校と小学校又は中学校）の取得を強く推奨することにより、学校種の枠を超えて

対応できる教員の養成を行っている。そのため、主として教職に関する科目群と、教科に

関する科目群（教科教育学専攻以外では専攻･専修別科目群）を中心として単位が取得で

きるように、専門科目を配置している。２、３、４年次には全員が教育実習を行う。  

生涯教育課程、総合科学教育課程、芸術文化課程では、新しい時代の社会的ニーズに対

応した学際的専門性を踏まえ、課程必修の専門科目群と課程選択の専門科目群を基盤に

し、それぞれの課程の専門性を高めるための教育課程を編成してきた。  

教育課程の編成に関して、以下の項目に配慮している。  

他課程科目の履修：新３課程の学生が学校教育教員養成課程の科目を履修することで教

員免許を取得できる体制を整えており、例年、全体の三分の二程度の学生が履修して免許

を取得してきた。 

他学部の授業科目の履修：「単位の認定に関する教育学部申し合せ」に基づき、他学部

科目の単位を修得した場合には自由選択科目に読み替えて（可能な科目に限る）、卒業所

要単位に算入できる。教育学部生の履修状況は、平成27年度が4名で7単位、28年度が22名

で44単位、29年度が19名で36単位となっている。  

インターンシップによる単位認定：学生からのニーズに応えつつ民間企業や官公庁など

にインターンシップを実施し、特に総合科学教育課程では単位化してきた(総合科学専攻

｢産・官科学技術実習(２単位)｣；消費生活科学専攻「消費生活実習Ⅱ(２単位)｣)。実施状

況を見ると、平成28年度には新３課程で計15名、学校教育教員養成課程で計 12名、平成29

年度には新３課程で計 14名、学校教育教員養成課程で計 16名の学生が、それぞれ参加して



  教育学部・教育学研究科 基準５ 

- 38 - 

 

いる。 

 

【分析結果とその根拠理由】  

学校教育教員養成課程は２種類の教員免許の取得を強く奨励しており、教職に関する科

目群と教科に関する科目群を中心として単位が取得できるように専門科目を配置し、趣旨

に沿った教育課程を編成している。新３課程は、学際的な専門性を有する人材の育成を目

指しており、各課程の専門に特化した必修科目や選択科目を設けることにより、目標に沿

った教育課程を編成してきた。また、学生からのニーズに応え、他課程科目の履修、他学

部や他大学との単位互換を実施している。これらの状況より、学生からのニーズに対応し

た教育課程を編成していると判断できる。  

 

 

観点5-2-①【学士課程】  教育の目的に照らして、講義、演習、実験、実習等の授業形態

の組合せ・バランスが適切であり、それぞれの教育内容に応じた適切な学習

指導法が採用されているか。 

 

【観点に係る状況】  

学習指導法に関しては、以下の工夫を行っている。  

学校教育教員養成課程、新３課程とも、教育目的に合わせて講義を主体として、演習と

実験・実習をバランス良く組み合わせている。  

履修者100名規模の必修科目も存在するが、履修者数は11～20 名程度が最も多く、少人

数によるきめ細かな教育指導を行っている。  

教職に関する科目の「教科教育法」「教科内容指導論」等や、専門科目の一部でも、専

門の異なる教員が複数で授業を担当し、協力して授業科目全体の目的達成にあたってい

る。 

「教職入門」や教育実習の「事前事後指導」等に附属学校園教員や学校管理職・教育行

政関係者らによる支援を仰ぐなど、経験者の知見を取り入れた授業を行っている。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

各専攻・専修の教育内容や専門性に応じて、多様な授業形態のカリキュラムを適切かつ

バランスよく配置している。授業の多くは少人数で行われ、専門性を生かした複数教員に

よるオムニバスの授業、学校教員らによる教育現場に即した授業等、きめ細かく多彩な教

育を行っている。  

 

 

観点5-2-②【学士課程】  単位の実質化への配慮がなされているか。  

 

【観点に係る状況】  

単位の実質化に関して、以下の項目に配慮している。  

組織的な履修指導：入学時と各年次の年度当初に、学年・課程別に履修方法等に関する



  教育学部・教育学研究科 基準５ 

- 39 - 

 

ガイダンスを実施している。単位認定には、１単位の授業科目につき標準 45時間の学修を

必要とすることを学生便覧に明記して周知し、授業時間外の学修が必要であることを説明

している。  

授業時間外の学習時間の確保：シラバスに予習・復習に関する指示を明示している【別

添資料5-4、別添資料5-5】。 

履修科目の登録の上限設定：複数教科の免許科目を同一時間割上に配置することで、複

数の免許科目の履修を一部抑制している。  

補講期間の設定：休講の代替として前後期それぞれに補講期間を設け、学修時間の確保

に努めている。  

単位の厳格化：「静岡大学単位認定等に関する規程」において、最低合格点を 60 点と

する５段階評価（秀・優・良・可・不可）方式を定めており、単位の厳格化を図ってい

る。 

 

【分析結果とその根拠理由】  

組織的ガイダンスの実施、シラバスにおける予習・復習の指示、補講期間の設置、単位

の厳格化等、単位の実質化に配慮している。また、 GPA 制度を導入し、評価とともに成績

証明に記しており、履修単位の上限設定の実施に取り組んでいる。  

 

 

観点5-2-③【学士課程】  適切なシラバスが作成され、活用されているか。  

 

【観点に係る状況】  

シラバス作成マニュアルに沿って専門科目のシラバスを作成し、学内外から検索できる

ようにWeb 上で公開している。シラバスには授業の目標や学習内容、 15 回分の授業計

画、予習・復習に関する指示、テキスト･参考書、オフィスアワー等を掲載している。成

績評価については方法と基準を明示している。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

シラバスには授業の目標や学習内容、授業計画、予習・復習に関する指示の他に、成績

評価の方法や基準も掲載しているため、学生は授業選択に際して必要な情報を得るため

に、シラバスを活用している。  

 

 

観点5-2-④【学士課程】  基礎学力不足の学生への配慮等が組織的に行われているか。  

 

【観点に係る状況】  

基礎学力不足の学生への配慮等については、指導教員制をとっているため指導教員が個

別に対応している。  

自主学習を促すため、シラバスへの予習・復習に関する指示の明示やガイダンス等での

説明に加え、講義棟の空きスペース３箇所に会議用テーブル、長椅子を設置して自習場所
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を確保したり、附属図書館の開館時間を通常期間の平日は９～ 22 時（休業期間は19 

時）、土・日曜は９～ 19 時（休業期間は 17 時）まで延長したりしている。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

基礎学力不足の学生への対応は、現在のところ所属の専攻・専修あるいは指導教員レベ

ルに止まっており、組織的な補充教育は（大学入試センター試験を課さない推薦入試の合

格者に対する入学前教育を除き）実施していない。  

シラバスへの予習・復習の指示の明示やガイダンス等での説明に加え、自習場所の確

保、附属図書館の開館時間の延長等に配慮している。自主学習を促進するためには、教員

の自主学習指導に対する自覚を促すことも含め、さらなる対策を講じる必要がある。  

 

 

観点5-2-⑤【学士課程】  夜間において授業を実施している課程（夜間学部や昼夜開講制

（夜間主コース））を置いている場合には、その課程に在籍する学生に配慮

した適切な時間割の設定等がなされ、適切な指導が行われているか。（人文

社会科学部のみ） 

 

【観点に係る状況】  

該当なし  

 

【分析結果とその根拠理由】  

該当なし  

 

 

観点5-3-①【学士課程】  学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）が明確に定められてい

るか。 

 

【観点に係る状況】  

本学の学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）は【資料 5-3-1】、本学部の学位授与

の方針（ディプロマ・ポリシー）は【資料 5-3-2】のとおりである。これを本学のホーム

ページで明示、公表している。  

 

【資料5-3-1】 静岡大学の学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）  

 静岡大学は、教職員、学生の主体性の尊重と相互啓発の上に立ち、平和で幸福な未来

社会の建設への貢献をめざす「自由啓発・未来創成」のビジョンを掲げ、教育・研究に

携わっている。このようなビジョンのもとで、国際感覚と高い専門性を有し、チャレン

ジ精神にあふれ、豊かな人間性を有する教養人を育成することが本学の教育目標であり、

下記に示すそれぞれの資質・能力を身につけていることを学位授与の条件とする。  

１  専門分野についての基本的な知識を習得し、これを社会の具体的文脈のなかで活用
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することができる。  

２  外国語を含む言語運用能力、情報処理、キャリア形成等の基本的スキルを身につけ

ている。  

３  多様性を認め、幅広い視点から物事を考え、行動することのできる国際感覚と深い

教養を身につけている。  

４  主体的に問題を発見し、自らのリーダーシップと責任のもとで、様々な立場の人々

と協同して、その解決にあたることができる。  

 

【資料5-3-2】 教育学部の学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）  

教育学部は、豊かな人間性と幅広い教養を基礎とする実践的な指導力を備えた教育従

事者、社会教育・企業内教育等の分野で活躍することのできる広い視野と多彩な技能・

技術を有する人材、今日的かつ学際的な専門を持ち、幅広い職種・分野の第一線で指導

的役割を果たしうる人材の育成を教育目標としており、下記に示すそれぞれの資質・能

力を身につけていることを学士（教育学）の学位授与の条件とする。  

１  教育の専門家に求められる深い教養に根ざした公共的使命感、倫理観、教育観を有

している。  

２  教育活動を支え実現する上で不可欠な専門的知識・技能、および言語処理能力、情

報処理等の基本的スキルを身につけている。  

３  学習内容に関わる専門的知識や教育理論と教育実践の間をつなぐ科学的に省察する

能力と実践的態度を身につけ、幅広い視点から物事を考えることができる。  

４  他者と協働して教育活動をつくるコミュニケーション能力とリーダーシップを身に

つけている。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

本学部のディプロマ・ポリシーは、静岡大学のビジョンや使命に基づいて、明確に定め

ており、本学および本学部ホームページや学生募集要項等で明示、公表するなど、さまざ

まな媒体・機会を通じて周知を図っている。  

 

 

観点5-3-②【学士課程】  成績評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、

その基準に従って、成績評価、単位認定が適切に実施されているか。  

 

【観点に係る状況】  

現在、成績は「秀（100～90）」「優（89～80）」「良（79～ 70）」「可（69～60）」

「不可（59以下）」の５段階の標語と評点をもって判定し、「可」以上を合格として単位

認定している。  

５段階評価にそぐわない科目については、「合」又は「否」の評語で表すことができ、

「合」を合格として単位認定している。これらの評価基準（配点は除く）を学生便覧に明

記するとともに、入学時のガイダンスや履修指導時に説明している。成績返還は、所定の

時期に直接学生本人に行っている。また、本人が希望しない場合を除き、保護者に成績表
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のコピーを送付している。  

成績評価は、各科目ともシラバスに評価方法と基準を明記し、 100 点満点で採点してい

る。評価対象は筆記試験、レポート、実技試験、口頭試問、討論への参加状況、プレゼン

テーション等である。それらに授業への出席状況を加え、到達目標に対応させて総合的に

判断している。卒業認定は、教務委員会が教養科目と専門科目の必修単位の取得状況や、

各専攻・専修が定めている単位数以上の単位を取得しているか確認した後、教授会で判定  

を行っている。  

卒業認定は、「静岡大学学則」第 38 条と第39 条【資料5-3-3】の規程に基づき、「教

育学部規則」【資料5-3-4】に則って単位を修得したものに対して行い、学士（教育学）

の称号を与えている。学則は学生便覧とホームページに、学部規則は学生便覧に明示して

おり、入学時のガイダンスや履修指導時に説明している。  

 

【資料5-3-3】 静岡大学学則に掲載された卒業に関する該当箇所  （出典：学生便覧）  

 

 

 

 

 

 

 

【資料5-3-4】 教育学部規則に掲載された卒業認定に関する該当箇所  （出典：学生便

覧） 

（卒業）  

第 38 条  卒業の要件は、本学に 4 年以上在学し、所定の単位を修得することとする。  

２  前項の規定により、卒業の要件として修得すべき所要の単位のうち、第 30 条第２

項の授業方法により修得する単位数は 60 単位を超えないものとする。ただし、124 単

位を超える単位数を卒業の要件としている場合は、同条第１項の授業方法により 64

単位以上の修得がなされていれば、 60 単位を超えることができる。（学士）  

第 39 条  本学を卒業した者に、学士の学位を授与する。  

２  学位に関し、必要な事項は、別に定める。  

 

 

【分析結果とその根拠理由】  

全学的に成績評価基準を策定して学生便覧に明示し、ガイダンス等で説明している。卒

業認定基準も学生便覧に掲載し、ガイダンス等で説明している。これらのことから、教育

の目的に応じた成績評価基準や卒業認定基準が組織として策定され、学生に周知されてい

ると判断できる。  

また、成績評定基準を定めて学生便覧に掲載するとともに、シラバスに評価方法と基準

を明記して、多様な観点からきめ細かな成績評価を行っている。卒業認定は課程ごとに卒

業要件を定め、（学部）教授会の議を経て行っており、適切に実施していると判断でき

（成績評価） 

第 12条 成績の評価は、「秀」、「優」、「良」、「可」及び「不可」の評語で表し、「秀」、「優」、「良」

及び「可」を合格とし、「不可」を不合格とする。 

2 前項の規定のほか、授業科目によっては、「合」及び「否」の評語で表すことができることとし、

「合」を合格とし、「否」を不合格とする。 
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る。 

 

 

観点5-3-③【学士課程】  成績評価等の客観性、厳格性を担保するための組織的な措置が

講じられているか。 

 

【観点に係る状況】  

学生への成績通知後、その内容に異議がある場合には、学生は全学教育科目について

は、全学の学務部窓口又は授業担当教員に、学部専門科目については授業担当教員に申立

てを行う。学生の申立てを受けた授業担当教員は、成績を確認した上で、その結果を学生

に伝える。修正の必要を認めた場合には、授業担当教員が学務係に申し出て成績を修正す

る。 

 

【分析結果とその根拠理由】  

成績評価の厳格性を担保するために、現在は成績評価に対する学生からの異議申立てを

受けた授業担当教員が、速やかに対応している。しかし、学部として独自には異議申立て

制度のような措置を講じていないため、早急に取り組むべき課題である。  

 

 

観点5-3-④【学士課程】  学位授与方針に従って卒業認定基準が組織として策定され、学

生に周知されており、その基準に従って卒業認定が適切に実施

されているか。 

 

【観点に係る状況】  

学位授与方針については、観点 5-3-①で述べた通りであるが、それに沿った卒業認定基

準が策定されている。  

成績評価は、各科目ともシラバスに評価方法と基準を明記し、 100 点満点で採点してい

る。評価対象は筆記試験、レポート、実技試験、口頭試問、討論への参加状況、プレゼン

テーション等である。それらに授業への出席状況を加え、到達目標に対応させて総合的に

判断している。卒業認定は、学部教務委員会が教養科目と専門科目の必修単位の取得状況

や、各専攻・専修が定めている単位数以上の単位を取得しているか確認した後、（学部）

教授会で判定を行っている。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

学位授与方針に基づき、成績評定基準を定めて学生便覧に掲載するとともに、シラバス

に評価方法と基準を明記して、多様な観点からきめ細かな成績評価を行っている。卒業認

定は課程ごとに卒業要件を定め、教授会の議を経て行っており、適切に実施していると判

断できる。  
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観点5-4-①【大学院課程】  教育課程の編成・実施方針が明確に定められているか。  

 

【観点に係る状況】  

本研究科の教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）は【資料 5-4-1】の

とおりである。  

 

【資料5‐4‐1】 教育学研究科 教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）  

教育学研究科は、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、下記の方針に

従って教育課程を編成し実施する。  

 

○学校教育研究専攻  

教科、子ども・学校、さらに発達・学習に関する専門的な深い知識を有し、国際的感

覚を備え、地域・学校の教育課程に広い視野から実践的に対応できる能力を身につける

ための系統的な授業配置と研究指導を行う。  

1.共通科目として教職キャリア、初等・中等教育の総合研究、身体・芸術系教育などに関

連した科目、及び教育現場の現代的課題に対応した国際理解教育、環境教育、情報教

育に関連する科目の中から 6 単位以上を履修する。  

2.教育実践能力を育成するための共通実践科目として専修実践研究 2 単位及び教材開発

論 2 単位を必須科目とする。  

3.専門分野に関わる知識や研究能力を身につけるための専修教科科目の中から 10 単位

以上を選択し、課題研究 6 単位と自由選択科目 4 単位以上を履修する。  

 

合計 30 単位以上を履修する。その上で、専修する領域の中から主題を選び研究指導を

受け、修士論文、または研究成果を提出する。  

 

○共同教科開発学専攻  

 教科開発学の究明を通じて、教科内容の構成原理を明らかにし、教科教育の開発および

教育環境の創造についての自立的な研究を進めることができ、研究者ないし、高度な専

門職従事者として活動できる能力を身につけるための系統的な授業配置と研究指導を行

う。  

1.専攻基礎科目として、2 つの必修科目「教科開発学原論（ 2 単位）」「教科開発学実践論

（ 1 単位）」がある。選択科目として、「文化資源活用論」「教育評価実証方法論」など

７科目（すべて 1 単位）を配置し、この中から最低 6 単位を履修する。  

2.専攻分野科目として、「教科開発学分野選択科目」をはじめとし、「人文社会系／自然

系／創造系教科学分野選択科目」合計 27 科目が用意され、この中から最低 10 単位を

履修する。  

3.専攻応用科目として、「教科開発学セミナー I（必修）、  II（必修）、  III（選択）」（すべ

て２単位）があり、博士論文執筆に向けての準備と、 2 月にすべての院生と教員が一

堂に会して授業（セミナー）を行う。  
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 合計 20 単位以上を履修する。その上で、博士論文指導主査の教員とは頻繁に個別に話

し合うことのほかにも、副査教員とも密に連絡を取り合い、博士論文執筆に取り組む。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

本研究科のカリキュラム・ポリシーは、静岡大学のビジョンや使命に基づいて、明確に

定めている。これを本学部ホームページ及び学生募集要項で明示、公表し、入試説明会に

おいても紹介するなど、さまざまな媒体・機会を通じて周知を図っている。これらのこと

から、本基準を十分に達成していると判断する。  

 

 

観点5-4-②【大学院課程】  教育課程の編成・実施方針に基づいて、教育課程が体系的に

編成されており、その内容、水準が授与される学位名において適切なものに

なっているか。 

 

【観点に係る状況】  

本研究科学校教育研究専攻の教育課程の体系は【資料 5-4-2】のとおりである。教育課

程は「発達教育専修」と「教科教育専修」に大別され、「教科教育専修」は国語教育、社

会科教育、数学教育、理科教育、音楽教育、美術教育、保健体育教育、技術教育、家政教

育、英語教育の10 分野となっている。これらの専修・分野は、それぞれの教育目的に沿

って「専攻共通科目」「専修共通科目」「専修教科科目」等を配置し、独自の教育課程を

編成している。  

学校教育研究専攻の修了必要単位数は【資料5-4-2】のとおりであり、30 単位のうち、

専攻共通科目を６単位、専修共通実践科目を４単位、専修教科科目を 10単位、課題研究を

６単位、自由選択科目を４単位以上履修する。詳細は以下のとおりである。  

ア 専攻共通科目：必修１科目２単位のほか、２科目４単位以上を選択履修する。  

イ 専修共通実践科目：各専修で開設される２科目４単位すべてを履修する。  

ウ 専修教科科目：各教科教育専修においては、所属する専修において開設する授業科

目のうち、教科教育領域から２科目４単位以上、その他の領域から「教科内容論」

を含む３科目６単位以上を選択履修する。また発達教育学専修においては、各教科

教育領域から２科目４単位以上、所属する専修において開設する科目から３科目６

単位以上を選択履修する。  

エ 課題研究：各専修で開設される３科目６単位をすべて履修する。  

オ 自由選択科目：学校教育研究専攻において開設する科目から４単位以上を自由に選

択し、履修する。  

カ 研究指導・修士論文 

専修する領域のなかから主題を選び研究指導を受け，修士論文又は研究成果を提出

する。 

全専修ともに修士論文作成に係わる課題研究（６単位）を履修しつつ、修了に必要な

単位を修得し、修士論文の試験に合格した学生に修士（教育学）の学位を授与している。  
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【資料5‐4‐2】学校教育専攻の教育課程の体系  

 

 

【資料5‐4‐3】修了必要単位数 (出典：学生便覧）  

専修  
専攻共
通科目  

専修共
通  

実践科
目  

専修教科科目  
課題  
研究  

自由選
択  
科   
目  

合計  

発達教育学専修 6 4 

他専修の教科教育領域か
ら  

4 
6 4 30 

発達教育学専修において
開設する科目から  

6 

国語教育専
修  

6 4 

所属する専修の教科教育
領域から  

4 

6 4 30 

社会科教育専修 

数学教育専
修  

理科教育専
修  

音楽教育専
修  

美術教育専
修  

所属する専修のその他の
領域から  
(※｢教科内容論｣を含め
る。 ) 

6 

保健体育教育専修 

技術教育専
修  

家政教育専
修  

英語教育専
修  

 



  教育学部・教育学研究科 基準５ 

- 47 - 

 

また、職業を有している等の事情により、標準修業年限（修士課程では２年間）では大

学院の課程を修了できないと考えられる学生に対し、本人からの申請に基づいて、大学が

審査し、修士課程においては、４年間以内の計画的な履修をあらかじめ認める長期履修制

度を設けている。  

教員免許状について、一種免許状を有する者は、教育学研究科の各専攻において開講し

ている所定の単位を修得し、かつ、本研究科を修了して修士の学位を取得することによ

り、以下【資料5-4-5】の専修免許状を受ける資格を取得できるようになっている。  

 

【資料5‐4‐5】 取得できる専修免許状 (出典：学生便覧）  

 

次に、共同教科開発学専攻の教育課程の体系は【資料 5-4-6】とおりである。  

 

【資料5‐4‐6】 共同教科開発学専攻の教育課程の体系  

 

  

専攻名  免許状の種類  

学校教育研究専攻  

幼稚園、小学校、中学校（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保

健体育、技術、家庭、英語）、高等学校（国語、書道、地理歴史、公

民、数学、理科、音楽、美術、保健体育、工業、情報、家庭、英語） 

教 育 実 践 高 度 化 専

攻  

幼稚園、小学校、中学校（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保

健体育、技術、家庭、英語）、高等学校（国語、書道、地理歴史、公

民、数学、理科、音楽、美術、保健体育、工業、情報、家庭、英語）、

特別支援学校（知的障害者、肢体不自由者、病弱者）  
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本共同専攻では、両大学の教員から研究指導を受けられる体制のもとに、教科開発学に

関する「基礎科目」、各分野の専門的な「分野科目」、各分野の総合的な「応用科目」の

三つの科目群で構成される。まず、基礎科目の教科開発学原論、教科開発学実践論を履修

し、教科開発学の基礎的な理論や方法論を理解した上で、研究題目に応じ、必要な分野科

目を履修して専門性を深めていくと同時に、一つの体系化された学問の中に位置づけた上

で、研究課題をまとめあげていく。  

共同教科開発学専攻における修了に必要な単位数は【資料 5-4-7】のとおりである。  

 

【資料5‐4‐7】 修了必要単位数 (出典：学生便覧）  

 

必修とされる単位のほか、専攻分野科目は、 10 単位以上を取得する必要があるが、教

育環境学の専攻分野科目のうちから２単位及び教育環境学分野以外の３分野の選択科目の

うちから２単位の計４単位は必ず含むこととする。  

標準修業年限の３年以上（特に優れた研究業績をあげた者にあっては２年以上）在籍

し、修了要件の20 単位以上単位を修得した者で必要な研究指導を受けた上、博士論文の

審査及び論文の内容や専門分野に関する口述ないし筆記試験に合格した者に、博士（教育

学）を授与する。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

本研究科の教育課程は「学校教育研究専攻」（修士課程）、「教育実践高度化専攻」

（専門職学位課程）に分かれ、さらに後期３年のみの博士課程として、共同教科開発学専

攻が設けられている。【資料 5-4-1】で示してあるカリキュラム・ポリシーに沿って、

【資料5-4-2、5-4-3】及び【資料5-4-6、5-4-7】で示してある教育課程が体系的に編成さ

れており、授与される学位名において適切なものになっていると判断できる。  

 

 

観点5-4-③【大学院課程】  教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様な

ニーズ、学術の発展動向、社会からの要請等に配慮しているか。  

 

【観点に係る状況】  

教育課程の編成に関しては、「静岡大学大学院教育学研究科規則」に基づき、他研究科

の授業科目の履修を認めて単位認定している。  

     科目  

 

専攻  

共同専攻  

基礎科目  

共同専攻分野科目  共同専

攻応用

科目  

合計  

教 育 環 境

学 分 野 科

目  

人 文社会 系

教 科学分 野

科目  

自然系教科学

分野科目  

創 造 系 教 科

学  

分野科目  

必修  選択  選択  選択    選択    選択  必修   

共同教科開発学専攻  ２  ４  １０  ４  ２０  

合計    ６  １０  ４  ２０  
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修士課程では、学部授業科目の履修を通し概ね３年間で小学校教員免許を取得できるプ

ログラムを平成23年度より開始しており、また、現職教員が受験しやすい特別受験制度を

設けるなど、多様かつ教員志向の高い人材への門戸を広げることで、学校教育への更なる

貢献を図ってきている。 

 

【分析結果とその根拠理由】  

他研究科の授業科目の履修を認め、単位認定している。  

理論と実践を往還する実践的指導力に強みをもつ教育実践高度化専攻と連携・協働し

て、学校教育研究専攻のさらなる機能充実がめざされている。  

 

 

観点5-5-①【大学院課程】  教育の目的に照らして、講義、演習等の授業形態の組合せ・

バランスが適切であり、それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法が採

用されているか。 

 

【観点に係る状況】  

学習指導法に関しては、以下の工夫を行っている。  

フィールドワーク教育：専修・分野ごとに協力連携校・附属学校園でのフィールドワー

クを取り入れており、観察実習やフィールド実地見学を取り入れるなど、地域も連携した

実践的な授業を行っている。  

一部の科目では、専門の異なる教員が複数で授業を担当しているほか、附属学校園の研

究との連携などを通して、各専修・分野の専門性を高度に発展させようとする授業を展開

している。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

各専修・分野の教育内容や専門性に応じて、多様な授業形態のカリキュラムを適切かつ

バランスよく配置している。授業の多くは少人数で行われ、専門性を生かした複数教員に

よるオムニバスの授業、附属学校園や教育委員会と連携した教育現場に即した授業等、き

め細かくユニークな工夫を行っている。  

 

 

観点5-5-②【大学院課程】  単位の実質化への配慮がなされているか。  

 

【観点に係る状況】  

単位の実質化に関して、以下の項目に配慮している。  

組織的な履修指導：入学時と２年次の年度当初に、研究科小委員会の教務担当委員と各

専攻の代表者が、履修に関するガイダンスを実施している。共同教科開発学専攻にあって

は、愛知教育大学とともに合同で両大学の中間地点に位置する浜松市において開催してい

る。 

単位認定には、１単位の授業科目につき標準 45 時間の学修を必要とすることを学生便
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覧に明記して周知させ、授業時間外の学修が必要であることを説明して、シラバスに予

習・復習に関する指示を明記している。  

「静岡大学単位認定等に関する規程」により、最低合格点を 60点とする５段階評価

（秀・優・良・可・不可）のもとで、単位の厳格化を図っている。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

組織的ガイダンスの実施、シラバスにおける予習・復習の指示、単位の厳格化等、単位

の実質化に配慮している。  

 

 

観点5-5-③【大学院課程】  適切なシラバスが作成され、活用されているか。  

 

【観点に係る状況】  

シラバス作成マニュアルに沿ってシラバスを作成し、学内外から検索できるように Web

上で公開している。シラバスには授業の目標や学習内容、 15 回分の授業計画、予習・復

習に関する指示、テキスト･参考書、オフィスアワー等が記載されている。成績評価につ

いては方法と基準を明示している。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

シラバスには授業の目標や学習内容、授業計画、予習・復習に関する指示の他に、成績

評価の方法や基準も掲載しているため、学生は授業選択に際して必要な情報を得るため

に、シラバスを活用している。  

 

 

観点5-5-④【大学院課程】  夜間において授業を実施している課程（夜間大学院や教育方

法の特例）を置いている場合には、その課程に在籍する学生に配慮した適切

な時間割の設定等がなされ、適切な指導が行われているか。  

 

【観点に係る状況】  

該当なし  

 

【分析結果とその根拠理由】  

該当なし  

 

 

観点5-5-⑤【大学院課程】  研究指導、学位論文（特定課題研究の成果を含む。）に係る

指導の体制が整備され、適切な計画に基づいて指導が行われているか。  

 

【観点に係る状況】  

学生が希望する研究テーマについて１名ないし２名の指導教員が、研究の枠組み、方
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法、結果のまとめや考察、論文作成等について、綿密な指導を行っている、１年次には、

履修指導等を受けて各自が志望する学問分野や関連分野の授業（特論や演習等）を修得し

ながら、指導教員のゼミ等で関係文献の講読、予備調査、基礎実験等を行う。２年次は研

究テーマや構想に従い、修士論文を仕上げていく。多くの専攻や専修では１年次に修士論

文に関する構想発表会を、２年次に中間発表会を開催している。発表者は指導教員以外の

教員から助言を受けたり、自分の研究の進捗状況やレベルを客観視したりすることができ

る。 

また、発表会に参加する１年生にとっては、自分の研究テーマについて模索する好機に

なっている。これらの修士論文に関する一連の研究指導は、「課題研究Ⅰ～Ⅲ」として１

年次前期・後期と２年次前期に単位化（２単位）している。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

学生は各自の志望に基づく指導教員体制により、各自が主体的に決定した研究テーマに

ついて、研究面や論文作成面において、適切な指導を受けられるようになっている。各専

攻では１年次に構想発表会や２年次に中間発表会を開催することにより、指導教員以外の

教員からも助言や指導を受けられるように配慮している。これらのことから、修士論文に

係る指導体制は整備されており、機能していると判断できる。  

 

 

観点5-6-①【大学院課程】  学位授与方針が明確に定められているか。  

 

【観点に係る状況】  

本学の学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）にもとづき、本研究科の学位授与の方

針（ディプロマ・ポリシー）を【資料5-6-1】のとおり定めている。これを本学のホーム

ページで明示、公表している。  

 

【資料5‐6‐1】教育学研究科 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）  

教育学研究科は、学校教育研究専攻 (修士課程）、教育実践高度化専攻（専門職学位課

程）、また共同教科開発学専攻（博士課程）の 3 つの専攻からなり、各専攻においては、

下記に示す資質・能力を身につけている者にそれぞれ、修士 (教育学）、教職修士（専門

職）、博士（教育学）の学位を授与する。  

 

○学校教育研究専攻  

教育に関する高度な専門的力量および見識を備えた学校教員並びに教育事業従事者

の育成を教育目標とし、  社会における学校教育の理念を理解し、教育に関する深い専

門的知識と考え方を身につけること、教科や発達・学習に関する諸問題を論理的に考察

し研究できる能力、及び地域社会が直面する教育課題に実践的に対応できる能力を身

につけている者に修士 (教育学）の学位を授与する。  
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○教育実践高度化専攻  

新しい学校づくりの有力な担い手となる新人教員、及び高度な実践的指導力を備え

た中核的な中堅教員の養成を教育目標とし、理論知と実践知とを融合する新しい知識

体系の構築に取り組み、現代的学校教育課題解決につながる理論的、学術的基礎を備え

て、高度な実践的指導力を身につけている者に教職修士（専門職）の学位を授与する。 

 

○共同教科開発学専攻  

教科開発学の究明を通じて、教科内容の構成原理を明らかにし、教科教育の開発およ

び教育環境の創造、さらに、高等教育機関において、高度な資質を持った教員養成をお

こなうことのできる能力育成を教育目標とし、学校教育が抱える複雑・多様化した諸問

題に対応した高度な教科学と教育環境学を融合した教科開発学の研究者、または専門

職従事者として活動できる能力を身につけている者に博士（教育学）の学位を授与す

る  。  

 

 

【分析結果とその根拠理由】  

本研究科のディプロマ・ポリシーは、静岡大学のビジョンや使命に基づいて、明確に定

めている。今後、これを本学部ホームページ及び学生募集要項で明示、公表し、入試説明

会においても紹介するなど、さまざまな媒体・機会を通じて一層周知を図っていく必要が

ある。 

 

 

観点5-6-②【大学院課程】  成績評価基準が組織として策定され、学生に周知されてお

り、その基準に従って、成績評価、単位認定が適切に実施されているか。  

 

【観点に係る状況】  

成績は「秀」「優」「良」「可」「不可」の５段階の標語と評点をもって判定し、

「可」以上を合格として単位認定している。これらの評価基準（配点は除く）を学生便覧

【資料5-6-2】に明記するとともに、入学時のガイダンスや履修指導時に説明している。

成績返還は、所定の時期に直接学生本人に行っている。  

 

【資料5-6-2】 静岡大学大学院規則に掲載された単位の認定に関する該当箇所（出典：学

生便覧）  

（単位の授与）  

第 15 条  授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。  

２  試験及び成績の評価は、当該授業科目担当教員が行う。  

 

修了認定基準は、【資料5-6-3】に示す「静岡大学大学院教育学研究科規則」第６条に

基づいている。学生便覧に明示することにより、学生に周知している。  

成績評価は各科目ともシラバスに評価方法と基準を明記し、 100 点満点で採点してい
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る。 

主な評価対象はレポート、討論への参加状況、プレゼンテーション等である。それらに

授業への出席状況を加え、到達目標に対応させて総合的に判断している。  

 

【資料5‐6‐3】教育学研究科規則に掲載された課程修了の認定に関する該当箇所  

（出典：学生便覧）  

（課程修了の認定）  

第６条  学校教育研究専攻における課程修了の認定は、当該課程に２年以上在学し、30

単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験

に合格した者について行う。  

２  共同教科開発学専攻における課程の修了認定は、当該課程に３年以上在学し、20 単

位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に

合格した者について行う。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者

については、静岡大学大学院規則第 17 条第２項及び第３項の規定にかかわらず、２

年（標準修業年限が１年以上２年未満の専門職学位課程を修了したものにあっては、

４年から当該１年以上２年未満の期間を減じた期間）以上在学すれば足りるものとす

る。  

３  教育実践高度化専攻における課程の修了の認定は、現職大学院生にあっては、当該

課程に２年以上在学し、48 単位以上を修得し、最終試験に合格した者について行い、

学卒大学院生にあっては、当該課程に２年以上在学し、48 単位以上を修得し、最終試

験に合格したこと及び教育職員普通免許状（専修）の取得に必要な所定の単位数を修

得した者について行う。ただし、２年次のＧＰＡの値が１ .２未満の場合は、課程修了

を認定しない。  

４  前項ただし書の規定により修了できなかった学生は、良に満たない評価を受けた授

業科目について再履修することができる。この場合、ＧＰＡの値の算定は、上位の評

価による。  

 

 

【分析結果とその根拠理由】  

全学的に成績評価基準を策定して学生便覧に明示し、ガイダンス等で説明している。修

了認定基準も学生便覧へ掲載し、ガイダンス等で説明している。これらのことから、教育

の目的に応じた成績評価基準や修了認定基準が組織として策定され、学生に周知されてい

ると判断できる。  

成績評定基準を定めて学生便覧に掲載するとともに、シラバスに評価方法と基準を明記

して成績評価を行っており、適切に実施していると判断できる。  

 

 

観点5-6-③【大学院課程】  成績評価等の客観性、厳格性を担保するための組織的な措置

が講じられているか。 
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【観点に係る状況】  

学生への成績通知後、その内容に異議がある場合には、学生は授業担当教員に申立てを

行う。学生の申立てを受けた授業担当教員は、成績を確認した上で、その結果を学生に伝

える。修正の必要を認めた場合には、授業担当教員が学務係に申し出て成績を修正する。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

成績評価の正確性を担保するために、現在は成績評価に対する学生からの異議申立てを

受けた授業担当教員が、速やかに対応している。しかし、研究科として独自に異議申立て

制度のような措置を講じていないため、早急に取り組むべき課題である。  

 

 

観点5-6-④【大学院課程】  学位授与方針に従って、学位論文に係る評価基準が組織とし

て策定され、学生に周知されており、適切な審査体制の下で、修了認定が適

切に実施されているか。  

 

【観点に係る状況】  

修了要件である修士論文又は特定の課題についての審査は、「静岡大学大学院教育学研

究科規則」の第18 条【資料5-6-4】に基づき、研究科委員会が選出する教授又は准教授３

名以上等で構成する審査委員会を設置し、主査を中心とする審査及び口頭試問による最終

試験を経て合否を判定している。  

修了認定は、修了認定基準【資料 5-6-3】に従い、原則２年以上在学し、 30 単位以上履

修した上で修士論文及び最終試験に合格したものについて、研究科小委員会で審議し、研

究科委員会（研究科教授会）で決定している。 

 

【資料5‐6‐4】 修士論文・博士論文等の審査に関する事項が掲載された学生便覧の該当

箇所（出典：学生便覧）  

（修士論文又は特定の課題についての研究成果の提出）  

第１７条  修士論文又は特定の課題についての研究成果は、研究科委員会の定める単位

数を修得し、かつ、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。  

（修士論文又は特定の課題についての研究成果の審査及び最終試験）  

第１８条  学校教育研究専攻における修士論文又は特定の課題についての研究成果の

審査及び最終試験は、研究科委員会が選出する教授又は准教授３人以上（うち教授１

人以上を含むものとし、特に必要がある場合は、講師又は助教のうち、いずれか１人

を含めることができる。）の委員をもって構成する審査委員会が行い、その合否は、審

査委員会の報告に基づいて研究科委員会が決定する。  

２  学校教育研究専攻における修士論文又は特定の課題についての研究成果の審査に

当たって必要があるときは、研究科委員会の議を経て、他の大学院等の教員等の協力

を得ることができる。  

３  学校教育研究専攻における最終試験は、第２条第１項に規定する所定の単位を修得
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し、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定の課題についての研究成果を提出

した者について行う。  

４  学校教育研究専攻における最終試験は、修士論文又は特定の課題についての研究成

果及びこれらに関連ある授業科目について、口頭又は筆記により行う。  

（博士論文の提出）  

第１９条  博士論文は、研究科委員会の定める単位数を修得又は修得見込みの者で、か

つ、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。  

 

（博士論文の審査及び最終試験）  

第２０条  共同教科開発学専攻における博士論文の審査及び最終試験は、研究科委員会

が選出する教授又は准教授のうちから５人以上で構成する審査委員会が行い、その合

否は、審査委員会の報告に基づいて研究科委員会が決定する。ただし、審査委員には

教授１人以上を含むものとする。  

２  共同教科開発学専攻における博士論文の研究成果の審査に当たって必要があると

きは、審査委員会の議を経て、他の大学院等の教員等の協力を得ることができる。  

３  共同教科開発学専攻における最終試験は、第６条第２項に規定する所定の単位を修

得し、必要な研究指導を受けた上、博士論文についての研究成果を提出した者につい

て行う。  

４  共同教科開発学専攻における最終試験は、博士論文についての研究成果及びこれら

に関連ある授業科目について、口頭又は筆記により行う。  

 

 

【分析結果とその根拠理由】  

修了認定は各専攻の評価基準に則った修士論文及び博士論文の評価を踏まえ、研究科委

員会（研究科教授会）で最終決定しており、適切に実施していると判断できる。  

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点  

 

各専攻ではそれぞれの教育課程に沿って学生教育を行うとともに、学生の研究テーマに

関連の深い教員１名又は２名を指導教員として選任し、修士論文に関する研究指導を行う

指導教員制を導入している。指導教員との協議による主体的な研究テーマの決定、 TAとし

ての活動を通じた能力の育成や教育的機能の訓練等により、研究指導への最適な取組を行

っている。各専攻では、１年次に構想発表会や２年次に中間発表会を開催することによ

り、指導教員以外の教員からも助言や指導を受けられるように配慮している。  

既設の授業に加えて、小学校教員免許取得プログラムを設けている。小学校教員免許を

取得することを目的としたプログラムであり、その履修を許可された者は、静岡大学教育

学部において開設する授業科目のうち、別に定める小学校教員免許の所要資格を得るため

の授業科目を履修することができる。  

単位の実質化に関しては、シラバスに予習・復習に関する事項を明示したり、単位を厳
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格化したりして対応しているが、教員の自主学習指導に対する自覚も含めて、さらに対策

を講じる必要がある。成績評価の正確性を担保するために、異議申立てに関する制度を整

備する必要がある。  
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基準６ 教育の成果 

 

（１）観点ごとの分析  

 

観点6-1-①【学士課程・大学院課程】  各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付

けるべき知識・技能・態度等について、単位修得、進級、卒業（修了）の状

況、資格取得の状況等から、あるいは卒業（学位）論文等の内容・水準から

判断して、学習成果が上がっているか。  

 

【観点に係る状況】  

学生の就学状況や教育の成果を把握できる資料として、以下のものを示してある。  

年次別平均修得単位数（学士課程）：平成 29年度の教養科目と専門科目を合わせた年次

別修得単位数を【資料 6-1-1】に示してある。教員養成課程では２年次の単位修得数が最

も多く、次いで１年次、３年次、４年次の順である。  

 

【資料6‐1‐1】 学部学生年次別平均修得単位数 (出典：学務係資料）  
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年次別平均修得単位数（大学院修士課程）：平成29 年度における学校教育に関する科

目、教科教育に関する科目、専攻教科に関する科目、自由選択科目、特別研究、課題研究

を合わせた年次別平均修得単位数を【資料 6-1-2】に示す。１年次に専修免許取得に必要

な科目を履修する学生が多いため、すべての専修・分野で１年次の修得単位数が多くなっ

ている。  

 

【資料6-1-2】大学院修士課程学生年次別平均修得単位数  (出典：学務係資料） 

 

 

 

学士課程の卒業状況を見ると、平成25～29 年度の５年間、平均して 90％近い学生が標

準修了年限内に卒業している。  

修士課程の修了状況を見ても、平成25～29 年度の５年間、平均して 90%以上の学生が標

準修了年限内に修了している。標準了年限を超えた場合にも、１年以上超過する留年生は

わずかである。  

学部の成績評価の分布を見ると、合格者の割合（秀、優、良、可、認定の合計）は教養

科目、専門科目ともおおむね９割を超え、履修者のほとんどが合格している。成績の内訳

は、「優」の比率が最も高く、「秀」と「優」を合わせると 50％以上を占めている。  

修士課程の成績評価の分布を見ても、成績の内訳は「優」が最も多く、「秀」と「優」

を合わせると 90％以上を占めている。  

教員免許の取得状況（学士課程）：平成 29年度の取得件数を【資料 6-1-3】に示してあ

る。学生の中には卒業要件の２種類免許に加え、さらに異なる教科の免許を取得する学生

もいるため、平均すると３～４種の免許を取得している。免許状取得が卒業要件ではない

新３課程でも、多数の学生が免許を取得した。  

修士課程にあっても、すでに一種教員免許状を取得している学生は、所定の単位を修得

し、かつ本研究科を修了して修士の学位を取得することにより、専修免許状を受ける資格

を取得できる。平成29年度に修了生が取得した専修免許は【資料6-1-4】に示すとおりで

ある。 

  

発達 国語 社会科 数学 理科 音楽 美術 保健体育 技術 家政 英語

教育学 教育 教育 教育 教育 教育 教育 教育 教育 教育 教育

1年次 24.0 23.3 - 29.2 25.1 26.0 23.3 30.4 22.0 - 25.0

2年次 9.0 7.0 12.0 6.8 8.0 8.0 12.7 5.3 4.7 7.0 -

専修

学校組織 教育方法 生徒指導 特別支援

開発領域 開発領域 支援領域 教育領域

1年次 39.9 40.4 39.1 40.0

2年次 19.0 20.6 18.7 14.5

専修
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【資料6‐1‐3】 種類別教員免許の取得件数（平成 29年度、出典：学務係資料）  

平成29年度学部卒業生  

 

 

  

国語 地歴 公民 数学 理科 音楽 美術 保体 工業 家庭 英語 情報 書道
教育実践学 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 6 0 1 0
教育心理学 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
幼児教育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別支援教育 2 6 0 5 1 0 0 0 0 0 5 0 1 28
国語教育 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 1
社会科教育 0 28 15 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
数学教育 0 0 0 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理科教育 1 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音楽教育 0 0 0 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
美術教育 1 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
保健体育教育 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 1 0 0 1
技術教育 0 0 0 1 0 0 0 0 9 1 0 1 0 0
家庭科教育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0
英語教育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0
生涯スポーツ 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
国際理解教育 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
総合科学 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0
消費生活科学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
音楽文化専攻 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
美術・デザイン 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
書文化 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 37 40 15 45 27 26 20 38 9 17 51 3 18 30

特別支援
学校一種専攻専修

高校一種
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【資料6-1-4】 種類別専修教員免許状の取得件数  （平成23 年度、出典：学務係資料）  

平成29年度修士課程修了生  

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】  

学部において、ほとんどの学生が計画的に単位を修得しており、標準修了年限内に卒業

している。成績の内訳は、「優」の比率が最も高く、「秀」と「優」を合わせると 50％以

上を占めている。学校教育教員養成課程では２種類の教員免許の取得が卒業要件である

が、さらに異なる教科の免許を取得する学生もおり、平均すると３～４種の免許状を取得

している。免許状取得が卒業要件ではない新３課程の学生の免許取得件数も多い。新３課

程を中心に各種資格の取得を支援しており、学芸員やスポーツ指導者等の資格を取得する

学生が多い。これらのことより、教育の成果や効果は上がっていると判断できる。  

大学院において、ほとんどの学生が計画的に単位を修得しており、標準年限内に修了し

ている。成績の内訳は「優」が最も多く、「秀」と「優」を合わせると 90％以上を占めて

いる。大学院生による学会等での研究発表数や論文数、音楽の演奏会や美術の作品発表も

国語 地歴 公民 数学 理科 音楽 美術 保体 工業 情報 家庭 英語 書道

学校教育研究専攻 1 3 3 6 12 2 1 2 3 0 2 0 0 0
発達教育学専修 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
国語教育専修 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会科教育専修 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数学教育専修 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理科教育専修 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音楽教育専修 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
美術教育専修 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
保健体育教育専修 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
技術教育専修 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
家政教育専修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
英語教育専修 - - - - - - - - - - - - - -
教育実践高度化専攻 1 1 1 6 3 0 0 4 0 1 0 3 0 1

学校組織開発領域 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
教育方法開発領域 1 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0
生徒指導支援領域 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
特別支援教育領域 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
合計 2 4 4 12 15 2 1 6 3 1 2 3 0 1

特別支援学校

専修専攻専修
高校専修
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多く、これらのことから教育の成果や効果は上がっていると判断できる。  

 

 

観点6-1-②【学士課程・大学院課程】  学習の達成度や満足度に関する学生からの意見聴

取の結果等から判断して、学習成果が上がっているか。  

 

【観点に係る状況】  

平成30年度に、学部在学生全員を対象として『学びの実態調査』を実施し、本学部生は

1年次252名、２年次229人、３年次207人、４年生267人、合計955人から回答を得た。最上

級生である４年生に注目すると、うち「学業・授業内容の満足度」は、「満足」と「やや

満足」を合計して、教養科目 85％、専門科目（講義）75％、専門科目（演習・実験・実

習）87％、という比率であった。大人数の講義科目についてを中心に課題も示唆されると

ころではあるが、満足度は他学部と比較しても総じて高めである。「入学時と比べて高ま

った能力や知識」については、「専門分野や学科の知識」（90％）、「一般的な教養」

（86％）、「分析力や問題解決能力」（82％）、「他の人と協力して物事を遂行する能

力」（82％）、「卒業後に就職するための準備の度合い」（81％）等の項目をはじめ７割

程度以上が肯定的に評価しているが、「外国語の運用能力」（31％）、「異文化の人々と

協力する能力」（45％）は５割を下回った。学部の特性もあるが、課題も散見される。  

同様に、平成30年度に、修士課程大学院在学生全員を対象として『学びの実態調査』を

実施し、本研究科の学生は1年次49人、２年次46人、合計 95人から回答を得た。２年次学

生の「大学院科目の授業実施方法や学習の満足度」は、 92％が肯定的評価であった。反面

で、学習・研究に直接かかわる事項としては「インターネットの使いやすさ」（ 37％）や

「コンピュータの施設や設備」（ 30％）等に否定的な評価も見られた。入学時からの伸び

については「専門分野や学科の知識」（96％）、「分析力や問題解決能力」（93％）、

「批判的に考える能力」（87％）をはじめ評価されているが、やはり「異文化の人々と協

力する能力」（47％）等は低く、教員養成系学部・研究科の同質性が示唆される。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

本学部及び本研究科の在学生の学習の満足度や達成度については、学部における大規模

授業卒業の実施の工夫や外国語・異文化との接触などの課題も示唆されたが、当然ながら

「専門分野に関する知識・技術」や「分析力や問題解決能力」を中心に達成度は高く評価

されており、教育の成果や効果は上がっていると判断できる。  

 

 

観点6-2-①【学士課程・大学院課程】  就職や進学といった卒業（修了）後の進路の状況

等の実績から判断して、学習成果が上がっているか。  

 

平成26～29年度の進路状況を【資料 6-2-1】に示してある。４年間の４課程全卒業者に

占める教員の比率は37.8％（大学院等進学者を除くと42.5％）であり、一般企業就職者に

も塾や予備校などの教育関連産業への就職者が相当数、含まれている。  
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平成26～29 年度の大学院修士課程（学校教育研究専攻）修了生の進路状況を【資料 6-

2-2】に示してある。４年間の全修了者に占める教員の比率は49.2％であり、「その他」

には有職者（現職教員ら）も一定数、含まれている。 

 

【資料6-2-1】 教育学部卒業後の進路状況  （出典：本部企画課情報係資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料6-2-2】修士課程修了後の進路状況  （出典：本部企画課情報係資料）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】  

教育の目的で意図している養成しようとしている人物像等について、学生の進路状況か

ら判断すると、平成26～29年度の４課程全卒業者に占める教員の比率は37.8％（大学院等

進学者を除くと42.5％）、とりわけ直近の平成29年度の４課程全卒業者に占める教員の比

率は42.6％（大学院等進学者を除くと48.3％）であり、教育関連産業等への就職者も多い

ことから、「豊かな人間性と幅広い教養を基礎とする実践的指導力を備えた教育従事者」

の育成は、相当程度達成できていると判断できる。さらに、教育関連産業以外に就職した

卒業生も、その就職先は多種多様であり、幅広い分野に人材を提供していることから、

「社会教育・企業内教育等の分野で活躍することのできる広い視野と多彩な技能・技術を

有する人材」や「今日的かつ学際的な専門性を持ち、幅広い職種・分野の第一線で指導的

役割を果たしうる人材」の育成も、概ね達成してきていると判断できる。これらのことか

ら、本学部の教育の成果や効果は上がっていると評価できる。平成28年度入学者からは学

  平成 26 年度  平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

実数  割 合

（％）  

実数  割 合

（％）  

実数  割 合

（％）  

実数  割 合

（％）  

就

職  

教員  127  30.7 164 40.2 148  37.8 168  42.6 

公務員・一般企業  154  37.2 151  37.0 163  41.7 161  40.9 

進学  44  10.6  44  10.8  46  11.8  46  11.7 

その他  89 21.5  49  12.0  34   8.7  19   4.8 

合  計  414 100.0 408 100.0 391 100.0 394 100.0 

  平成 26 年度  平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

実数  割 合

（％）  

実数  割 合

（％）  

実数  割 合

（％）  

実数  割 合

（％）  

就

職  

教員   20  35.1  20 50.0  23  51.1  25  67.6 

公務員・一般企業  10  17.5  12  30.0  10  22.2   6  16.2 

進学  4   7.0   1   2.5   1   2.2   2   5.4 

その他  23 40.4   7  17.5  11  24.5   4  10.8 

合  計   57 100.0 40 100.0  45 100.0 37 100.0 
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校教育教員養成課程のみの構成となり、今後は学校教員をより多く輩出することが求めら

れる。 

また、教育の目的で意図して養成しようとしている人物像等について、学生の進路状況

から判断すると、平成 26～29年度の全修了者に占める教員の比率は 49.2％、とりわけ直近

の平成29年度の修了生の進路状況から判断すると、全修了者に占める教員の比率は67.6％

と高い水準にある。さらに、上記比率の分母にのみ含まれる現職研修教員等も加味する

と、「教育に関する高度な専門的力量と見識を備えた学校教員及び教育事業従事者」の育

成は、概ね達成できていると判断できる。これらのことから、本研究科の教育の成果や効

果は、上がっていると評価できる。  

 

 

観点6-2-②【学士課程・大学院課程】  卒業（修了）生や、就職先等の関係者からの意見

聴取の結果から判断して、学習成果が上がっているか。  

 

【観点に係る状況】  

平成30年度に、平成27年度学部卒業生（卒業後３年経過）を対象として、『静岡大学に

関するアンケート』を実施し、全学部240人、教育学部60人から回答を得た。うち「学業

の達成度について」について、「とても身についた」と「やや身についた」を合わせたプ

ラス評価が多い項目としては、「チームワーク」（91.7％）、「専門分野に関する知識・

技術」（90.0％）、「コミュニケーション能力」（ 88.3％）、「幅広い教養と基礎学力」

（80.0％）があった。それらの項目が卒業後に役に立っている度合いについて、「十分役

に立っている」と「ある程度役に立っている」を合わせたプラス評価が多い項目として

も、「チームワーク」（83.3％）、「コミュニケーション能力」（ 81.7％）、「専門分野

に関する知識・技術」（ 80.0％）と、ほぼ一致していた。そのほか大半の事項について達

成度、役立ち度とも７割を超えているが、「初修外国語の基礎知識」、「英語の能力」、

「国際的視野」は達成度、役立ち度とも４割以下となっていた。  

同様に、平成 30年度に、平成27年度大学院修了生（卒業後３年経過）を対象として、

『静岡大学に関するアンケート』を実施し、全研究科156人、教育学研究科修士課程 16人

から回答を得た。うち「学業の達成度について」について、「とても身についた」と「や

や身についた」を合わせたプラス評価が多い項目としては、「チームワーク」

（100.0％）、「専門分野に関する知識・技術」（ 93.8％）、「高度な専門的知識と研究

能力」（93.8％）等があった。それらの項目が卒業後に役に立っている度合いについて、

「十分役に立っている」と「ある程度役に立っている」を合わせたプラス評価が多い項目

として、「チームワーク」（93.8％）のほか、「コミュニケーション能力」（ 87.5％）、

「ICT活用能力」（87.5％）等も挙がっていた。学部卒業生よりも多く項目で７割を超え

る達成度、役立ち度を示しているが、「外国語の能力」や「国際的視野」では４割前後と

低い傾向が見られた。  

さらに、同じく平成30年度に、就職先の関係者を対象とした『静岡大学卒業生（大学院

修了生）に関するアンケート調査』を実施した。調査対象は、過去５年間に２名以上の卒

業生・修了生を受け入れた教育機関（静岡県内の小・中学校長）及び一般企業であり、教
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育機関の回答数は全学部55（学部別は問わず）、全研究科 41（研究科別は問わず）、一般

企業の回答数は全学部 850のうち本学部は100、全研究科280のうち本研究科修士課程は9で

あった。また、学部４年生の保護者全員（回答数は全学部 995のうち本学部188）、過去３

年間に志願数６人以上（県内は10人以上）を出した高等学校（回答数は全学部で回答数は

353：学部別は問わず）であった。これらのうち、学部卒業生を受け入れた教育機関向け

のアンケート用紙を【別添資料 6-1】に挙げておいた。主に卒業生・修了生と、就職先で

ある一般企業と教育機関からの評価を以下に示してある。  

本学部卒業生からの評価：卒業生に「学生生活を通じて身につけることができたと思う

能力」をたずねところ、「とても身についた」と「やや身についた」を合わせたプラス評

価が高かったのは、「チームワーク」（ 86.5％）「専門分野に関する知識・技術」

（85.4％）「コミュニケーション能力」（ 84.2％）であった。一方、「英語の能力」

（20.3％）「初修外国語の基礎知識」（ 24.7％）の習得度は低く、ともに「全く習得でき

なかった」の割合が高かった。さらに、「国際的視野」（ 37.1％）もそれほど身につかな

かったことが分かる。  

さらに、「静岡大学で学んだことや経験が役に立っていると感じること」をたずねたと

ころ、13 項目中9 項目で「十分役に立っている」と「ある程度役に立っている」を合わ

せたプラス評価が50％以上である一方、習得度と同様に「初修外国語の基礎知識」で「全

く役に立っていない」の割合が最も高かった。  

同様に修了生においても、『静岡大学に関するアンケート調査』を実施した。調査対象

は修了３年目と５年目の修了生全員（回答数 38）、過去５年間に２名以上の卒業生・修了

生を受け入れた教育機関（静岡県内の小・中学校長宛）及び一般企業（教育機関の回答数

10、一般企業の回答数２）である。修了生からの評価、就職先等からの評価として教育機

関と一般企業からの評価を以下に示してある。  

本研究科修了生からの評価：修了生に「学生生活を通じて身につけることができた思う

能力」をたずねたところ、「とても身についた」と「やや身についた」を合わせたプラス

評価が高かったのは、「専門分野に関する知識・技術」（ 94.7％）「幅広い教養と基礎学

力」（92.1％）「コミュニケーション能力」（ 92.1％）であった。一方で「英語の能力」

は最も低く、「全く身につかなかった」が 31.6％、「あまり身につかなかった」が 42.1％

と、身につかなかったことが窺える。同様に「国際的視野」も低く、「全く身につかなか

った」が18.4％、「あまり身につかなかった」が 50.0％を占める。  

さらに、「静岡大学で学んだことや経験が役に立っていると感じること」をたずねたと

ころ、14 項目中11 項目で「十分役に立っている」と「ある程度役に立っている」を合わ

せたプラス評価が60％以上である一方、習得度と同様に「英語の能力」で、「あまり役に

立っていない」が42.1％、「全く役に立っていない」が 18.4％と、その割合が最も高かっ

た。 

全学部卒業生（本学部卒業生が多いと思われる）に対する教育機関からの評価：卒業生

を採用した勤務校が「職務を遂行していく中で、重要と思われる能力」について「非常に

重要である」と回答した割合の高いものは、「チームワーク」（ 94.5％）、「コミュニケ

ーション能力」（85.5％）、「専門分野に関する知識・技術」（ 65.5％）、「幅広い教養

と基礎学力」（56.4％）、「課題発見／分析／解決能力」」 54.5％）の順であった。一
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方、卒業生がそれらの能力を「身につけた程度」「習得度」をたずねたところ、「十分習

得していた」と「ある程度は習得していた」を合わせたプラス評価が高いのは、「チーム

ワーク」（90.9％）、「専門分野に関する知識・技術」（ 89.1％）、「幅広い教養と基礎

学力」（89.1％）、「コミュニケーション能力」（ 78.2％）と、上記の重要度とほど一致

していたのに加え、「 ICT活用能力」（78.2％）が高かった【資料6-2-1】。 

さらに、教職に特化した内容として「学校教育などに関する能力の習得度」をたずねた

ところ、「教員としての使命感及び熱意」は、「十分習得していた」と「ある程度は習得

していた」を合わせたプラス評価が 90.9％と、最も高い。同様に、「学習指導の能力」、

「子どもを理解する能力」もプラス評価７割を超え、入職後の経験の非常が高いと思われ

る「マネジメント能力」（51.0％）に課題が見いだされるものの、教職に関する能力や資

質の育成は相当程度達成されていると評価された【資料6-2-2】。 

勤務校の卒業生に対する「総合的な満足度」は、「非常に満足」は 18.9％、「概ね満

足」が59.5％と、プラス評価が78.4％であった。  

全研究科修了生（本研究科修了生が多いと思われる）に対する教育機関からの評価：修

了生を採用した勤務校が「職務を遂行していく中で重要と思われる能力」について「非常

に重要である」と回答した割合の高いものは、「専門分野に関する知識・技術」

（80.0％）「コミュニケーション能力」（ 80.0％）「チームワーク」（ 70.0％）である。

一方、修了生の「職務を遂行する中で重要であると思われる能力の習得度」についてたず

ねたところ、「十分習得していた」と「ある程度は習得していた」を合わせたプラス評価

が高いのは、「専門分野に関する知識・技術」（ 80.0％）「幅広い教養と基礎学力」

（80%）「コミュニケーション能力」（ 80.0％）などであった【資料6-2-3】。 

さらに、教職に特化した内容として「学校教育などに関する能力の習得度」をたずねた

ところ、「教員としての使命感及び熱意」は、「十分習得していた」と「ある程度は習得

していた」を合わせたプラス評価が 80.0％と、最も高い。「学習指導の能力」「子どもを

理解する能力」もプラス評価が教職に関する能力や資質の育成は概ね達成されていると評

価された【資料6-2-4】。  

勤務校の卒業生に対する「総合的な満足度」は、「非常に満足」は 20％、「概ね満足」

が50％と、プラス評価が70％であった。  

卒業生に対する一般企業からの評価：卒業生を採用した企業が「職務を遂行する中で重

要と思われる能力」について「非常に重要である」と回答した割合が高いものは、「コミ

ュニケーション能力」（ 77.9％）「チームワーク」（ 69.1％）「問題発見／分析／解決

能力」（45.6％）の順であった。一方、卒業生の「職務を遂行する中で重要であると思わ

れる能力の習得度」をたずねたところ「十分習得していた」と「ある程度は習得してい

た」を合わせたプラス評価が高いのは、「幅広い教養と基礎学力」（ 88.2％）「チームワ

ーク」（86.8％）「コミュニケーション能力」（ 85.3％）であった。 

採用企業の卒業生に対する「総合的な満足度」は、「非常に満足」が 23.5％、「概ね満

足」が70.6％と、プラス評価が94.1％と高いことが分かる。  
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【資料6-2-1】 職務を遂行する中で重要であると思われる能力の習得度（卒業生の勤務

校）（回答数 55） （出典：『静岡大学卒業生に関するアンケート』） 

 

 

 

【資料6-2-2】 学校教育に関する能力の習得度  （卒業生の勤務校）（回答数55） 

 （出典：『静岡大学卒業生に関するアンケート』） 
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【資料6-2-3】 職務を遂行する中で重要であると思われる能力の習得度  （修了生の勤務

校）（回答数 41） 

 （出典：『静岡大学大学院修了生に関するアンケート』） 

 

 

【資料6-2-4】 学校教育に関する能力の習得度  （修了生の勤務校）（回答数 41） 

 （出典：『静岡大学大学院修了生に関するアンケート』） 
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修了生に対する一般企業からの評価：回答数が４件と少ないため正確な分析は困難であ

るが、修了生を採用した一般企業が「職務を遂行する中で重要と思われる能力」につい

て、全社が「非常に重要である」と回答したのは、「課題発見／分析／解決能力」「コミ

ュニケーション能力」「チームワーク」であった。一方、修了生の「職務を遂行する中で

重要であると思われる能力の習得度」を尋ねたところ、「コミュニケーション能力」と

「チームワーク」については「十分習得していた」とのプラス評価であった。  

採用企業の修了生に対する「総合的な満足度」では、「非常に満足」が 50％、「概ねや

満足」が50％のプラス評価であった。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

卒業生を対象としたアンケート調査では、「チームワーク」「専門分野に関する知識・

技術」「コミュニケーション能力」に関する習得度が高いと評価された。これらの能力

は、卒業生を採用した教育機関と一般企業のアンケート調査においても、業務遂行におけ

る重要度が比較的高いとされた。また、卒業生に対する「総合的な満足度」のプラス評価

は教育機関が 78.4％、一般企業が94.1％で、いずれも高かった。これらの結果から、本学

部の教育の成果や効果は上がっていると判断できる。  

修了生を対象としたアンケート調査では、「専門分野に関する知識・技術」や「幅広い

教養と基礎学力」に関する習得度が高いと評価された。これらの能力は、修了生を採用し

た教育機関へのアンケート調査においても、業務遂行における重要度が比較的高いとされ

た。 

また、修了生に対する「総合的な満足度」のプラス評価は教育機関が 70％、一般企業は

100％で、いずれも高かった。数としては少ないが、これらの結果から、本研究科の教育

の成果や効果は、概ね上がっていると判断できる。  

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点  

 

本学部において、90％以上の学生が標準修了年限内に卒業しており、免許・資格の取得

件数も多い。全卒業者に占める教員・教育従事者の比率が高く、半数程度以上が教育関連

の職業に就いている。卒業生は「チームワーク」「専門分野に関する知識・技術」「コミ

ュニケーション能力」の習得度が高く、これらは卒業生の就職先からも比較的重要度が高

いとされた能力である。また、卒業生の就職先からは、総合的な満足度に対してプラス評

価が得られている。一方で、「英語の能力」や「初修外国語の基礎知識」の習得度及び役

立ち度が低めに自己評価されていることから、外国語教育の見直しや改善が求められる。  

本研究科（修士課程・学校教育研究専攻）においても、９割以上の学生が標準修了年限

内に卒業しており、免許取得件数も多い。全修了者に占める教員・教育従事者の比率も高

く、半数を超える者が教育関連の職業に就いている。修了生の「専門分野に関する知識・

技術」「幅広い教養と基礎学力」「コミュニケーション能力」の習得度が高く、これらは

修了生が就職した教育機関からも比較的重要度が高いとされた能力である。また修了生の

就職先からは、総合的な満足度に対して概ねプラス評価が得られている。一方で、やはり
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「英語の能力」や「国際的視野」の習得度及び役立ち度が低く自己評価されていることか

ら、英語を含めた国際理解教育の見直しや改善が求められる。 

本学部卒業者の進路状況において、平成26～29年度の４課程全卒業者に占める教員の比

率は37.8％（大学院等進学者を除くと42.5％）、とりわけ直近の平成29年度の４課程全卒

業者に占める教員の比率は42.6％（大学院等進学者を除くと48.3％）であり、教育関連産

業等への就職者も多いが、さらに比率を上げるための工夫が必要である。教員養成カリキ

ュラムの改革をいっそう進めるとともに、卒業生や就職先からの意見聴取を定期的に行

い、学部の教育に反映するシステムを構築する必要がある。  

また、本研究科の進路状況において、平成 26～29年度の全修了者に占める教員の比率は

49.2％、とりわけ直近の平成29年度の全修了者に占める教員の比率は67.6％と高い水準に

あり、上記比率の分母にのみ含まれる現職研修教員等も加味すると高い水準にあると評価

し得るが、さらに教員就職率を上げるための工夫が必要である。また、修了生や就職先か

らの意見聴取を定期的に行い、教職大学院への以降も視野に入れながら研究科の教育改革

を進める必要がある。  



  教育学部・教育学研究科 基準７ 

- 70 - 

 

基準７ 施設・設備及び学生支援 

 

（１）観点ごとの分析  

 

観点7-1-①【学士課程・大学院課程】  教育研究活動を展開する上で必要な施設・設備が

整備され、有効に活用されているか。  

 

【観点に係る状況】  

本学部は、【別添資料 7-1】で示すＡ～Ｇの７棟を中心に、研究室、実験室、実習室、

演習室を設置している。これらのうち、主に学部生を対象とした授業で共用する講義室と

演習室は【資料7-1-1】のとおりである。講義室にはスクリーンを備え、約半数の部屋に

はAV 設備と情報コンセントを設置している。これらの部屋の利用率は、平均５割であ

る。 

本学部・研究科の各専攻・専修に属する教室には、実験室、実習室、演習室（主にゼミ

など少人数授業用）のほか、特定用途のものとして電算機教室、製図室、アトリエやピア

ノ個人練習室等がある。自然観察実習地は学部共用で、栽培のほか理科の観察・実習に使

用している。運動場や体育館は静岡キャンパス共用で、種目に応じた種類が設置されてい

る【資料7‐1‐1】。 

 

【資料7‐1‐1】 教育・研究に関わる特定用途の施設数 (出典：学生便覧）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生用として学生控室やサークル用施設を用意しているほか、講義棟の空きスペース３

箇所に会議用テーブルや長椅子を置き、このうち１箇所には情報コンセントを設置して、

情報ネットワーク利用の便宜を図っている。図書は附属図書館本館で管理している。専

攻・専修が設置している図書室や資料室、あるいは研究室配備の図書もあるが、登録され

た図書類は本館で一元管理している。  

校舎のバリアフリー化を目指すものとして、障害者対応のトイレとスロープがある。  

本学部の教育研究に必要な教室や施設は揃っているが、『「大学生活・学習」に関する

アンケート』で、施設・設備についての要望の中で、学生からはインターネット接続の環

境をより進めて欲しいことや自習スペースを増やしてほしいといった意見があった。  

また、大学院生からは、研究に必要な道具や整備の充実、バリアフリーへの配慮などの

施設名

電算機室

電算機教室

ＬＬ教室

製図室

アトリエ

個人練習室

自然観察実習地
(林地、圃場、温室）

運動場

体育館

所属および数

共用３

英語１

社会１

音楽４８

技術１

保健体育５

保健体育２

社会１、数学１、理科１、音楽１、

美術１２
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意見があった。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

施設･設備は教育研究の目的に応じて、基本的には必要な整備と有効活用がなされ、バ

リアフリー化についても配慮されているが、多くの学部生が満足する水準には至っていな

い。 

アンケート調査の結果、学部生と大学院生ともにさらなる改善を求めていることから、

講義室・実験室の整備、自習スペースやラウンジの整備、施設のバリアフリー化等のハー

ド面及び情報処理・IT 関係では主にハード面と運用面で、一層の改善を要する。  

 

 

観点7-1-②【学士課程・大学院課程】  教育研究活動を展開する上で必要なＩＣＴ環境が

整備され、有効に活用されているか。  

 

【観点に係る状況】  

情報ネットワークは全学的に整備され、全教職員・学生に広く利用されている。本学部

ではネットワーク管理委員会が中心となって、ネットワーク利用環境の整備を行ってい

る。 

有線／無線LAN ケーブルは学部全体に行き渡り、授業において、講義室の大半で利用で

きる環境が整っている。また、全講義室にプロジェクター、マイク、スピーカーが設備さ

れており、教員が講義で適切に利用できる環境が整っている。小中高等学校で導入されて

いるのと同等の電子黒板やタブレット端末を導入し、学部や大学院の ICT をいかに活用す

るかについての授業で活用している。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

本学部では、ネットワーク管理委員会が中心となり、学部の事情に適した整備・運営を

行っている。学生の利便性にも配慮し、講義室・教室や渡り廊下に無線 LAN が設置されて

おり、教育研究活動において有効に利用されている。 G103 とL101（教職支援室）に電子

黒板が、L101にタブレット端末が20 台配置されており、教育研究活動において有効に利

用されている。  

また、現在の小中高等学校における ICT 環境の状況を鑑み、適切に学校教育で活用・指

導できるよう、電子黒板、実物投影機及びタブレットPC を教員・学生が気軽に利用でき

る体制が整っている。しかし、学部・研究科在学生からは、さらなる環境整備を求める声

があがっており、さらなる改善が必要である。  

 

 

観点７-１-③【学士課程・大学院課程】 自主的学習環境が十分に整備され、効果的に利

用されているか。 

 

【観点に係る状況】  
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本学部の建物内には、学生用として学生控室やサークル用施設を用意しているほか、講

義棟の空きスペース３箇所に会議用テーブルと長椅子を置き、このうち１箇所には情報コ

ンセントを設置して、情報ネットワーク利用の便宜を図っている。  

また、平成25 年度末から教職支援室の運用が開始された。同室は、学校管理職等を経

験した特任教員らに教員採用・入職に向けた指導を受けるとともに、学生が必要なリソー

スを共有し、自主学習を積むスペースとして機能している。  

さらに、平成 29年度には本学部の学生の保護者から構成される学生後援会の財政的なご

支援をいただき、学生のためのリフレッシュ・ルームを新設する計画が進められている。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

教職支援室は、自主的学習環境となるフリースペースとしての機能を合わせ持ち、学生

が幅広く授業実践に関する交流や情報交換を行う場として、各教科の教材、教科書・指導

書、学習指導要領などの書籍、教職関連の月刊誌などを置いている。電子黒板やプレゼン

テーション用の液晶プロジェクターなども備えられている。 

 

 

観点7-2-①【学士課程・大学院課程】  授業科目、専門、専攻の選択の際のガイダンスが

適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】  

教育課程や履修手続きに関するガイダンスの詳細は、各委員会で検討し決定している。  

ガイダンスは、年度当初に学年及び新入生ごとに、ほぼ１日をかけて実施している。教

務・入試委員会は授業時間割と授業科目等に関する内容を、学生・キャリアサポート委員

会は学生生活と就職に関する内容を、教育実習委員会は教育実習に関する内容を、介護等

体験実施委員会は介護等体験に関する内容を担当している。また、教員免許の取得方法に

関するガイダンスは、該当する教室から担当教員を出して、学生からの相談に応じる相談

会を開催している。さらに、各教室は各専攻・専修に関するガイダンスにおいて、学生プ

ロフィールの作成、日常生活の諸注意、各学年の専門授業、取得できる資格、研究室につ

いて等きめ細やかな指導を行っている。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

本学部のカリキュラムは課程及び専攻・専修ごとに編成が異なり、さらに取得を希望す

る教員免許や資格の種類に応じて変化する為、複雑化している。専攻等別ガイダンスにお

いて、各教室は履修単位や免許の取得に間違いや遺漏が生じないようにするため、きめ細

やかな指導を行っている。また、年度当初に組織的なガイダンスや相談会を実施するほ

か、学務係の窓口で常時相談に応じるなど、適切な指導を実施している。  

 

 

観点7-2-②【学士課程・大学院課程】  学習支援に関する学生のニーズが適切に把握され

ており、学習相談、助言、支援が適切に行われているか。  
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また、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への学習支援を適切に

行うことのできる状況にあり、必要に応じて学習支援が行われているか。  

 

【観点に係る状況】  

教職支援室には特任教員を配置し、学生の就職支援及びアドバイス、学生・卒業生に対

する教育相談、教員養成に関るイベント等の企画などを行う。模擬授業などができる教室

スペース、また相談室及び自主的学習の場となるフリースペースを設けている。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

教職支援室によって、学生が幅広く授業実践に関する交流、情報交換を行えるような支

援体制が築かれた。同窓会と連携して学生の就職に関する相談や卒業後間もない若い教員

の様々な相談に応じるための窓口ともなっている。 

 

 

観点7-2-③【学士課程・大学院課程】  学生の部活動や自治会活動等の課外活動が円滑に

行われるよう支援が適切に行われているか。  

 

【観点に係る状況】  

本学では公認の文化系サークル 42 団体と、運動部62 団体及びボランテｲア系サークル

10 団体が活動している。本学部生も多くの学生が自己の可能性を求め、健全な心身の育

成をめざし活動している。しかし、活動している本学部生は、大学の課外活動への支援は

行われていないと考えている学生が最も多く、改善を求めている学生も多い。改善の要望

はウエイトトレーニング場の改善、野球場等の運動施設の改善である。大学の課外活動に

関する経費は年間約700 万円の予算であり、適切な支援は出来ない予算額である。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

課外活動に関する支援は、大学と学生団体が懇談会を持つことによりニーズを把握しな

がら平等に行われている。しかしながら、大学からの課外活動に関する経費があまりにも

少ないことから、適切な支援を行うことは難しい。  

 

 

観点7-2-④【学士課程・大学院課程】  生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握さ

れており、生活、健康、就職等進路、各種ハラスメント等に関する相談・助

言体制が整備され、適切に行われているか。また、特別な支援を行うことが

必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことのできる状況にあ

り、必要に応じて生活支援等が行われているか。  

 

【観点に係る状況】  

学生の学習環境や学生生活に関する相談については、学内に「何でも相談窓口」、「学

生相談室」を設けて対応している。本専攻の所在地である静岡キャンパスの「学生相談
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室」には、相談員として学内の教員５名と、非常勤のカウンセラー２名を配置している。

相談方法も、直接の面談に加え、電話相談にも応じている。  

また、学生のメンタルヘルス支援システムについては、静岡大学保健センターを中心に

対応に当たっている。精神科医１名とカウンセラー１名が学生へのカウンセリングを行

う。利用方法は、静岡大学保健センターホームページにおいて公開されている。  

学生へのハラスメント防止対策としては、入学直後の新入生ガイダンスで、教育学部の

ハラスメント防止委員会によるガイダンスの時間を設けている。大学としては「静岡大学

におけるハラスメントの防止等に関する規程」を定め、健全で快適な教育研究環境を整備

し維持することを努力している。相談体制としては、先述の「何でも相談窓口」、「学生

相談室」に加え、静岡キャンパス内の教職員 15 名のハラスメント相談員を配置して対応

している。全学組織のハラスメント防止対策委員会により、ハラスメント啓発リーフレッ

トが作成されている、【資料 7-2-1】。こうした情報については、静岡大学のホームペー

ジに公開されており、広く周知を図っている。  

キャリア支援の体制については、学内に就職資料情報室を設け、６名のキャリアカウン

セラーを配置して対応している。また、教育学部には学生・キャリアサポート委員会が存

在し、同委員会が教員志望者に向けての様々なサポート（例：学部４年生と修士１・２年

生を対象とした、同窓会講師による直前模擬面接指導）を行っている。  

以上のような全学的あるいは学部独自の学生支援システムが確立していることに加え、

本学部では４月の入学時点でガイダンス資料を配布し、教務関係の事項や学校における実

習、本学部での生活上の注意事項などに関する説明を行っている。  

 

【資料7‐2‐1】 ハラスメントパンフレット  
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【分析結果とその根拠理由】  

学生が在学期間中に本学部の課程の履修に専念できるよう、静岡大学として、教育学

部・教育学研究科として、各種相談・支援体制を構築し、それを広く学生に周知してきて

いる。 

 

 

観点7-2-⑤【学士課程・大学院課程】  学生に対する経済面の援助が適切に行われている

か。 

 

【観点に係る状況】 

本大学の学部生、大学院生への経済的支援に関しては、日本学生支援機構奨学金その他

の制度による奨学金並びに入学料、授業料の免除及び徴収猶予の制度によっている。これ  

らの制度を学部生、大学院生に周知を図るべく、静岡大学ホームページ上に情報を掲載し

ている。  

授業料免除及び徴収猶予の制度については、「静岡大学授業料免除及び徴収猶予の取扱

いに関する規則」を定め、授業料と入学料のいずれについても、全学免除か半額免除、支

払いの猶予が可能となっている。こうした情報についても、静岡大学ホームページ、掲示

物、印刷物、学生便覧の媒体を活用し、周知を行っている。過去５年間、授業料免除の適

用を受けている学部生・大学院生を【資料 7-2-2】及び【資料7-2-3】に示してある。  

 

【資料7‐2‐2】 授業料免除の実施状況 （学部生） （出典：学務係資料）  

 

 

【資料7‐2‐3】 授業料免除の実施状況 （大学院生） （出典：学務係資料）  
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また、学部生、大学院生には日本学生支援機構の奨学金の貸与を受ける者が多く、平成

29年度に、本学部１年次生104人、２年次生96人、３年次生145人、４年次生136人で総計

481人、本研究科修士課程１年次 12生人、２年次生15人で総計27人、博士課程でも３年次

生1人が、第一種・第二種などの同機構奨学金の貸与を受けている。そのほか、地方公共

団体や教育委員会、民間企業・財団が運営している奨学金の受給例も少なくない。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

学生への経済的支援については、入学料と授業料の支払い猶予及び全学・半額免除とい

う条件整備を行ってきている。奨学金についても日本学生支援機構奨学金をはじめとした

既存の制度を学生に効果的に活用してもらうべく広報や対応等を実施していることから、

本基準を達成していると判断する。  

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点  

 

多くの講義室はAV やLAN の装備を有し、その他の教室類や授業･研究を行うための施設

類を合わせて、全体として教育研究組織の運営及び教育課程の実現に必要な種類と数が揃

っている。  

本学部として教室等施設の種類と数には不足はないものの、講義室・実験室の整備、自

習スペースやラウンジの整備面では不十分な部分もある。教育学部 L 棟１階に開設された

教職支援室は、教員採用・入職支援、自主的学習環境、授業実践に関する交流や情報交換

などが行われる場として機能してきた。より高度化を図りたい。 
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基準８ 内部質保証システム 

 

（１）観点ごとの分析  

 

観点8-1-①【学士課程・大学院課程】  教育の取組状況や大学の教育を通じて学生が身に

付けた学習成果について、教育の目的等と照らした自己点検・評価を実施

し、教育の質を保証するとともに、教育の質の改善・向上を図るための体制

が整備され、機能しているか。  

なお、自己点検・評価は、在学生、卒業（修了）生、就職先等への意見聴  

取等を踏まえ実施しているか。  

 

【観点に係る状況】  

教育に関する活動実態を把握する組織として、教務・入試委員会を中心に、教育実習委

員会、介護等体験実施委員会、教職入門実施委員会、教育学部博物館実習委員会がある。  

これらの委員会と学務係が連携し、卒業・留年や単位認定、留学、教育実習、介護等体験

実習、教員免許・各種資格取得、進路等に関するデータを収集し、資料を作成して蓄積し

ている。卒業研究は指導教員が保管している。  

全学FD 委員会が所掌する授業アンケートを、１学期に１回実施している。アンケート

の統計処理結果と学生の自由記述欄のコピーを教員に返却し、教員は報告書（『アンケー

ト結果に応えて』）を作成して、学生に回答する体制を取っている。報告書は Web 上（学

内限定）でも公開している。  

平成30年度に学部生、大学院生を対象として『「大学生活・学習」に関するアンケー

ト』を実施し、「教育内容・環境」に関する総合的な満足度を調査した。その結果、本学

部・研究科の学生は総合的な満足度が、概ね肯定的ではあるものの、一部は否定的にも評

価されていることがわかった。 

学部４年生のアンケートにおいて、「授業の全体的な質」は肯定的60％、否定的 11％、

「教員と話をする機会」は肯定的60％、否定的6％、「学習支援や個別の学習指導」は肯

定的40％、否定的8％であるのに対し、「インターネットの使いやすさ」は肯定的31％、

否定的41％、「レクリエーション施設」は肯定的18％、否定的26％となっている。  

一方、大学院２年生のアンケートにおいて、総合的に見た「教育内容」は肯定的68％、

否定的10％、「学生生活支援」は肯定的45％、否定的16％、であるのに対し、「キャンパ

ス・設備」は肯定的20％、否定的54％となっている。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

教務・入試委員会を中心とし、それぞれの委員会と学務係が連携して教育の状況につい

て把握できるデータや資料を適切に収集し、蓄積している。  

また、全学及び学部の FD 委員会、全学評価会議を中心として、授業アンケートや

『「大学生活・学習」に関するアンケート』の実施に加え、 FD 討論会や学長懇談会の開

催、オピニオン・ボックスの設置等を行っている。授業アンケートの結果を受けて改善点

に取り組もうとする風土は定着しつつあり、定期的な授業評価の実施と、評価結果に基づ
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く教員の自己点検・評価が適切に機能している。『「大学生活・学習」に関するアンケー

ト』の調査結果より、改善が必要な事項については「改善計画書」を作成して対応してい

る。 

 

 

観点8-1-②【学士課程・大学院課程】  自己点検・評価の結果について、外部者（当該大

学の教職員以外の者）による検証が実施されているか。  

また、自己点検・評価及び外部者による検証結果に対し、教育の質の向上、

改善のための取組が行われ、教育課程の見直し等の具体的かつ継続的な方策 

が講じられているか。 

 

【観点に係る状況】  

平成30年度に卒業３年目の卒業生全員（回答数 60）と修了３年目の修了生全員（回答数

16）、過去５年間に２名以上の卒業生・修了生を受け入れた教育機関（回答数 37）と一般

企業（回答数 68）を対象として、『静岡大学に関するアンケート調査』を実施した。  

同様に、平成 30年度に過去５年間に２名以上の卒業生・修了生を受け入れた教育機関

（回答数55）と一般企業（回答数100）を対象として、『静岡大学に関するアンケート調

査』を実施した。  

また、教育の質の向上・改善のための取組として、教務・入試委員会と FD 委員会を中

心に、全教員にシラバスの作成を義務付け、授業期間中に学生による授業評価を実施し、

授業終了後に教員から授業評価に対する報告書を提出させている。  

教育課程の見直しについては、社会的要請と学生や学外者からの意見や評価等を踏ま

え、各専攻・専修、講座・教室代表者会、教務・入試委員会、教員養成カリキュラム委員

会等が連携し、継続的に行っている。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

学外者からの意見の反映については、全学評価会議が中心となり、卒業生や卒業生を受

け入れた就職先から本学部の教育状況に対する意見や評価を得て、それらを学部の業務改

善や自己点検・評価に反映させる体制を整備している。  

また、教育の状況に関する評価結果を Web 上（学内限定）で公表し、大学関係者にフィ

ードバックしている。教育課程の見直しや教員組織の構成については、学生や学外者の意

見や評価を踏まえ、教務・入試委員会や教授会で継続して検討する体制にある。全学評価

会議が中心となり、大学生活・学習に関する自己点検・評価に関する循環システムを立ち

上げ、全学的な改善を推進している。  

 

 

観点8-1-③【学士課程・大学院課程】  学部・研究科等の構成員（学生及び教職員）の意

見の聴取が行われており、教育の質の改善・向上に向けて具体的かつ継続的

に適切な形で活かされているか。  
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【観点に係る状況】  

教育の質の向上・改善のための取組として、教務・入試委員会と FD 委員会を中心に、

全教員にシラバスの作成を義務付け、授業期間中に学生による授業評価を実施し、授業終

了後に教員から授業評価に対する報告書を提出させている。  

教育課程の見直しについては、社会的要請と学生や学外者からの意見や評価等を踏まえ、

各専攻・専修、講座・教室代表者会、教務・入試委員会、教員養成カリキュラム委員会等

が連携し、継続的に行っている。  

また、教員は授業アンケートの結果に基づき、報告書（『アンケート結果に応えて』）

を作成して提出するとともに、評価の対象となっている発声、板書、教材の使用法、テー

マ設定、時間の厳守、授業の進度、学生の反応の確認、公平性、質問・相談への対応、学

習環境の適正化、シラバスの内容の反映、難易度等について、さらなる改善に向けて継続

的に努力している。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

教育の状況に関する評価結果を Web 上（学内限定）で公表し、大学関係者にフィードバ

ックしている。教育課程の見直しや教員組織の構成については、学生や学外者の意見や評

価を踏まえ、教務・入試委員会や教授会で継続して検討する体制にある。全学評価会議が

中心となり、大学生活・学習に関する自己点検・評価に関する循環システムを立ち上げ、

全学的な改善を推進している。  

また、教員はシラバスの作成に始まり、授業アンケートの結果に対する報告書の提出、

評価結果に基づく改善の実施という一連のシステムにおいて、教育の質の向上を図る努力

をしている。  

 

 

観点8-2-①【学士課程・大学院課程】  ファカルティ・ディベロップメント（ FD）が適切

に実施され、組織として教育の質の向上や授業の改善に結び付いているか。  

 

【観点に係る状況】  

本学部のFD 委員会を中心に、学生や教職員のニーズをくみ上げる取組や、情報提供の

システムが整備されている。『教育学部 FD 活動報告書』として刊行し、活動の成果を公

表している  

 

【分析結果とその根拠理由】  

シラバスの作成、授業アンケート、 FD 研修会、新任教員研修プログラム、『教育学部

FD活動報告書』の刊行等により、教育の質の向上を図るための活動を、組織として適切な

方法で行っている。  

また、全学的及び学部内の FD 活動を通して、教育の質の向上や改善を行うためのシス

テムは整備されている。教員は、概ねそのシステムに基づいて授業改善を行っている。  
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観点8-2-②【学士課程・大学院課程】  教育支援者や教育補助者に対し、教育活動の質の

向上を図るための研修等、その資質の向上を図るための取組が適切に行われ

ているか。 

 

【観点に係る状況】  

ティーチング・アシスタント等の教育補助者に対しては、補助する実験・実習及び演習

等において、授業担当者と事前に連絡を取り、教育支援活動を行っている。  

【分析結果とその根拠理由】  

主に授業担当者がティーチング・アシスタント等の教育補助者に対して、個別に研修を

行う体制をとっている。今後は、安全管理等の共通事項に関しては、マニュアル等を作成

して組織的に研修を行う等の体制を整備する必要がある。  

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点  

 

学生による授業アンケートを定期的に実施し、その結果を教員は報告書の形で学生にフ

ィードバックしている。これらの取組により、本学部の教員の教授技術及び教育の質は、

年度を追うごとに確実に向上している。  

全学及び学部内のFD 活動を通して、教育の質の向上や改善を行うためのシステムは整備

されている。授業アンケートについては、ほぼ全教員が実施しているが、報告書の提出や

FD 研修会への参加については、完全実施までには至っていない。全教員が FD 活動の必要

性を認識し、もれなく参加するための取組が引き続き必要である。  
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基準９ 管理運営 

 

（１）観点ごとの分析  

 

観点9-1-①【学士課程・大学院課程】  管理運営のための組織及び事務組織が、適切な規

模と機能を持っているか。また、危機管理等に係る体制が整備されている

か。 

 

【観点に係る状況】  

本学部・研究科の各種委員会の組織図は【資料 9-1-1】のとおりである。学部長・研究

科長のリーダーシップの下、効果的な組織運営を目指す形態となっている。学部長は研究

科長を兼務し、副学部長、評議員、研究科小委員会副委員長、教育実践総合センター長、

附属学校園統括長、学部長補佐並びに事務長からなる総務会において、学部の基本方針に

ついて議論するとともに、各委員会を統括している。  

教育及び研究の目的を達成するため、本学部・研究科における全ての懸案事項は、学部

長、研究科長を中心として議事進行が行われる教授会及び研究科委員会（平成27年度から

は学部教授会及び研究科教授会）で審議される。教授会と研究科委員会は、各委員会が所

掌するすべての議題について、報告あるいは審議を行う最高意思決定機関である。附属学

校園統括長、附属教育実践総合センター長は、本学部の教員から選出され、それぞれの附

属学校園及び附属教育実践総合センターの運営の責務を担っている。さらに、評議員（副

学部長）を３年任期で選出し、学部の組織運営に関わる検討を学部長と進める形態をとっ

ている。  

また、教育学研究科共同教科開発学専攻は、愛知教育大学教育学研究科ともに共同教育

課程として設置された後期3年のみの博士課程である。両大学共同の円滑な管理運営を図

るため、「愛知教育大学と静岡大学の共同教科開発学専攻連絡協議会」が設置され、教育

研究に係る重要な事項を協議し、協議内容は、各構成大学の教授会、研究科委員会に報告

し、必要に応じて承認を得ることとしている。  
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【資料9-1-1】 委員会の組織図（出典：総務係資料）  

 

 

本学部の管理運営のための事務組織は【別添資料 3-7】のとおりである。事務長を運営

責任者とし、附属学校事務室長を兼務する事務長補佐１名がその下に配置されている。  

事務長補佐は、学務係、総務係及び事務局所属で総務係配置の会計担当の職員が、円滑

に機能するように責務を果たすとともに、附属学校事務室長として７つの附属学校園の事

務的運営管理に当たっている。  

附属学校園の事務運営には、各附属学校園に事務係を配置している。事務長はこれらの

運営を統括する責務がある。また、本学部における各事務係の職務分掌の詳細は【資料 9-

1-2】のとおりである。非常勤（パート）を含む事務職員数は【資料 3-3-1】のとおりであ

る。 

事務組織の円滑な運営のための職場環境整備については、部内安全衛生管理委員会が定

期的にチェックを行い、検討している。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

本学部では各係に責任者として係長を１名ずつ配置し、常勤職員や非常勤（パート）職

員をそれぞれの業務内容に応じて適切に配置している。また、円滑な事務運営のための職

場環境の整備については、部内安全衛生管理委員会が定期的にチェックを行い、検討して

いる。  
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【資料9‐1‐3】 事務組織の職務分掌（出典：総務係資料）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本学部・研究科では研究・教育に関わる委員会、施設安全対策、学部広報等における

様々な委員会を設置し、学部の全教員が複数の委員会を兼任しながら協力して学部運営に

当たっている。  

  

内　　　　　容
(1)　学部内事務の連絡調整に関すること。

(2)　儀式その他諸行事に関すること。

(3)　渉外に関すること。

(4)　教授会その他諸会議に関すること。

(5)　教授会規則その他の諸規程等の制定及び改廃に関する資料作成に関
すること。
(6)　講座、教員資格審査、課程の増設等に関すること。

(7)　公印の管守に関すること。

(8)　文書の接受、配布、発送及び整理保存に関すること。

(9)　郵便切手類の受払いに関すること。

(10)　教職員の身分証明その他の証明に関すること。

(11)　研究集会及び講習会に関すること。

(12)　教員の定員、任免、懲戒等人事に関すること。

(13)　教職員の勤務時間、休暇、宿日直等服務に関すること。

(14)　教職員の出張及び研修に関すること。

(15)　労働安全衛生の業務に関すること。

(16)　国際交流に関すること。

(17)　教職員の福利厚生に関すること。

(18)　研究者の派遣及び受入れに関すること。

(19)　防火対策に関すること。

(20)　自動車の整備運行に関すること。

(21)　所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(22)　その他他の係に属さないこと。

(1)　入学、退学、転学、休学、復学、卒業及び修了に関すること。

(2)　学生の除籍に関すること。

(3)　教育課程及び授業に関すること。

(4)　入学者選抜に関すること。

(5)　オリエンテーションに関すること。

(6)　学籍簿その他の記録に関すること。

(7)　教員免許状に関すること。

(8)　学生証、成績証明書その他の証明書に関すること。

(9)　研究生、科目等履修生等及び外国人学生に関すること。

(10)　卒業生及び修了生に関すること。

(11)　学生の団体、集会、出版物、宣伝及び掲示等に関すること。

(12)　育英奨学生に関すること。

(13)　授業料等の免除及び徴収猶予に関すること。

(14)　職業指導及び就職あっせんに関すること。

(15)　学生の賞罰に関すること。

(16)　所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(17)　その他学生の教務及び生活支援に関すること。

(1)　附属学校に係る事務の連絡調整に関すること。

(2)　附属学校の予算要求及び経理に関すること。

(3)　附属学校運営委員会その他諸会議に関すること。

(4)　附属学校に係る調査、統計及び報告に関すること。

(5)　その他附属学校に係る事務の総括に関すること。

総　務　係

学 務 係

　
教育学部
附属学校
事務室
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観点 9-1-②【学士課程・大学院課程】 学部・研究科等の構成員（教職員及び学生）、そ

の他学外関係者の管理運営に関する意見やニーズが把握され、適切な形で管

理運営に反映されているか。 

 

【観点に係る状況】  

本学では、オピニオン・ボックスを設置することにより、学生及び教職員のニーズを聴

取する機会を増やした。また、本学部の学生・就職委員会は、学生との懇談会を開催し、

学生の生の声を聞く取組みに力を入れている。さらに、同窓会や福利厚生会との連携を充

実しながら、学外関係者からのニーズにも対応できるようにしている。教員に対しては各

学科会議や講座会、各種委員会、月１回の定例教授会において、ニーズの把握に努めてい

る。 

 

【分析結果とその根拠理由】  

オピニオン・ボックスに投函される本学部・研究科に関係する投書は少ないが、投書の

内容は、ごみ処理に関する意見、建物出入用のＩＣカード発行要望、網戸の設置要求など

施設整備に関することであった。また、例年秋から冬にかけて、学部の各専攻・専修代表

学生及び研究科の各専攻・分野代表学生と、学部長・研究科長をはじめ責任者・担当者ら

との懇談会が実施され、具体的な要望を受けたり説明を行ったりしている。  

 

（２）優れた点及び改善を要する点  

 

本学部では委員会が詳細に分けられており、委員も教育全般の様々な分野の専門家がバ

ランスよく振り分けられ、公正な審議を進めることができる。学部全般の運営方針を提案

する総務会は学部内から選出された主要メンバーで構成され、学部長のリーダーシップに

よる機動性、戦略的運営を実現している。  

現在、全学における評価を受けて運営改善に努めているが、今後はさらに学外からの評

価を受ける試みが求められる。また、各委員会の役割と責任を一層明確にするため、文書

化等の整備が必要である。  
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基準１０ 情報等の公表  

 

（１）観点ごとの分析  

 

観点10-1-①【学士課程・大学院課程】 学部・研究科等の目的（学士課程であれば学科

又は課程等ごと、大学院課程であれば専攻等ごとを含む）が、適切に公表

されるとともに、構成員（教職員及び学生）に周知されているか。  

 

【観点に係る状況】  

本学の目的・使命を学生便覧やホームページに、本学部の人材育成に関する目的（理

念）を学生便覧、学部案内、ホームページに、それぞれ掲載している。  

学部案内は毎年6,000 部印刷し、学務係や入試課の窓口等で配布するほか、オープン・

キャンパス等の催しでも配布している。  

研究科についても、本学大学院の目的を学生便覧に、本研究科の人材育成に関する目的

を学生便覧、研究科案内、ホームページに掲載し、社会に公表している。研究科案内は毎

年700 部印刷し、学務係の窓口で配布するほか、夏季オープン・キャンパスでも配布して

いる。 

 

【分析結果とその根拠理由】  

学部案内、学生便覧、ホームページに掲載することにより、本学の目的・使命及び本学

部の人材育成に関する目的（理念）を、広く教職員や学生に周知している。新入生に対し

ては、入学時のガイダンスにおいて学生便覧を使用して周知を図っている。  

本学部の目的（理念）を学部案内やホームページに掲載することにより、大学構成員のみ

ならず、広く社会一般の不特定多数の方々が閲覧できるような体制を整えている。  

本研究科の目的を研究科案内やホームページに掲載し、社会に公表している。研究科案内

は毎年700部印刷し、学務係の窓口で配布するほか、夏季オープン・キャンパスでも配布

している。  

本研究科の目的を研究科案内やホームページに掲載することにより、大学構成員のみな

らず、社会一般の不特定多数の方々が閲覧できるような体制を整えている。  

 

 

観点10-1-②【学士課程・大学院課程】入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び

学位授与方針が適切に公表、周知されているか。  

 

【観点に係る状況】  

本学の入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針については、学

部・研究科ごとに大学のホームページに掲載し、広く社会に公表している。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

本学及び本学部の学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針をホーム
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ページに掲載することにより、大学構成員のみならず、広く社会一般の不特定多数の方々

が閲覧できるような体制を整えている。  

 

 

観点 10-1-③【学士課程・大学院課程】 教育研究活動等についての情報が公表されてい

るか。 

 

【観点に係る状況】  

教育研究報告に関しては、大学ホームページ内にある教員データベースの研究業績欄、

講座・教室や個人のホームページなどで報告されている。また、冊子では静岡大学教育学

部紀要でも研究業績を報告している。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

講座・教室等のホームページでは、受験生予備軍である高校生向けに学部のホームペー

ジよりも詳しい大学生活や学科カリキュラムの情報を伝える意図などから、研究報告より

の教育活動報告が優先される傾向が見られる。研究成果公表・紹介の場としては、教員デ

ータベースが代表的となっており、そこからリンクされた個人ページへのアクセスも多い

ようである。  

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点  

 

本学部は、「豊かな人間性と幅広い教養を基礎とする実践的指導力を備えた教育従事

者」「社会教育・企業内教育等の分野で活躍することのできる広い視野と多彩な技能・技

術を有する人材」「今日的かつ学際的な専門性を持ち、幅広い職種・分野の第一線で指導

的役割を果たしうる人材」の育成を目的としてきており、平成28年度からは「豊かな人間

性と幅広く深い教養」を基礎とした「子どもをよく理解し、教科指導等の分野において高

い専門性と実践的な指導力を備えた教員、教育の現代的課題に対応することができる教

員、教職生活全般を通じて学び続けることができる教員」の育成を目的としている。これ

は、学校教育法第83条に規定された「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとと

もに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用能力を展開させることを目的

とする」に外れるものではない。  

これらの目的を、学生便覧、学部案内及びホームページに掲載して明示することによ

り、教職員や学生に周知している。広く社会への周知に関しては、ウェブサイトや学部案

内の配布等によって行っている。  

現在までに、本学部の目的（理念）に関する教職員や学生、一般の方々の認知状況が把

握できていない。今後は調査を実施し、認知度が低い場合には周知に向けた対策を講ずる

必要がある。  

本研究科は、「教育に関する高度な専門的力量と見識を備えた学校教員及び教育事業従

事者の育成」を目的としている。これは、学校教育法第 99条に規定された「大学院は、学
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術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業

を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の発展に寄与することを目的とす

る」に外れるものではない。  

これらの目的を、学生便覧、研究科案内及びホームページに掲載して明示することによ

り、教職員や学生に周知している。社会への周知に関しては、ウェブサイトや研究科案内

の配布等によって行っている。  

現在までに、本研究科の目的や教育研究活動に関する教職員や学生、一般の方々の認知

状況が把握できていない。今後は調査を実施し、認知度が低い場合には周知に向けた対策

を講ずる必要がある。  
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基準１１ 研究活動の状況及び成果 

 

（１）観点ごとの分析  

 

観点11-1-①【学士課程・大学院課程】 研究の実施体制及び支援・推進体制が適切に整

備され、機能しているか。 

 

【観点に係る状況】  

研究の実施体制【資料 11-1-1】に示してある。研究組織は講座制等を基盤としており、

教員は専門性の異なる 11 の講座、附属教育実践総合センター、教育実践高度化専攻及び

共同教科開発学専攻に所属している。教育実践に関する研究を推進するために、７つの附

属学校園を擁しており、日常的に連携を図っている。研究は、教員が個人、あるいは様々

な専門分野の教員が共同して実施している。  

研究に関する支援・推進の体制として、学術情報部に研究協力課と産学連携支援課を置

くほかに、イノベーション社会連携推進機構を設置している。  

 

【資料11‐1‐1】 研究の実施体制（出典：総務係資料）  

 

 

【分析結果とその根拠理由】  

研究組織は講座制等を基盤として構成されている。教育実践に関する研究を推進するた

め、７つの附属学校園を活用している。研究は教員が個人で、あるいは専門分野が様々な

教員が共同で実施している。学術情報部に研究協力課と産学連携支援課、イノベーション

社会連携推進機構が設置されており、研究に関する支援体制が整備され、研究活動が推進

されている。  
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観点11-1-②【学士課程・大学院課程】 研究活動に関する施策が適切に定められ、実施

されているか。 

 

【観点に係る状況】  

研究活動に関する施策として、本学部では、かつて学部活性化支援経費（教育・研究

分）による教育研究プロジェクトへの助成を行っており、それの中心部分は教育実践総合

センターが募集するセンター・プロジェクト経費による支援に移行した。授業研究会プロ

ジェクトやそこからさらに派生した「教育研究フォーラム」、教員養成スタンダードプロ

ジェクト、東海地区共同大学院博士課程による教員養成プロジェクト等がその産物であ

る。学部における教員養成に資する共同研究を重視した募集・選定・配分が行われてき

た。個別の研究支援としては、全学とも結んだ科学研究費ほか外部資金申請・獲得支援の

取り組みがある。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

本学部では、学部活性化支援経費（教育・研究分）に発し、教育実践総合センターが管

轄するに至った教育研究プロジェクトを推進し、助成を行っている。様々なプロジェクト

は、学部のミッションに関わるものであり、その成果が期待され、それが教育学部全体の

活性化につながることを意図したプロジェクトである。なお、活動の成果については毎

年、教育実践総合センターの紀要で報告が行なわれている。  

 

 

観点11-1-③【学士課程・大学院課程】 研究活動の質の向上のために研究活動の状況を

検証し、問題点等を改善するための取組が行われているか。  

 

【観点に係る状況】  

教員は、毎年度、研究活動の状況を web 上の教員データベースにより自己申告してい

る。申告の内容は、「著書」「査読付論文」「その他論文・紀要」「総説・解説・書評」

「辞典・辞書」「芸術・体育系分野の業績」「特許・実用新案・意匠の出願」「学会発表

（国内・国際）」「学会開催」「学術雑誌等の編集・査読（国内・国際）」「社会的活

動」等である。  

ただし、このシステムを研究活動の質の向上のために教員の研究活動の状況を学部・研

究科全体として検証し、問題点等を改善するための組織的な取組としては行っていない。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

現在、教員の研究活動の状況を web により自己申告するシステムはあるが、学部・研究

科全体として、問題点等を改善するための取組を行っていないため、全学で進行している

「レーダーチャート化」も活用しながら体制を検討し整備する必要がある。  
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（２）優れた点及び改善を要する点  

 

本学部では学部の教育研究活性化のために、教育研究プロジェクトを対象とした助成を

行っている。教育実践総合センターの下で、教育研究プロジェクトへの助成を行い、研究

の推進に努めている。  

現在のところ、研究の質の向上のために教員の研究活動の状況を検証し、研究活動の質

の向上のために問題点等を改善するための学部・研究科全体としての組織的取組は不十分

と言わざるを得ない。検証する組織や検証方法を検討し、体制を整備する必要がある。  

 

 

観点11-2-①【学士課程・大学院課程】 研究活動の実施状況から判断して、研究活動が

活発に行われているか。  

 

【観点に係る状況】  

平成25～29 年度の５年間における研究の実施状況を【資料 11-2-1】に示してある。  

平成29年度を例に挙げると、教員が発表した原著論文（国際誌・国内誌・紀要）は 177

件（単著・共著を含む）で、 1 人当たり約1.5 件となる。そのうち国際誌の割合は 16.4％

（29件）である。著書等出版物の件数は  33件である。芸術・体育系分野の業績は 26件で

ある。 

これらの研究成果の中には受賞・研究助成の対象となったものも含まれる。国内・国際

学会を合わせた学会発表は  110 件である。そのうち国際学会の割合は 13.6％（15件）で

ある。学会の開催は30件である。学術論文等の編集・査読は156件であり、そのうち国際

誌の割合は39.1％（61 件）である。新聞やテレビ等での研究成果報道は 110 件である。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

研究の実施状況として、研究成果の公表件数を示す。平成 29年度の教員１人当たりの原

著論文発表数は約1.5 件、学会発表は1件強であり、ほとんどの教員が研究成果を公表し

ている。新聞やテレビ等での研究成果報道は 110 件であり、報道数は年度を追うごとに増

加している。これらのことから、教員の研究活動は活発に行われていると判断できる。  
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【資料11-2-1】 研究の実施状況（出典：総務係資料）  

 

年      度  平 成 25 年

度  

平 成 26 年

度  

平 成 27 年

度  

平 成 28 年

度  

平 成 29 年

度  

１．受 賞 ・研 究 助 成  ２８ ２５ ２５ ３２ ２９ 

２．著 書  ４３ ３０ ３１ ２１ ３３ 

３．査 読 付 き学 術 雑 誌

論 文  

国 内  ４２ ５３ ６７ ５３ ５０ 

国 際  ２６ ２６ ２６ ３１ ２９ 

４．その他 の論 文 ・紀 要  ７２ ５６ ９０ ９２ ９８ 

５．総 説 ・解 説・書 評  ９６ ８９ ６６ ９１ ７０ 

６．辞 典 ・辞 書  ４ ２ １ ３ ２ 

７．芸 術 ・体 育 系 分 野 の業 績  １４ ２７ ３３ ３５ ２６ 

８．特 許 ・実 用 新 案 ・意 匠 の出

願  

０ １ ２ ０ １ 

９．学 会 発 表  国 内  １０６ １０１ ８６ １０３ ９５ 

国 際  １６ １５ １９ ２７ １５ 

１０．学 会 招 待 発 表 ・講

演  

国 内  １７ １１ １７ １６ １５ 

国 際  ２ ４ ７ １ ４ 

１１．学 会 開 催  国 内  １２ １１ １６ ３１ ２６ 

国 際  ３ ２ ０ １ ４ 

１２．学 術 雑 誌 等 の編

集 、査 読  

国 内  ９０ ９６ ８６ １０２ ９５ 

国 際  ４９ ６３ ５２ ７２ ６１ 

１３．国 際 共 同 研 究  ３ ３ ４ ４ ２ 

１４．研 究 成 果 報 道 数  ７７ ８９ ８５ １０２ １１０ 

 

観点11-2-②【学士課程・大学院課程】 研究活動の成果の質を示す実績から判断して、

研究の質が確保されているか。  

 

【観点に係る状況】  

受賞状況と競争的外部資金の獲得状況から述べる。  

受賞状況：平成25～29年度の受賞・研究助成は年平均24件弱である。毎年、学会等から

の賞を受賞する教員が出ている【別添資料11-1】。 

競争的外部資金の獲得状況：科研費と科研費以外の外部資金とがある。平成25～29年度

の５年間における科研費の採択件数は、大学内・学部内の支援体制もあってか、やや増加

傾向にある。平成29年度の教員１人当たりの獲得金額は約570千円（間接経費を含む）で

ある（平成29年度の採択研究課題一覧・交付金額は【別添資料11-2】に示した）。 

科研費以外の獲得外部資金も増加傾向にあって、静岡県や県内企業からの受入が多く、

地域に密着した研究が進められている（平成29年度の共同研究の題目一覧は【別添資料

11-3】に示した）。 
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【資料11‐2‐2】 科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金の獲得状況  

（出典：大学概要）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）研究種目は平成 29 年度の名称による。  

（注２）件数は研究代表者＋研究分担者の新規＋継続  

 

【資料11‐2‐2】 科研費以外の競争的外部資金の獲得状況（出典：大学概要）  

件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 件数 金額（千円）

24 35,152 26 33,669 36 40,807 36 38,003 42 44,932

1 400 1 220 4 4,460 7 8,904 10 11,756

7 12,839 10 15,198 10 38,437 14 32,804 17 48,406

32 48,391 37 49,087 50 83,704 57 79,711 69 105,094

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計

寄付金

共同研究

受託研究・事業

年度

 

 

【分析結果とその根拠理由】  

平成25～29年度の５年間に、学部教員による受賞・研究助成の件数は毎年30件前後であ

り、毎年、学会等から賞を受賞する教員が出ている。科研費の採択件数は５年間の平均で

59件を数え、教員の50％にあたる。平成29年度の教員１人当たりの獲得金額は約570千円

（間接経費を含む）となっている。科研費以外の外部資金の受入件数、金額も増加傾向に

あるが、外部資金獲得に向けたさらなる対策が必要である。  

 

 

観点11-2-③【学士課程・大学院課程】 社会・経済・文化の領域における研究成果の活

用状況や関連組織・団体からの評価等から判断して、社会・経済・文化の

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

   （件） 　　（件） 　　（件） 　　（件） 　　（件）

1 1 2

Ｓ

Ａ

Ｂ 4 3 2 2 3

Ｃ 28 39 40 33 35

7 6 4 4 7

Ａ 1

Ｂ 11 7 9 13 16

1 1 1 1 1

51 56 57 54 65

年度

計

研究種目

新学術領域

基盤研究

挑戦的萌芽研究

若手研究

研究活動スタート支援
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発展に資する研究が行われているか。  

 

【観点に係る状況】  

多くの教員が研究成果に基づいた社会的貢献を積極的に行っている。また、多数の教員

が教科書の作成・編集に携わっているなど、教育界をはじめ社会・経済・文化の領域にお

ける研究成果の活用が積極的に行われている。教員が学会等から受賞する事例が毎年あ

り、研究の学術的な水準の高さを物語っているほか、多数の教員が全国的学会又は全国的

教育関係組織等における理事等の役員を務めている。静岡県内外の教育関係委員を務める

ほか、文部科学省専門会議協力者、中央教育審議会専門委員、教科書編集委員、学会誌編

集委員等を務める教員も多く、関連組織・団体からの評価が高いことを示している。  

また、より最近の傾向として、学部・研究科が音頭をとって県や市の教育委員会や県内

他大学に呼びかけ、文部科学省などの委託研究事業を受託する動向が続いている。代表的

なものとして、「県・政令市・国私立大学も連携による『静岡版教員育成指標』のモデル

化に関する調査研究」（平成 28年度）、「教員の学びの継続を活性化する研修－講習連動

型プログラムの開発」（平成 29年度）を挙げることができ、静岡県・静岡市・浜松市・常

葉大学・浜松学院大学などに呼びかけて、前者は策定直前の「育成指標」研究、後者は教

職キャリア開発の「課題と展望」とりまとめを主導した。それぞれの事業報告書の表紙と

URLを【別添資料11-4、11-5】に示す。そのほか、文部科学省の委託事業としては、英語

教育の刷新にかかわる５年間の継続研究、小学校教員養成コア・カリキュラムの開発研究

もあり、特に後者は学部・研究科のほぼ全ての教員が参画した成果となっている。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

平成25～29 年度の5 年間、教員が学会からの賞を毎年受賞しており、文化の発展に資

する活動が行われていると判断できる。  

研究活動の成果の質を示す実績として、受賞と競争的研究資金の獲得が挙げられる。本

学部・研究科の教員が平成 25～29 年度の５年間に受けた受賞・助成が毎年30件前後とな

っており、競争的な外部資金も多く獲得している。多数の教員が全国的学会又は全国的教

育関係組織等における理事や学会誌編集委員等、また、学省や地域教育界の関係会議委

員・協力者、中央教育審議会専門委員、教科書編集委員等を務めていることも、関連組

織・団体からの評価が高いことを示している。  

 

（２）優れた点及び改善を要する点  

 

科研費の採択率が上昇傾向にある。また、平成25～29年度の５年間、教員が学会等から

の賞を毎年受賞しており、文化の発展に資する成果が認められる。  

科研費及び科研費以外のため、外部資金獲得に向けたさらなる対策が必要である。  
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基準１２ 地域貢献活動の状況 

 

（１）観点ごとの分析  

 

観点12-1-① 大学・学部等の地域貢献活動の目的に照らして、目的を達成するためにふ

さわしい計画や具体的方針が定められているか。また、これらの目的と計

画が適切に公表・周知されているか。  

 

【観点に係る状況】  

本学部には、地域連携活動を中核的に担い推進する目的で、附属教育実践総合センター

が設置されている。「附属教育実践総合センター規則」【資料 12-1-1】において、地域連

携に関する目的と業務を明確に定め、学部としての地域連携への取組の姿勢を具体的に規

定している。  

 

【資料12‐1‐1】 附属教育実践総合センター規則  (出典：附属教育実践総合センター資

料) 

○静岡大学教育学部附属教育実践総合センター規則  

(平成 10 年 4 月 9 日制定  

平成 27 年 3 月 18 日最終改正  

(目的 ) 

第 2 条  センターは、教育関連諸機関と連携し、学習活動及び学校外活動を含む生活

行動の指導等の教育実践並びに教育相談に関する研究、教育及び研修に資すること

を目的とする。  

(業務 ) 

第 3 条  センターは、次の各号に掲げる業務を行う。  

(1) 教育実践 (総合学習・体験学習を含む。 )に関すること。  

(2) 情報教育・教育工学に関すること。  

(3) 児童・生徒の理解と指導に関すること。  

(4) 教育相談に関すること。  

(5) 現職教員の研修に関すること。  

(6) 地域の教育機関との連携に関すること。  

(部門 ) 

第 4 条  センターに、次の部門及び分野を置く。  

(1) 教育実践部門   

教育実践分野  

情報教育・教育工学分野  

教員養成スタンダード分野  

(2) 教育相談部門   

発達臨床・生徒指導分野  
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学校カウンセリング分野  

(3) 地域連携部門   

教育機関連携分野  

特別支援教育分野  

外国籍児童生徒支援分野  

（以下省略）  

附属教育実践総合センターが所管する活動には、教育現場との協働による研究や研修、

公開講座（一部）等がある。  

そのほか、平成22年度から本学部と附属校園が連携協力し、「静岡大学教育学部教育研

究フォーラム〜大学・学部と附属学校園の連携と創造〜」を実施している。国立大学附属

学校の存在意義が問われる状況の下、静岡大学教育学部は「附属学校研究連携推進委員

会」を発足させ、教育学部と附属学校園との研究面での連携に取り組んできた。その成果

は、毎年度末に開催される「教育研究フォーラム」で示されている。 

また、本学では、教員免許更新制導入に伴い平成 21 年度より教員免許状更新講習を実

施しているが、教育学部においては、全学と協働した学部体制を構築し、着実に参画して

いる。 

さらに、学校図書館司書教諭講習（毎年）を実施したり、静岡県教育委員会主催の教育

職員免許法認定講習（毎年：後述）や社会教育主事講習（数年に一度）に協力したりして

いるほか、本学部教員個々が地域貢献において、様々な教育研究活動に取組んでいる。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

社会連携活動については、ホームページなどに明示しており、様々な形で社会に公表し

ている。附属教育実践総合センター等を通じて、教員や学生に地域連携活動についての情

報を提供している。また、「静岡大学教育学部教育研究フォーラム」の開催についてはポ

スターやチラシを作成し、教育委員会や県内の幼小中学校、全国の教員養成大学・学部な

ど、様々な教育機関に配布している。以上のことから、社会や大学の構成員に目的が周知

されていると判断できる。  

 

 

観点12-1-② 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。  

 

【観点に係る状況】  

本学部・研究科では、以下の社会連携活動を行っている。  

社会人への教育サービス：静岡県教育委員会の嘱託により、教育職員免許法認定講習を

毎年実施している。  

地域住民への教育サービス：毎年、附属教育実践総合センターを中核とした活動におい

て、公開講座を実施している。平成25～29年度の実績を【資料12-1-2】に示してある。こ

れらの他にも、教員が地域社会等での講座を担当している実績がある。  
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【資料12-1-2】 公開講座等の実施状況（出典：総務係資料） 

１ 平成２５年度  静岡大学教育学部附属教育実践総合センター公開講座について  

①  「安心登山のための読図とナヴィゲーションスキル（初級編）」  

（特定非営利法人 M-nop 静岡県教育委員会）  

  村越真（学校教育）、小泉成行（オリエンテーリング日本代表選手）  

  5 月 18 日（土）9：30～16：00 静岡キャンパス 

②   「安心登山のための読図とナヴィゲーションスキル（中級編）」  

（特定非営利法人 M-nop 静岡県教育委員会）  

  村越真（学校教育）、宮内佐季子（プロアドベンチャーレーサー）  

  10 月 5 日（土）9：30～16：00 静岡キャンパス 

③  「小学校外国語活動スキルアップ講座Ⅵ」  

  （静岡市教育委員会  静岡県教育委員会）  

  矢野淳（英語教育）  

  8 月 16 日（金）10：00～16：00 静岡キャンパス 

２ 平成２７年度  静岡大学教育学部附属教育実践総合センター公開講座について  

①  「音楽授業のための民謡入門」  

  （静岡市葵生涯学習センター  静岡音楽館ＡＯＩ 静岡県教育委員会）  

  志民一成（音楽教育）  

  7 月 31 日（金）13：00～16：00（第 1 回目） 静岡音楽館ＡＯＩ  

8 月  4 日（火）13：00～16：00（第 2 回目） 静岡音楽館ＡＯＩ  

8 月 25 日（火）13：00～16：00（第 3 回目） 静岡音楽館ＡＯＩ  

②  「弾いてみよう和楽器、歌ってみよう日本音楽」  

  （静岡市葵生涯学習センター  静岡音楽や方ＡＯＩ 静岡県教育委員会） 

  長谷川慎（音楽教育）、高橋智久（長唄三味線方）、小林百合（長唄方）  

  8 月  5 日（水）10：00～15：00（第 1 回目） 静岡音楽館ＡＯＩ  

8 月 12 日（水）10：00～16：00（第 2 回目） 静岡音楽館ＡＯＩ  

8 月 13 日（水）10：00～16：00（第 3 回目） 静岡音楽館ＡＯＩ  

③  「静大キャンパス探訪～静岡キャンパスの自然と歴史～」  

（静岡県教育委員会）  

  岸本年郎（ふじのくに地球環境史ミュージアム）、徳岡徹（理学部）、加藤英明（保全生態学）、篠

原和大（人文社会科学部） 

  10 月  3 日（土）10：00～12：00（第 1 回目） 静岡キャンパス 

10 月 10 日（土）10：00～12：00（第 2 回目） 静岡キャンパス 

10 月 17 日（土）10：00～12：00（第 3 回目） 静岡キャンパス 

  10 月 24 日（土）10：00～12：00（第 4 回目） 静岡キャンパス 

④  「安心登山・アウトドア活動のための読図とナヴィゲーションスキル（初級編）」  

（特定非営利法人 M-nop 静岡県教育委員会）  

   村越真（学校教育）、小泉成行（オリエンテーリング日本代表選手）  

   4 月 29 日（水）9：30～16：30 静岡キャンパス 
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⑤   「安心登山・アウトドア活動のための読図とナヴィゲーションスキル（中級編）」  

（特定非営利法人 M-nop 静岡県教育委員会）  

   村越真（学校教育）、宮内佐季子（プロアドベンチャーレーサー）  

   10 月 3 日（土）9：30～16：30 静岡キャンパス 

⑥  「トレイルランナーのためのランニングとリスクマネジメント」  

（特定非営利法人 M-nop 静岡県教育委員会）  

   村越真（学校教育）、山田高志（team TECNICA） 

   2 月 20 日（土）9：00～16：00 

３ 平成２８年度  静岡大学教育学部附属教育実践総合センター公開講座について  

①  「筝を弾こう（中級）」  

  （静岡県教育委員会）  

  長谷川慎（音楽教育）  

 7 月 31 日（日）13：00～16：00（第 1 回目） 静岡キャンパス 

8 月   7 日（日）13：00～16：00（第 2 回目） 静岡キャンパス 

8 月 21 日（日）13：00～16：00（第 3 回目） 静岡キャンパス 

②  「鼓を打とう」  

  （静岡県教育委員会）  

長谷川慎（音楽教育）、望月太左衛（長唄演奏家）、望月太左理（長唄演奏家）  

8 月 22 日（月）10：00～16：00（第 1 回目） 静岡キャンパス 

8 月 23 日（火）10：00～16：00（第 2 回目） 静岡キャンパス 

③  「静大キャンパス探訪～静岡キャンパスの自然と歴史～」  

（静岡県教育委員会）  

  岸本年郎（ふじのくに地球環境史ミュージアム）、徳岡徹（理学部）、加藤英明（保全生態学）、篠

原和大（人文社会科学部） 

  10 月  8 日（土）10：00～12：00（第 1 回目） 静岡キャンパス 

10 月 15 日（土）10：00～12：00（第 2 回目） 静岡キャンパス 

10 月 22 日（土）10：00～12：00（第 3 回目） 静岡キャンパス 

  10 月 29 日（土）10：00～12：00（第 4 回目） 静岡キャンパス 

④  「山の天気：楽しく安全な登山への道しるべ」  

（特定非営利法人 M-nop 静岡県教育委員会）  

  村越真（学校教育）、猪熊隆之（株式会社ヤマテン代表取締役）  

  12 月 17 日（土）9：30～16：30 静岡キャンパス 

⑤  「安心登山・アウトドア活動のための読図とナヴィゲーションスキル（初級編）」  

（特定非営利法人 M-nop 静岡県教育委員会）  

  村越真（学校教育）、宮内佐季子（プロアドベンチャーレーサー）  

  6 月 4 日（土）9：30～16：00 静岡キャンパス 

⑥  「トレイルランナーのためのランニングとリスクマネジメント」  

（特定非営利法人 M-nop 静岡県教育委員会）  

   村越真（学校教育）、山田高志（team TECNICA） 
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   12 月 18 日（日）9：00～16：00 

４ 平成２９年度  静岡大学教育学部附属教育実践総合センター公開講座について  

①  「安心登山・アウトドア活動のための読図とナヴィゲーションスキル（初級編）」  

（特定非営利法人 M-nop 静岡県教育委員会）  

  村越真（学校教育）、宮内佐季子（プロアドベンチャーレーサー）  

  5 月 14 日（日）9：30～16：30 静岡キャンパス 

②  「静岡大学で学ぶ春の走り方」  

  （静岡県教育委員会）  

  村越真（学校教育）、二見隆亮（シャローム学園）  

  5 月 20 日（土）14：00～17：00 

③  「静岡大学で学ぶ夏の走り方」  

  （静岡県教育委員会）  

  村越真（学校教育）、二見隆亮（シャローム学園）  

  7 月 22 日（土）14：00～17：00 

④  「静岡大学で学ぶ秋の走り方」  

  （静岡県教育委員会）  

  村越真（学校教育）、二見隆亮（シャローム学園）  

  9 月 16 日（土）14：00～17：00 

⑤  「安心登山・アウトドア活動のための読図とナヴィゲーションスキル（中級編）」  

（特定非営利法人 M-nop 静岡県教育委員会）  

  村越真（学校教育）、小泉成行（オリエンテーリング元アジアチャンピオン）  

  10 月 9 日（月）9：30～16：30 静岡キャンパス 

 

初等・中等教育機関との連携：学校における研修の実施や、教育に関する相談を行っ

ている。教員の派遣依頼は教育関係から要請されたものが最も多く、教育現場へのサービ

スとして、本学部では広報委員会委員を中心に、高校生の大学訪問や出張授業等も実施し

ている【資料 12-1-3】。また、学生のボランティア派遣については附属教育実践総合セン

ターを窓口に、各学校や静岡市教育委員会と連携を図り、主に「静岡市学生スクールボラ

ンティア（静岡市教育委員会）」の募集において、多くの学生がアシスタントティーチャ

ーとして小・中学校等に出向いている。平成 25年度から29年度までの派遣状況は、25年度

がのべ172人、26年度が168人、27年度が190人、28年度が140人、29年度が 174人となって

おり、例年140名～190人ほどの学生が学校支援ボランティアとして、学校の教育活動に参

加し研鑽を積んでいる。 
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【資料12-1-3】 平成29年度の出前講座・出張授業・大学訪問（出典：学部広報委員会資

料） 

○平成 29 年度 出前講座     

 ①星陵高校（6 月 21 日）  家政教育講座   

 ②西遠女子学園（7 月 25 日）  英語教育講座   

 ③磐田東高校（9 月 29 日）  保健体育講座   

○平成 29 年度 高校生の大学訪問     

 ①駿河総合高校（6 月 12 日）  国語教育講座   

 ②藤枝東高校（7 月 18 日）  社会科教育講座   

 ③静岡高校（10 月 25 日）  社会科教育講座   

○平成 29 年度 県派遣出張授業担当    

 ①下田高校（9 月 22 日）  保健体育講座   

 ②伊東高校（10 月 24 日）  保健体育講座   

 ③韮山高校（12 月 9 日）  社会科教育講座   

 ④三島北高校（7 月 10 日）  国語教育講座   

 ⑤三島北高校（11 月 27 日）  家政教育講座   

 ⑥御殿場南高校（7 月 20 日）  美術教育講座   

 ⑦沼津東高校（10 月 14 日）  社会科教育講座   

 ⑧沼津西高校（7 月 6 日）  技術教育講座   

 ⑨吉原高校（9 月 1 日）  英語教育講座   

 ⑩富士高校（7 月 24 日）  社会科教育講座   

 ⑪富士宮西高校（10 月 31 日）  学校教育講座   

 ⑫清水東高校（10 月 17 日）  学校教育講座   

 ⑬清水西高校（9 月 25 日）  学校教育講座   

 ⑭静岡城北高校（10 月 25 日）  国語教育講座   

 ⑮静岡東高校（9 月 22 日）  英語教育講座   

 ⑯駿河総合高校（11 月 6 日）  社会科教育講座   

 ⑰焼津中央高校（12 月 7 日）  理科教育講座   

 ⑱藤枝東高校（10 月 13 日）  数学教育講座   

 ⑲藤枝西高校（10 月 4 日）  理科教育講座   

 ⑳磐田南高校（9 月 15 日）  英語教育講座   

 ㉑磐田西高校（9 月 25 日）  教育実践高度化専攻講座  

 ㉒浜松西高校（12 月 9 日）  音楽教育講座   

 ㉓浜松湖南高校（11 月 16 日）国語教育講座   

 ㉔浜名高校（11 月 2 日）  保健体育講座   

 ㉕静岡市立高校（7 月 7 日）  学校教育講座   

 ㉖浜松市立高校（10 月 6 日）  数学教育講座   
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【分析結果とその根拠理由】  

本学部・研究科は実績が示す通り、地域社会との連携活動を多様に展開して成果をあげ

ている。学生（正規学生）や非正規学生に大学での授業を提供するだけでなく、市民や教

員向けの公開講座、出張等による出前講座、専門を生かした交流活動等があり、バラエテ

ィーに富んでいる。連携を担っているのは教員だけではなく、大学院生や学部学生も参加

している。これらのことから、本学部・研究科の社会連携活動は活発に行われていると判

断できる。  

 

 

観点12-1-③ 活動の実績及び活動への参加者等の満足度等から判断して、活動の成果が

上がっているか。 

 

【観点に係る状況】  

本学部・研究科の地域連携は、社会人への教育サービスとして、現職教員等の社会人学

生の本研究科への受け入れを行っている。地域住民への教育サービスとして、公開講座や

講演・研修の実施等により、学びの場を提供している。また、本学部の教員が連携協力

し、「主に静岡県民を対象として、学校外教育、学校教育において、カフェ、ワークショ

ップ、セミナー、シンポジウム、授業など様々な『学びの場』を提供する活動を通して、

県民の教養の向上に寄与することを目的」とした「静岡ラーニング・ラボ」等の取り組み

も行われてきた。 

 

【分析結果とその根拠理由】  

専門領域の特徴を生かした地域との交流事業を通して、大学院生や学部生も交えた交流

を行っている。学生の地域連携では、地域の学校へのアシスタントティーチャーの派遣も

実績をあげている。  

 

 

観点12-1-④ 改善のための取組が行われているか。  

 

【観点に係る状況】  

附属教育実践総合センターの取組：地域連携の拠点となるセンターの教育実践部門には

情報教育・教育工学分野、教員養成スタンダード分野が、教育実践分野には教育相談部

門、発達臨床・生徒指導分野、学校カウンセリング分野が、地域連携部門には教育機関連

携分野、特別支援教育分野、外国籍児童生徒支援分野といった地域の課題やニーズに応え

られる様々な分野が置かれ、関係教員らとともに地域連携に取り組んでいる。 

授業研究会（教科）の取組：本学部では、附属学校園や公・私立の学校、教育委員会等

との連携のもとに教育研究を推進する組織として「授業研究会」を設置し、財政的、組織

的な位置づけについては、「教育実践総合センター・プロジェクト」の一つとして活動を

展開することとなった。現在に至るまで多彩な活動を展開してきている。年に数回会合を

開催し、それぞれの教科領域・学校種ごとにメンバーから発表をしてもらい、それらにお
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ける教育の現状と課題について学習し、情報を共有するという作業を行ってきた。特に、

各教科・学校種ごとの連携実績の報告は、互いに刺激し合うよい機会を提供できたと評価

している。  

教員個々の取組：本学では学内の学生・教職員を対象に「地域連携応援プロジェクト」

の募集があり、教育学部の教員・学生によるプロジェクトが多数採択され、取り組まれて

いる。 

 

【資料12-1-10】 平成29年度「静岡大学地域連携応援プロジェクト」のうち教育学部教

員・学生が従事したもの（出典：プロジェクト成果報告書） 

〇「静岡市女性会館と多様なニーズを持つ団体との連携による防災力強化支援事業」  

〇「大学と保護者と親の会の連携による発達障害児への学習等支援活動『きんもくせい

土曜教室』」   

〇「磐田市の魅力を世界へ！地域と世界の人たちを繋ぐ発信・交流プロジェクト」  

〇「静岡市水見色地区での「子ども×起業家」プロジェクト」  

〇「小児科外来におけるコミュニケーションアートカード制作」  

〇「島田市伊久美の地域活性化に向けた商品開発」  

〇「湖西市における“つながりづくり”から始まる多文化共生」  

さらに、防災・安全教育関係において、東海地震震源域にある大学として、地域で活躍

できる防災の知識とスキルを備えた学生を教育し、学長により認証する制度である「防災

マイスター」称号付与制度が防災総合センターによって 23 年度より立ち上げられた。本

学部の専門の教員が、立ち上げの中核として活動するとともに、この制度の中核をなす授

業を提供する教育学部のとりまとめを行った。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

附属教育実践総合センターにおいて、今後はセンター専任教員を専従させるのでなく、

必要な組織に所属させ、協働してミッションを実現できるよう（兼任化）に変更していく

必要がある。  

専任が担い続ける（学部全体に関わる）分野も、関係教員と協働して、他の組織・人員

と連携・協働しながら複合的・重層的にミッションを実現していく、連携体制を築くこと

となる。 

授業研究会の取組において、それに付随するその他の活動が挙げられる。例えば、国が

求める「附属学校運営会議」に相当する教育学部組織である「附属学校園研究連携推進委

員会」が企画・立案・実施する「静岡大学教育学部教育研究フォーラム」への全面的な協

力や、附属学校園が毎年秋に開催する公開研究協議会（公開授業研究会）における研究協

力者（助言者）の選出など、附属学校園と学部との連携にかかわる様々な活動を担ってい

る。連携の具体的な実施組織としての性格がここに見てとれる。  

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点  
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本学部では、地域連携を担う機関として附属教育実践総合センターを設置している。静

岡県や静岡市の教育委員会との人事交流も行われ、地域連携部門の中核としてその役割を

果たしている。附属教育実践総合センターは、静岡市教育委員会をはじめとする教育機関

と連絡調整を行うことにより、学生のアシスタントティーチャー等の実践参画的な学びを

実現し、地域との連携を図っている。  

地域連携活動の形態が偏っておらず、様々な実践が展開されている。このことは、地域

社会の幅広い層を対象として連携を持つことを可能にしている。同時に、本学部・研究科

にとっても、教員だけではなく大学院生や学部生が地域と連携できる機会にもなってい

る。 

本学部・研究科の地域連携の実態は非常に幅が広く、様々なレベルで展開されている。  

教員養成を主としているが、教育現場との連携による研修や研究は、かなり細かなレベル

に及んでいる場合が少なくない。しかしながら、それらがより細かなレベルに達するほ

ど、実績として把握しきれず、教員個々人の社会的な連携や地域とのつながりが、学部と

しての大きな資源として集約されていない。これらの繋がりを有機的に結び付けること

で、より大きな社会連携の可能性が期待できる。  

社会連携の形態が多様であるため、実態の量的な把握が難しい。この点については教員

各自が地域連携に関する課題を設定し、実践及び評価を行うような仕組みが求められる。  

各教員の多様な連携の取組を尊重しながら、学部・研究科という組織としての実績を蓄積

していくことが必要である。  

 



  教育学部・教育学研究科 基準１３ 

- 103 - 

 

基準１３ 国際化の状況  

 

（１）観点ごとの分析  

 

観点13-1-①【学士課程・大学院課程】 学部等の教育の国際化の目的に照らして、目的

を達成するためにふさわしい計画や具体的方針が定められているか。ま

た、これらの目的と計画が広く公表されているか。  

 

【観点に係る状況】  

本学部・研究科では大学間交流協定校への学生の派遣、留学生の受入れ及び留学生の勉

学・生活の支援等を主な目的として、国際交流活動を行っている。また、本研究科は、大

学院教育に対する海外からのニーズに対応するため、昭和 56 年の設立当初より現職教員

等を教員研修留学生として受け入れている。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

本学部・研究科では大学間交流協定校への学生の派遣や、海外からの教員研修留学生を

はじめとする留学生の受入れ及び留学生の勉学・生活の支援等を主な目的として、国際交

流活動を行っている。  

本学部における国際交流を推進するために、学部内に「留学生委員会」を改編した「国

際交流委員会」を設置し、留学生の受け入れと送り出しその他の環境整備に取り組んでい

る。本学のホームページには、姉妹校との国際交流の情報を載せ、留学を希望する学生に

情報を提供しており、国際交流活動の目的は大学の構成員に広く周知されていると判断で

きる。 

 

 

観点13-1-②【学士課程・大学院課程】 計画に基づいた活動が適切に実施されている

か。 

 

【観点に係る状況】  

学生の海外派遣については国際交流センターとの連携により、主に大学間交流協定校と

の学生交流を進めている。  

本学部における留学生の派遣数と受入数は【資料 13-1-1】のとおりである。本学部から

大学間交流協定による短期留学には、平成 29年度は12名の学生が参加している。それ以外

の教育機関へも16名が留学し、合計で28名の学生が留学している。留学のための経済的支

援として、大学間交流協定校への留学では授業料が免除される他、応募できる奨学金とし

て短期留学推進制度や日本学生支援機構による奨学金等を紹介している。また、留学先の

大学で習得した単位を、卒業に必要な単位として認定するための制度もある。受入学生の

出身国の状況は【資料 13-1-2】学部留学生の表のとおりである。  

また、本研究科の平成 29年度留学生の受け入れ数や出身国等の状況は【資料 13-1-2】の

研究科留学生の表のとおりである。教員研修留学生（外国の現職教員等）２名、修士７名
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の計９名を受け入れている。インドネシアの２名をはじめとして計６カ国からの留学生を

受け入れている。  

 

【資料13‐1‐1】 教育学部における学生の海外交流（平成 29 年度、出典：学務係資料）  

 

 

 

【資料13‐1‐2】 学部・研究科留学生の出身国の内訳  （平成29 年度、出典：学務係資

料） 

                        

学部留学生               研究科留学生  

 

インドネシア 7（人）

韓国 2

中国 1

ベトナム 1

スロバキア 1

チェコ 1

タイ 3

9合計

出身国
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【分析結果とその根拠理由】  

留学生委員会は国際交流センターと連携しながら、主に大学間交流協定校との学生交流

を進めている。平成29 年度には28 名の本学部の学生が留学している。  

本研究科でも教員研修留学生や大学院生を受け入れ、教育研究を行っている。教員研修

留学生の研修では、附属学校や市内の高等学校と連携した研修が行われ、本学部・研究科

の特色を生かした国際交流活動を実施している。  

 

 

観点13-１-③【学士課程・大学院課程】 活動の実績や学生の満足度等から判断して、活

動の成果が上がっているか。 

 

【観点に係る状況】  

留学生委員会では、毎年２月初めに教員研修留学生による研究発表会を開催し、研究報

告集として『静岡大学教員研修留学生  REPORT』を発行している。また、毎年同時期に本

学部に在籍している留学生と教職員との交流を図るため、留学生懇談会も企画・開催して

いる。留学生の生活や勉学・研究の支援のため、さらに学生との交流を図るために、支援

の必要な留学生にはチューターとして１名の学生が配置され、留学生経費から謝金が支払

われている。教員研修留学生は国際交流センターにおいて半年間の日本語研修を受けるこ

とができる。  

本学部の教員が研究目的（会議出席、調査研究、学生引率等）で海外渡航した件数は、

平成25年度が64件、平成26年が62件、平成27年度が56件、平成28年度が47件、平成29年度

が31件という推移である【資料13-1-3】。渡航先はアメリカ、インドネシア、イギリス、

ドイツ、台湾、インド、中国の順である【資料13-1-4】。本学部の教員は専門分野が英

語、国語、社会科、理科、数学、芸術、体育等多岐にわたるため、研究内容も幅広い。そ

のため、海外渡航の目的地も例えばモンゴル、ミャンマー、カンボジア、リトアニア、ル

ーマニア、ハンガリー、ブラジルなど、世界各地に広がっている。  

  



  教育学部・教育学研究科 基準１３ 

- 106 - 

 

【資料 13-1-3】 講座別に見た教員の海外渡航件数（平成 25～29 年度、出典：総務係資料）  

 

平成 25 年度（64 件）                 平成 26 年度（62 件） 

 

平成 27 年度（56 件）                     平成 28 年度（47 件） 

 

 

平成 29 年度（31 件）                   平成 25～29 年度合計（260 件） 
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【資料13-1-4】 教員の国別渡航先 （平成 25～29年度、270件、出典：総務係資料） 

 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】  

留学生委員会は、教員研修留学生による研究発表会や、『静岡大学教員研修留学生  

REPORT』の刊行、留学生懇話会の開催、チューターの配置等を行っている。これらのこと

から国際交流活動は活発に行われ、成果が上がっていると判断できる。  

また、本学部の教員が研究目的で海外渡航した件数は、年間30～60 件に及び、渡航先

も多岐にわたっている。これらのことから、研究面における国際交流活動は教員の海外渡

航が主であり、概ね活発に行われていると判断できる。  

 

 

観点13-1-④ 改善のための取組が行われているか。  

 

【観点に係る状況】  

平成29年度に本学部・研究科から派遣した学生は 28名、受け入れた留学生は９カ国から

20名で、学生の国際交流活動は活発である。本学部・研究科から派遣した学生、受け入れ

た留学生とも人数は多くないが、学生の国際交流活動は活発である。これらの中で、研究

アメリカ51

インドネシア35

イギリス21

ドイツ18

台湾17
インド14

中国13

韓国9

フィンランド9

フランス7

シンガポール6

スウェーデン6

オーストリア5

タイ5

ニュージーランド5

カナダ5

バングラディッシュ5

オーストラリア4

ギリシア4 イタリア4

スペイン4

スイス3

モンゴル3 ベトナム3 ブラジル2 ベルギー2 マレーシア2

その他8

ミャンマー

リトアニア

ルーマニア

カンボジア

ハンガリー

オランダ

デンマーク

ポルトガル
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科では海外の現職教員等を教員研修留学生として名受け入れており、附属学校園や県内の

公立学校等とも連携した研修を実施し、本学部・研究科の特色を生かした活動を行ってい

る。 

本学部の教員が研究目的（会議出席、調査研究、学生引率等）で海外渡航した件数は、

年間30～60 件に及び、渡航先も多岐にわたっている。  

 

【分析結果とその根拠理由】  

留学生委員会では留学生と教職員の交流、教員研修留学生の研究発表会の企画・開催、

研修レポートの発行等を行い、「留学生の勉学・生活支援」という目的に対して成果を挙

げている。  

本学は多くの大学と国際交流協定を締結しており、 FMF フルブライト・メモリアルファ

ンドによるアメリカの学校教員との交流も行っている。ただし、研究面における学部全体

での国際交流活動は継続的には実施しておらず、経済面の支援体制も充実が図れていな

い。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点  

 

本学部の教員は研究分野が多岐にわたるため、研究目的の渡航によって世界各地の研究

機関と交流している。  

国際交流センターとの連携や学部のホームページを利用することで、特に本学部への留

学希望者や留学を修了して帰国した学生への情報提供を、さらに充実させることが必要で

ある。 

本研究科では、設立当初から海外の現職教員を教員研修留学生として受け入れ、附属学

校や市内の高等学校と連携した研修を実施し、本学部・研究科の特色を生かした国際交流

活動を行っている。留学生委員会によって実施されている留学生懇話会は、留学生が必要

とするアパート情報や奨学金に関するアドバイス等について教職員と情報交換ができる

等、様々な交流の場として留学生に好評である。  

平成29年度は学部・研究科に20名の留学生を受け入れているが、さらに多くの留学生を

受け入れるため、広報の拡大や支援体制の充実等を図ることが必要である。  

現在のところ、研究面における学部全体での国際交流活動は実施していない。教員個人

の交流だけではなく、学部としての組織的活動も行う必要がある。また、経済面の支援体

制も充実を図る必要がある。  
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【別添資料 1-1】教育学部教授会規則  

 

○静岡大学教育学部教授会規則  

平成 16 年 4 月 14 日制定  

平成 28 年 1 月 6 日最終改正  

(趣旨 ) 

第 1 条  この規則は、静岡大学教授会通則（平成 16 年４月１日制定。以下「教授会

通則」という。）第 9 条の規定に基づき、静岡大学教育学部に置く教授会の組織、

役割及び運営等について必要な事項を定める。  

(組織 ) 

第 2 条  教授会は、静岡大学教育学部又は大学院教育学研究科を主担当とする教

授、准教授、講師及び助教をもって構成する。  

2 教授会は、静岡大学の学術院に所属する教授、准教授、講師及び助教のうち、静

岡大学教育学部又は大学院教育学研究科を副担当とする者を構成員に加えることが

できる。  

3 教授会が必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させることができ

る。ただし、議決権を有しない。  

(学部長 ) 

第 2 条の 2 学部長候補者の選定に関しては、別に定める。  

(副学部長 ) 

第 2 条の 3 副学部長を２人置く。  

2 副学部長の選定及び任期に関しては、別に定める。  

(役割 ) 

第 3 条  教授会は、学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり、審

議し意見を述べるものとする。  

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了  

(2) 学位の授与  

(3) 教授会通則第３条第１項第３号の規定に基づき、学長が別に定めるもの  

2 前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審

議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。  

3 教授会は、第２項に規定するもののほか、学部長がつかさどる教育研究に関する

事項のうち、次の各号に掲げる事項について審議し、及び学部長の求めに応じ、意

見を述べることができる。  

(1) 中期目標・中期計画及び年度計画に関する事項  

(2) 学術研究に関する事項  

(3) 教育に関する事項  

(4) 学生の支援及び身分に関する事項  

(5) 教員の人事に関する事項  

(6) 学部等の予算に関する事項  



  教育学部・教育学研究科 別添資料 

- 2 - 

 

(7) 学部長候補者、副学部長候補者、附属学校長候補者等の選定等に関する事項  

(8) その他学部運営に関する重要事項  

(9) その他学部長が審議を求めた事項  

4 教授会は、学長が教授会通則第３条第１項第３号に掲げる事項を定める際に、審

議し意見を述べることができる。  

(会議の開催 ) 

第 4 条  教授会は、原則として毎月 1 回開催するものとする。ただし、議長が必要

と認めるとき及び構成員の 3 分の 1 以上の要求があるときは、臨時に会議を開くこ

とができる。  

(議長 ) 

第 5 条  学部長は、教授会を招集し、その議長となる。  

2 議長は、教授会を主宰する。  

3 議長に事故あるときは、あらかじめ学部長が指名する副学部長が、その職務を代

行する。  

(会議の成立及び議決 ) 

第 6 条  教授会は、構成員の 3 分の 2 以上の出席により成立する。ただし、次の各

号に掲げる者は、構成員に含まないものとする。  

(1) 職務により海外渡航中の者及び内地研究員として出張中の者  

(2) 休職又は停職中の者  

(3) 育児休業中の者  

(4) 30 日以上にわたる連続した休暇を取得中の者  

(5) その他教授会が構成員から除くことが適当であると認める者  

2 議事は、出席者の過半数の同意により決定し、可否同数のときは、議長がこれを

決する。  

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、構成員の 3 分の 2

以上の同意を要する。  

(1) 学部長の解任に関する事項  

(2) 教員の人事に関する事項  

(3) その他教授会が特に重要と認めた事項  

(学部長候補者等の選定 ) 

第 7 条  学部長候補者、副学部長候補者、附属学校長候補者等の選定に関しては、

別に定める。  

(代議員会等 ) 

第 8 条  通則第 7 条の規定に基づき、教授会に代議員会及び専門委員会等（以下

「代議員会等」という。）を置くことができる。  

2 教授会は、代議員会等の議決をもって教授会の議決とすることができる。  

3 代議員会等に関し必要な事項は、教授会が別に定める。  

(庶務 ) 
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第 9 条  教授会の議事録の作成その他の庶務は、教育学部事務部において処理す

る。  

(補則 ) 

第 10 条  この規則に定めるもののほか、教授会の運営に必要な事項は、教授会が別

に定める。  

(規則の改正 ) 

第 11 条  この規則の改正は、構成員の 3 分の 2 以上の同意を要する。  

 

（以下省略）  
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【別添資料 1-2】教育学部教授会審議事項（例）  

 

〇平成２９年度  第８回学部教授会議事項目  

 

日時   平成２９年１２月１４日（木）１４時４６分～１７時１２分  

 

議題  

１．教務等 5 副委員長（教務・入試・学生・キャリアサポート・教育実習）選出委員会

委員の選出について  

２．第 8 回企画戦略会議（ 29.12.6）報告  

３．第 7 回全学教育基盤機構会議（ 29.12.7）報告  

４．第 7 回静岡キャンパス安全衛生委員会（ 29.10.22）報告（メール報告済み）  

５．教務関係  

教務・入試委員会  

（教務関係）  

（１）学生の異動について  

（２）非正規生の出願要領について  

（３）教育学部規則（別表）の一部改正について  

  （４）平成 30 年度教育学部ガイダンス計画について  

（５）第 8 回全学教務委員会（ 29.12.7）報告  

（６）その他  

（入試関係）  

（１）平成 30 年度大学入試センター試験を課さない推薦入試結果について  

   （２）教育学部入学者選考要項の一部改正について  

（３）第 6 回全学入試委員会（ 29.12.5）報告  

 学生・キャリアサポート委員会   

（学生関係）  

（１）第 4 回全学学生委員会（ 29.12.7）報告  

（２）事故・事件報告  

（３）学生代表懇談会について  

（キャリアサポート関係）  

（１）第６回教採ガイダンスについて  

（２）その他   

 教育実習委員会   

（１）教育実習等運営協議会について  

（２）事前指導Ⅲについて  

（３）平成 30 年度及び平成 31 年度教育実習の日程  

教職入門・教職実践演習実施委員会    

（１）訪問実習及び学級経営・事例研究について  
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教員免許状更新講習企画委員会及び同実施委員会    

（１）第 6 回教員免許状更新講習実施委員会（ 29.12.6）について  

（２）第 5 回教員免許状更新講習企画委員会（ 29.12.7）について  

ＡＢＰ部内委員会   

（１） 2018 年度入試の出願状況について  

（２）その他  

６．第 8 回総務会（ 29.12.7）報告（メール報告済み）  

７ . 第 7 回教育学部安全衛生管理委員会（持ち回り審議）報告（メール報告済み）  

８．その他  

（１）センター紀要投稿について     

（２）「国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議報告

書」への対応について  

 （３）教職課程認定について  

（４）その他  
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【別添資料 1-3】教育学研究科教授会規則  

 

○静岡大学大学院教育学研究科教授会規則  

平成 27 年 2 月 18 日制定  

平成 28 年 1 月 6 日最終改正  

(趣旨 ) 

第 1 条  静岡大学教授会通則（平成 16 年４月１日制定。以下「教授会通則」とい

う。）第９条の規定による静岡大学大学院教育学研究科教授会 (以下「大学院教授

会」という。 )の組織、役割及び運営等は、この規則の定めるところによる。  

(組織 ) 

第 2 条  大学院教授会は、次に掲げる者をもって組織する。  

(1) 静岡大学大学院教育学研究科長（以下｢研究科長｣という。）及び静岡大学大学

院教育学研究科副研究科長（以下｢副研究科長｣という。）  

(2) 静岡大学大学院教育学研究科（以下｢研究科｣という。）を主担当とする教授、

准教授、講師及び助教  

(3) 専門職大学院に関し必要な事項について定める件（平成 15 年文部科学省告示

第 53 号）第２条第２項の規定に該当する者  

2 大学院教授会は、静岡大学の学術院に所属する教授、准教授、講師及び助教のう

ち、研究科を副担当とする者を構成員に加えることができる。  

3 大学院教授会が必要と認めた場合には、構成員以外の者を会議に出席させること

ができる。ただし、構成員以外の者については、議決権を有さないものとする。  

4 研究科長は、教育学部長をもって充てる。  

5 副研究科長は、教育学部副学部長をもって充てる。  

(役割 ) 

第 3 条  大学院教授会は、学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当た

り審議し意見を述べるものとする。  

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了  

(2) 学位の授与  

(3) 教授会通則第３条第１項第３号の規定に基づき、学長が別に定めるもの  

2 大学院教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関す

る事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。  

3 大学院教授会は、第２項に規定するもののほか、研究科長がつかさどる教育研究

に関する事項のうち、次の各号に掲げる事項について審議し、及び研究科長の求め

に応じ、意見を述べることができる。  

(1) 学術研究及び教育に関する事項  

(2) 教員の人事に関する事項  

(3) 入学試験、教育課程及び教育組織に関する事項  

(4) 学生の身分に関する事項  

(5) 研究科の点検及び評価に関する事項  
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(6) 予算に関する事項  

(7) 諸規則等の制定、改廃に関する事項  

(8) その他研究科の運営に関する重要事項  

(9) その他研究科長が審議を求めた事項  

4 大学院教授会は、学長が教授会通則第３条第１項第３号に掲げる事項を定める際

に、審議し意見を述べることができる。  

(会議の招集及び議長 ) 

第 4 条  研究科長は、大学院教授会の会議を招集し、その議長となる。  

2 研究科長に事故あるときは、あらかじめ研究科長が指名した副研究科長がその職

務を代行する。  

(会議 ) 

第 5 条  大学院教授会の会議は、構成員の３分の２以上の出席がなければ、議事を

開き、議決することができない。ただし、次の各号に掲げる者は、構成員に含まな

いものとする。  

(1) 職務により海外渡航中の者及び内地研究員として出張中の者  

(2) 休職又は停職中の者  

(3) 育児休業中の者  

(4) 30 日以上にわたる連続した休暇を取得中の者  

(5) その他大学院教授会が構成員から除くことが適当であると認める者  

2 会議の議事は、出席者の過半数の同意により決し、可否同数のときは議長がこれ

を決する。ただし、大学院教授会が特に重要と認めた事項については、構成員の３

分の２以上の同意により決する。  

第 6 条  大学院教授会に入学者選考委員会を置くことができる。  

2 大学院教授会は、入学者選考委員会の議決をもって大学院教授会の議決とするこ

とができる。  

3 入学者選考委員会に関し必要な事項は、大学院教授会が別に定める。  

(小委員会 ) 

第 7 条  大学院教授会に、小委員会を置く。  

2 小委員会は、次の委員をもって組織する。  

(1) 研究科長  

(2) 学校教育研究専攻各専修から選出された教授  各１人  

(3) 共同教科開発学専攻から選出された教授  １人  

(4) 教育実践高度化専攻から選出された教授  １人  

3 前項第２号、第３号及び第４号の委員は、必要があるときは、准教授とすること

ができる。  

4 小委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に研究科長をもって充て、副委員

長は大学院教授会で選出する。  

5 小委員会の運営等については、別に定める。  

(庶務 ) 
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第 8 条  大学院教授会の庶務は、教育学部事務部において処理する。  

(補則 ) 

第 9 条  この規則に定めるもののほか、大学院教授会に関する必要な事項は、大学

院教授会が定める。  

（以下省略）  
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【別添資料 1-4】教育学研究科教授会審議事項（例）  

 

〇平成２９年度  第８回研究科教授会議題項目  

 

日時   平成２９年１２月１４日（木）１７時１２分～１７時５６分  

 

議題  

１．学部授業科目受講申請者について  

２．平成 29 年度末修了予定者にかかる修士論文題目及び審査委員について  

３．平成 31 年度教育学研究科学生募集における英語外部試験の利用について  

４．静岡大学大学院教育学研究科入学者選抜試験の選考基準及び手順の一部改正につ

いて  

５．静岡大学大学院教育学研究科入学者選考委員会要項の一部改正について  

６．平成 29 年度共同教科開発学専攻博士論文審査委員について  

７．愛知教育大学大学院・静岡大学大学院教育学研究科共同教科開発学専攻（博士課

程）入学者選抜試験の選考基準及び手順の一部改正について  

８．平成 30 年度非正規生出願要領について  

９．学校教育研究専攻からの報告  

10．教育実践高度化専攻からの報告  

11．共同教科開発学専攻からの報告  

12．附属教員養成・研修高度化推進センターからの報告  

13．附属学習科学研究教育センターからの報告  

14．附属教科学研究開発センターからの報告  

15．その他  
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【別添資料 3-1】静岡大学教員資格審査基準  

 

○静岡大学教員資格審査基準  

平成 4 年 2 月 19 日制定  

平成 18 年 9 月 13 日最終改正  

(教授の資格 ) 

1 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学におけ

る教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。  

(1) 博士の学位 (外国において授与されたこれに相当する学位を含む。 )を有し、研

究上の業績を有する者  

(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者  

(3) 学位規則（昭和 28 年文部省令第 9 号）第 5 条の 2 に規定する専門職学位（外

国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し、当該専門職学位の

専攻分野に関する実務上の業績を有する者  

(4) 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴 (外国におけるこれらに相当

する教員としての経歴を含む。 )のある者  

(5) 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者  

(6) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者  

(准教授の資格 ) 

2 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学にお

ける教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。  

(1) 第 1 項各号のいずれかに該当する者  

(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴 (外国におけるこれらに

相当する職員としての経歴を含む。 )のある者  

(3) 修士の学位又は学位規則第 5 条の 2 に規定する専門職学位 (外国において授与

されたこれらに相当する学位を含む。 )を有する者  

(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者  

(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者  

(講師の資格 ) 

3 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。  

(1) 第 1 項又は第 2 項に規定する教授又は准教授となることのできる者  

(2) その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教

育上の能力を有すると認められる者  

(助教の資格 ) 

4 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学におけ

る教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。  

(1) 第 1 項各号又は第 2 項各号のいずれかに該当する者  

(2) 修士の学位又は学位規則第 5 条の 2 に規定する専門職学位（外国において授与

されたこれに相当する学位を含む。）を有する者  
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(3) 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者  

(助手の資格 ) 

5 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。  

(1) 学士の学位 (外国において授与されたこれに相当する学位を含む。 )を有する者  

(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者  

 

（以下省略）  
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【別添資料 3-2】授業アンケート調査票  
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【別添資料 3-3】教育学部事務組織表  
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【別添資料 6-1】卒業生に関するアンケート（学部卒業生を受け入れた学校関係者）  
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【別添資料 7-1】教育学部棟建物配置図（出典：学生便覧）  
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【別添資料 11-1】平成 25～29 年度 教員の受賞（出典：総務係資料）  

 

平成 25 年度  

熊野 善介  研究論文賞 デジタルツールとして iPad を活用したエネル

ギー環境学習 -高レベル放射性廃棄物処分地選定を題材に - 

野津 一浩  大阪体育学会奨励賞「児童のつまずきの実態と解決策からみ

た教育内容 -陸上運動・ボール運動領域を対象として -」  

雪田 聡  歯科基礎医学会 学会奨励賞  

 

平成 26 年度  

赤田 信一  東海学校保健会奨励賞  

伊藤 文彦  グラパ賞入賞『焼津さかなセンター「笑顔でつなぐポスター

展」ポスターデザイン』  

川原崎 知洋  グラパ賞入賞『焼津さかなセンター「笑顔でつなぐポスター

展」ポスターデザイン』  

四之宮 佳彦  手島精一記念研究賞（博士論文賞）  

名倉 達了  第 47 回東海伝統工芸展「日本工芸会賞」  

 

平成 27 年度  

伊藤 文彦  グラパ賞入賞『焼津さかなセンター「笑顔でつなぐポスター

展」』  

深津 周太  新村出記念財団研究奨励賞  

村井 大介  日本社会科教育学会賞（論文部門）  

 

平成 28 年度  

小山 眞人  日本安全教育学会優秀実践賞  

杉山 康司  Sport and Exercise Medicine-Open Journal Award of 

Appriciation as a Editor in chief  

名倉 達了  第 63 回日本伝統工芸展「日本工芸会奨励賞」  

藤井 道彦  学会賞（功労賞）日本産業技術教育学会  

町 岳  日本教育心理学会優秀論文賞  

村越 真  日本安全教育学会優秀実践賞  

 

平成 29 年度  

名倉 達了  SICF18「薮前知子賞」  

藤井 基貴  1.17 防災未来賞（ぼうさい大賞）兵庫県  

古見 文一  日本心理学会第 81 回大会学術大会優秀発表賞  

古見 文一  平成 29 年度発達科学研究教育奨励賞  
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【別添資料 11-2】  平成 29 年度科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金の新規・

継続採択課題一覧（出典：総務係資料）  

 

 

 

直接経費 間接経費

教授 鳥居肇 1,100,000 330,000

教授 古賀幹人 600,000 180,000

教授 村越　真 300,000 90,000

教授 熊野善介 1,900,000 570,000

教授 白畑　知彦 630,000 189,000

准教授 中村 美智太郎 1,300,000 390,000

准教授 長谷川哲也 1,300,000 390,000

教授 大塚　玲 800,000 240,000

教授 延原尊美 900,000 270,000

教授 松永泰弘 900,000 270,000

教授 吉田和人 1,000,000 300,000

准教授 山田　智 930,000 279,000

教授 笹沼弘志 930,000 279,000

教授 小林敬一 1,800,000 540,000

教授 宇都宮裕章 500,000 150,000

准教授 藤井基貴 400,000 120,000

教授 板垣秀幸 300,000 90,000

教授 冬木春子 500,000 150,000

教授 色川卓男 500,000 150,000

教授 村上陽子 1,200,000 360,000

教授 鈴江毅 1,800,000 540,000

准教授 長谷川慎 900,000 270,000

准教授 伊田勝憲 800,000 240,000

教授 杉崎哲子 500,000 150,000

教授 坂口京子 700,000 210,000

准教授 郡司賀透 500,000 150,000

教授 鳥居肇 1,100,000 330,000

教授 熊倉　啓之 600,000 180,000

教授 小林　朋子 500,000 150,000

教授 松元新一郎 1,900,000 570,000

教授 志民　一成 600,000 180,000

教授 池田恵子 500,000 150,000

教授 磯山 恭子 1,110,000 333,000

教授 小川 裕子 1,140,000 342,000

准教授 中村美智太郎 1,700,000 510,000

教授 澤渡千枝 500,000 150,000

准教授 雪田聡 500,000 150,000

教授 熊野善介 1,600,000 480,000

准教授 亘理陽一 600,000 180,000

教授 村越真 800,000 240,000

准教授 矢野潔子 1,100,000 330,000

若手研究(A) 准教授 亘理陽一 900,000 270,000

准教授 石川眞佐江 500,000 150,000

講師 島田桂吾 600,000 180,000

准教授 塩田真吾 1,000,000 300,000

准教授 竹下温子 500,000 150,000

講師 深津周太 500,000 150,000

准教授 中道圭人 500,000 150,000

准教授 畑　宏明 700,000 210,000

准教授 井出智博 950,000 285,000

講師 室伏春樹 775,000 232,500

准教授 佐藤正志 700,000 210,000

講師 山崎朱音 1,000,000 300,000

准教授 中村ともえ 750,000 225,000

准教授 河﨑美保 1,400,000 420,000

講師 内山秀樹 1,300,000 390,000

講師 四之宮佳彦 800,000 240,000

准教授 高野 奈未 900,000 270,000

准教授 石川 慶和 900,000 270,000

51,915,000 15,574,500

新学術領域研究（研究領域提案型）
水とイオンと生体関連分子の複合相互作用系における構造形成・動的挙動とスペクトル

多重量子ドット系の幾何学的対称性を利用したナノスケール多極子物性の創出

なぜ山で遭難するのか？遭難要因を「疫学的」「臨床的」両アプローチで明らかにする

日本およびアメリカにおける次世代型STEM教育の構築に関する理論的実践的研究

研究種目 職名 研究代表者名
交付額（円）

研究題目名

第二言語習得研究成果を活用したより効果的な英語指導法の開発

「教科化」時代の道徳教育を加速する教員研修メソッドの再構築

電子化の時代における大学図書館間の資源格差とその推移に関する研究

発達障害を対象としたサテライト方式による通級指導教室の活用に関する研究

変動帯における底生動物生態系の詳細マッピング -プレート運動がうみだす生物多様性

シャワーズオブエモーション理論に基づく科学技術ものづくり教材と内発的動機づけ

卓球サービスにおけるフェイント動作：なぜ，レシーバーは球質判断を誤るのか？

歴史的思考力再構築のための歴史教育―教員養成学部からの発信―

憲法規範の具体化過程の臨床憲法学的研究――生存権具体化過程を中心に

論争との接触が心理的効果をもたらす条件とメカニズムの解明

教室の言語文化的多様性を積極的に評価する対話的活動による学習環境づくり

ドイツにおける「研究公正システム」の構築と展開に関する思想的・制度的研究

機能性ゲスト分子と共結晶化する耐熱性ポリマーの高秩序・高機能システムの創製

親の社会経済的環境からみた幼児の生活習慣の「乱れ」に関する質的研究

地方自治体における消費者市民社会を目指す消費者教育施策の推進指標に関する研究

和菓子の文様・色彩・形状に関する研究ー伝統の技と現代技術を融合した食文化教材ー

がん教育における養護教諭の役割に関する研究

柳川三味線の研究

アイデンティティに基づく学習動機づけの形成支援に関する研究

ICTを活用した国語力育成のための「手書き」強化の教材開発

言語力の体系と系統に関する実践研究

戦後の先端テクノロジー教材の変遷解明とその成果に基づく理科カリキュラムの体系化

水素結合系の外部電場応答と分子間相互作用による振動スペクトル変化の統一理解

中学校・高等学校数学科における「割合」の活用力育成をめざしたカリキュラム開発研究

養護教諭の専門性を生かした幼保連携型認定こども園における子育て支援モデルの検討

文法指導実践のデータベース化による教育文法の指導効果の実証的研究法の確立

保育における乳幼児を対象とした音楽表現活動プログラムの開発

子育て新システムに対応した「子育てガバナンス」構築に関する自治体比較研究

小中学生のレジリエンスを促進し不登校を予防するための包括モデルに関する研究

初等中等教育における批判的思考を志向した統計指導プログラムの開発

伝統的な歌唱を稽古する子どもの歌い方の分析と音楽授業における歌唱モデルの構築

女性の参画で巨大地震に備える―静岡県の地域防災体制へのジェンダー視点の定着

小・中学校における公正に対する意識・能力の育成に関する研究

学習者自らが住生活の本質に迫ることを目指す授業の開発とそれによって育つ能力

基盤研究(B)

基盤研究(C)

挑戦的萌芽研究

英語教育におけるエビデンスの産出・活用モデルの構築

リスクコミュニケーションによる教員／児童生徒／保護者の協働で学校リスクを低減する

キャリア発達の視点を備え、地域社会と連携し得る道徳教育のアプローチと教材の開発

機能性をもつ「第二の皮膚」への化学的アプローチ

母乳中ケモカインCCL25が有する新生児期の骨形成促進効果のメカニズム

球形立体表示システムを用いた宇宙地球科学教育プログラムに関する研究

 超小型人工衛星からの電波受信実験の高校物理での教育利用 

長期的視点に立った情報モラル教育の評価指標・方法の検討と評価システムの構築・実証

ライフスタイルを考慮した運動パターンの違いによる腸内フローラの比較

擬態語に由来する程度副詞＜ちょっと＞類の成立と展開

反事実的思考の発達に既有知識が及ぼす影響

確率制御における最適消費・投資問題の新展開

児童養護施設で暮らす子どものレジリエンスに関する研究

若手研究(B)

計

Veech曲面の幾何学

賀茂真淵を中心とする、近世期古典注釈学の総合的研究

精神疾患児の復学支援ガイドライン開発のための基礎研究

中学生を対象としたネットワーク接続により協調動作が可能な自律型ロボット教材の開発

地方圏の持続的なローカル・ガバナンスに向けた公民間の信頼構築に関する地理学的研究

創作ダンス指導における「動きをみる力」を高めるためのカリキュラムの作成と検証

文学者の「口語文」観－作家による文章論・古典の現代語訳の史的研究

協調的学びを引き起こす授業デザインを支える教師の新年に関する研究
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【別添資料 11-3】  平成 29 年度共同研究題目一覧（出典：総務係資料）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所属 氏名

1 ICT支援員の育成・活用に関する研究 教育学 塩田真吾 - (株)内田洋行 1,080,000

2 小学生向け算数教材の共同開発 教育学 塩田真吾 -
(有)静岡アカデミックリ
サーチ

33,000

3
小中学生及び教員向け情報セキュリティ教育
教材の開発

教育学 塩田真吾 酒井郷平（教育学部・学術研究員） (株)カスペルスキー 2,618,000

4 保護者向け情報モラル教材の共同開発 教育学 塩田真吾
酒井郷平（教育学部・学術研究員）
勝村 明（同・研究補佐員）

LINE(株) 6,659,993

5
子ども達の心身を育む　教育工学に基づいた
【木育ツール】の製品化事業

教育学 松永泰弘 - (株)エテ 162,000

6
小学校向けプログラミング教育の教材開発に
関する研究

教育学 塩田真吾 -
マテル・インターナショ
ナル(株)

89,782

合計6件 10,642,775

収入額
合計（円）

番号 研究題目
研究代表者

その他研究者 民間機関等名
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【別添資料 11-4】  平成 28 年度文科省委託事業（教員育成指標）報告書の表紙と URL 

 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/1

0/03/1395655_01.pdf 

 

 

 

  

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/10/03/1395655_01.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/10/03/1395655_01.pdf
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【別添資料 11-5】  平成 29 年度文科省委託事業（教員研修）報告書の表紙と URL 

 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/sankou/__icsFiles/afieldfile/2018/10/05/1408493

_02.pdf#search=%27%E9%9D%99%E5%B2%A1%E5%A4%A7%E5%AD%A6+%E8%82%B

2%E6%88%90%E6%8C%87%E6%A8%99+%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%27  

 

 

 


